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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２４年１２月６日、内閣総理

大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３

１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において実施した「低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の

研究開発」は、昨今進行している鉱石の低品位化・難処理化に対応できる技術を保有することで、

原料調達における競争力強化となって、鉱物資源の安定供給確保につながること、また、低品位

鉱石・難処理鉱石を扱うことで省エネにも資することを目的とし、低品位鉱石・難処理鉱石を効

率的に処理できる技術開発を行うため、平成２１年度から平成２４年度まで実施したものである。 

 

今回の評価は、この「低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発」

の事後評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる「低品位鉱石・難処理鉱石に

対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発」事後評価検討会（委員長：藤田 豊久 東京大学

大学院工学系研究科システム創成学専攻教授）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術環境分

科会研究開発・評価小委員会評価ワーキンググループ（委員長：渡部 俊也 東京大学政策ビジ

ョン研究センター教授）に付議され、内容を審議し、了承された。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発 

上位施策名  

事業担当課 資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課 

プロジェクトの目的・概要 

非鉄金属製錬原料のほぼ全量を海外から鉱石（精鉱）として輸入している我が国としては、我が国

が保有する高度な製錬技術を積極的に活かすことにより、低品位鉱石や難処理鉱石を効率的に処理で

きる技術を保有することが、原料調達の観点から鉱物資源の安定供給確保の重要なポイントである。

また、低品位・難処理鉱石を扱うことで、エネルギー消費原単位の大幅な上昇が予測されることか

ら、これら鉱石の処理に必要な省エネルギー型の製錬プロセスの開発を行う必要がある。 

 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

近年、亜鉛鉱山では鉱物粒子の微細な鉱石の採掘が進められており、微細鉱物を効率的に分離する

ことで精鉱の品位を高めている。湿式亜鉛製錬での焙焼炉では、精鉱の粒度が極端に小さくなると、

流動層の均一性が保たれず、精鉱の一部が焼結して空気吹込み口を詰まらせたり、精鉱の酸化が均質

に進まなかったり、さらには精鉱のキャリーオーバーが増加して排ガス煙道での焼結、スケーリング

を発生させる。精鉱の焼結等によって焙焼炉が障害を起こすと、操業を一時停止してメンテナンスを

行わなければならず、操業のロスになるばかりでなく、焙焼炉の再立ち上げに相当の電力エネルギー

を要する。 

また、湿式亜鉛製錬は酸化焙焼を前提としたプロセスが多く、精鉱の酸化が十分でない場合には、

亜鉛の採収率が低下する。すなわち、酸化焙焼のトラブルにより亜鉛生産量に対するエネルギー消費

原単位が上昇する。このように、酸化焙焼は亜鉛製錬の中で重要な工程であるが、前述の様々な問題

があるため、これまでは微粉鉱の焙焼炉への供用は大きく制限されてきた。そのため、微粉鉱を供用

したときの充分な検討がなされておらず、焙焼炉内の反応挙動（流動化特性）や微粉鉱の焼結原因が

わかっていないのが現状である。 

本テーマでは、微細な亜鉛精鉱を対象とした酸化焙焼において、操業トラブルによる電力エネルギ

ーの消費を防止し、精鉱の酸化を均質に進め、焙焼炉の操業を安定化させるための技術の確立を目指

す。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

銅製錬の乾式製錬において、精鉱を炉で溶解する工程で発生する煙灰は、銅、亜鉛等の有価物に加

え、砒素を高濃度で含有する。通常、煙灰は銅を回収するために炉に再投入されるが、砒素品位の高

い精鉱を供用し、炉内の砒素濃度が高くなると銅に砒素が混入し品質を損ねるため、それ以上の煙灰

投入ができず、煙灰を廃棄物として処分せねばならないことが考えられる。 

また、砒素品位の高い精鉱（銅品位が低い）を供用し、銅の生産量を維持しようとすれば精鉱の供
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用量は増大するため、必要な製錬エネルギーは増大することとなる。 

本テーマでは、煙灰中の砒素を最適な条件で銅と分離し、分離された砒素は結晶性スコロダイト化

する技術を確立する。分離された銅は炉に繰返すことを想定するが、この時の繰返し量は、これまで

の煙灰量と比べ大幅に減少すると考えられ、前述した製錬エネルギーの増大を抑制できる効果がある

と考えられる。また、結晶性スコロダイトが長期間安定性を保つような環境条件の解明も試みる。 

 

 

予算額等（委託）                           （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２１年度 平成２４年度 － 平成２５年度 

独立行政法人石

油天然ガス・金

属鉱物資源機構

H21FY 予算額 H22FY 予算額 H23FY 予算額 H24FY 予算額 総予算額 

98,000 200,000 320.000 289,159 907,159 

 
総執行額 

883,407 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

１）焙焼炉への微粉鉱供用比率 100%体制を確立し、微粉精鉱供用が原因となる操業停止による電力

エネルギーの増大を防止する目標に対して、以下の成果を得た。 

ア）乾式焙焼炉について、微粉精鉱を事前造粒することにより、微粉鉱比率 100%供用を達成した。

イ）湿式焙焼炉について、ボイラーの改造及び精鉱の事前造粒により、微粉鉱比率 100%供用を達

成した。また、不純物である Pb＋Cu の供用上限を 4.0%まで拡大した。更に、微粉精鉱が焙

焼に及ぼすメカニズムを解明した。 

ウ）操業停止を防止したことにより、約 4,400MWH/年の省エネルギーを達成した。 

２）ボイラートラブルを低減させる目標に対し、以下の成果を得た。 

  ア）内部の蒸発管の構造を改造したことにより、内部に付着するダスト量を低減させ、ボイラー

トラブルをゼロとした。 

イ）排ガスの熱回収効率上昇により、省エネルギー効果を得た。 

ウ）ボイラー内部のダストの付着メカニズムを解明した。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

１）熔錬炉煙灰中の砒素を結晶性スコロダイトへと転換する技術を開発し、鉱石の低品位化に伴う

エネルギー原単位の増大を抑制する目標に対して、以下を達成した。 

  ア）熔錬炉煙灰中の銅と砒素を効率良く分離し、砒素は安定的な結晶性スコロダイトへと転換す

る技術を開発実証した。 

イ）鉱石の低品位化に伴う銅トンあたりのエネルギー原単位の増大を、試算上 70％抑制すること

を確認した。煙灰から銅を溶液に回収し、砒素を結晶性スコロダイトに固定するまでの薬剤

原単価は、硫化法との比較において約 80％削減された。 

 ２）結晶性スコロダイトが、長期間大気曝露後でも、砒素の溶出基準（0.3mg/L 未満）を満足する

ことを検証した。 

 ３）結晶性スコロダイトの物性・溶出メカニズムを解明し、その長期安定性の学術的根拠となる以

下の具体的知見を得た。 

 ア）恒温曝露試験、冷熱衝撃試験の結果、結晶構造、溶出特性いずれも有意の変化が認められず、

砒素溶出値にも影響が無いことが確認された。 

イ）異なる温度における結晶性スコロダイトの溶出挙動の pH 依存性を解析し、自然環境で通常

想定される温度、pH 領域において、砒素の溶出基準を満足することが確認された。 

ウ）結晶性スコロダイトは、一粒子が全体として単結晶構造を持ち、また、銅、モリブデン等の

不純物が元液から混入した場合も、結晶形状、粒径に変化は認められるが、溶出特性には有

意な差がなく安定であることが確認された。 

エ）結晶化元液に随伴しやすいビスマス、アンチモンを混在させた溶液から結晶性スコロダイト

の生成試験を行い、各々反応初期段階で砒酸ビスマス、砒酸アンチモンを形成して、結晶内

部に取り込まれる事が推認された。これら元素は多量に結晶性スコロダイトに取り込まれた

場合、結晶の成長を阻害し、多数の微粒子を発生させることが確認されたことから、元液へ
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の混入は極力避けることが望ましいことが判明した。 

 ４）結晶性スコロダイトの長期貯蔵に伴うリスクを抽出し、対応して求められる貯蔵地の条件、貯

蔵施設の設計技術指針を確立して、概念設計を完成させた。 

 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度

(1)焙焼炉流動

不良とボイラー

の現状把握 

 

 

・微粉鉱比率上昇に伴うオーバ

ーフロー焼鉱の粒度変化や、ボ

イラーダスト付着率等の特性

値を把握する。 

・各年度の改善による効果を確

認する。 

微粉鉱比率上昇に伴うオーバーフ

ロー焼鉱の特性値およびボイラー

ダストの付着率を把握（焼鉱粒度、

組成、形態、比重、ボイラー温度等）

した。 

達成 

(2)乾式焙焼炉

での微粉精鉱の

造粒品の効果検

証 

微粉鉱を造粒し、段階的に微粉

鉱比率を上昇させ（100%まで）、

焙焼炉へ供用し、焙焼炉への影

響を把握する。 

造粒鉱供用により微粉鉱比率 100%

を達成した。 

達成 

(3) 乾式焙焼で

の精鉱の均一混

合による Pb、Cu

キャパアップ 

・精鉱の均一混合により、品位

のバラツキを小さくする。 

（目標: <0.246 → <0.1） 

・Pb+Cu の品位の制限緩和 

（目標：<2.8 → <3.0） 

・均一混合により品位のバラツキを

改善した。（0.246→0.116） 

・制限緩和の検証はできず、適正な

造粒品の状態や焙焼温度の確認が

重要と確認した。 

一部達成

事業終了

後、独自

開発によ

り、 

達成 

(4) 湿式焙焼炉

での造粒鉱供用

技術の確立 

湿式焙焼炉における微粉鉱比

率 100%供用技術を確立する。 

・造粒鉱供用技術を確立した。 

・微粉鉱比率 100%試験未実施（事業

終了後、100%を達成した） 

達成 

(5) 焙焼炉流動

不良メカニズム

の解明 

焙焼炉内の粒子の粗粒化メカ

ニズムを解明する。 

Pb がバインダーとなり粗粒化を助

長することを確認した。 

達成 

(6) ボイラーシ

ミュレーション 

 

 

ボイラー内のガス流や温度分

布から、ダストの付着しやすい

箇所を特定する。 

 

ボイラー内部でガスの偏流が発生

しており、現状の蒸発管の向きで

は、熱回収（ボイラーの温度低減）

は非効率であることを確認した。 

達成 

(7) ボイラー改

造 

・第一、第二蒸発管内の温度を

低減する。 

・ダスト付着率を低減する。 

ボイラー改造により第一、第二蒸発

管温度が著しく低下し、ダスト付着

率は低減した。 

達成 
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(8) ボイラーダ

スト付着メカニ

ズムの解明 

 

 

 

ボイラーダストの付着メカニ

ズムを解明する。 

以下を確認した。 

・スプリングハンマーによる短周期

での除去が効果的である。 

・スラリー液中の硫酸亜鉛濃度の低

減が効果的である。 

・ダスト中の Cu は硫酸塩の生成を

助長する。 

達成 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度

(1)熔錬炉系煙

灰中の銅と砒素

の高効率分離技

術 

 

 

 

a） 銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

b） 一次浸出液の液質 

・一次浸出液銅濃度≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

c）エネルギーコスト上昇分の

低減率：＞50% 

全ての数値目標を達成した。 達成 

(2)熔錬炉系煙

灰中の砒素の分

離、硫化固定技

術 

 

 

 

a）薬剤原単価：60 万円/As-t

以下（煙灰から、銅溶液回収、

スコロダイト生成までの総薬

剤コスト。以下同じ） 

b）硫化砒素への銅ロスの極小

化。通常法銅品位の半減

（≦10%） 

硫化実証試験で生成された硫化砒素

の砒素品位は 0.5％であり、使用硫化

剤は理論量の 1.2 倍以下で、全ての数

値目標を達成した。 

 

達成 

(3)転炉煙灰の

処理技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

・易溶性転炉煙灰を対象とし

た、銅の液中への分離技術を開

発する。 

・砒素の液中への分離技術とし

て、プロセス初期において転炉

煙灰が含有する砒素の 70%以上

を回収する技術を開発する。 

・難溶性転炉煙灰の処理技術と

して、難溶性転炉煙灰を浸出可

能にする技術を開発する。 

転炉煙灰と熔錬炉煙灰との配合処理

法、転炉煙灰への鉄源添加法を考案・

試験し、パルプ生成段階でスラリー化

が可能な転炉煙灰については、1）銅

の一次浸出法、2）砒素の一次浸出法

のいずれもが、基礎試験において目標

を達成した。 

達成 
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(4)煙灰の砒素

浸出液から結晶

性スコロダイト

を直接生成する

技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 直接法 

不純物が少ない精製された結

晶化元液を得る方法を確立す

る。 

 

 

2) 短縮法 

1)で確立した方法をベースと

し、工程数の削減を図り、簡便

なフローに改善する。 

 

 

 

3) 脱電同時処理法（脱電法）

2)で確立した短縮法における

液質調整剤に脱電スライムを

適用した、脱電スライムと煙灰

の同時処理法を開発する。 

1) 直接法により浸出した砒素を結

晶性スコロダイトに固定する実

証試験に成功し、その結晶性スコ

ロダイトの溶出特性は、溶出基準

を全て満たした。 

 

2) 短縮法により浸出した砒素を結晶

性スコロダイトに固定する実証試験

に成功し、その結晶性スコロダイト

の溶出特性は、目標の溶出値を全

て満たし、工程数削減、薬剤原単

位の削減も目標以上に達成した。 

 

3) 脱電同時処理法により浸出した砒

素を結晶性スコロダイトに固定する

実証試験に成功し、その結晶性スコロ

ダイトの溶出特性は、溶出基準を全て

満たした。 

達成 

 

 

 

 

 

達成 

 

 

 

 

 

 

達成 

(5)複数製錬所

煙灰の組成解析

及び銅と砒素の

分離の再現試験 

煙灰の組成、煙灰中の銅の形状

を把握し、銅の分離挙動に関

し、学術的アプローチから再現

性・原料依存性を確認する。 

国内４製錬所から６種の煙灰試料を

収集し、その組成・形状を分析把握し、

これに応じた処理条件を検討、確立し

た。 

達成 

(6)結晶性スコ

ロダイト生成時

における不純物

の挙動調査 

 

 

 

 

 

 

直接法において、砒素浸出液へ

の随伴が避けられない代表的

な不純物元素が、結晶性スコロ

ダイトの生成、形状及び溶出特

性に与える影響を解析する。 

 

銅、モリブデンについては、溶出特性

に影響が無い事が確認され、アンチモ

ン、ビスマスについては反応初期に結

晶中心部に大半が取り込まれ、結晶表

面近傍には存在しないことが確認さ

れ、溶出挙動に直接の影響がないこと

が示唆されたが、粒子が微細化する傾

向が観察され、結晶化元液への混入は

極力排除することが望ましいと推定

された。 

達成 

(7)結晶性スコ

ロダイト長期安

定性 

 

事業期間4年間の実証規模の貯

蔵試験を通じて、砒素溶出値が

基準値を下回って推移するこ

とを確認する。 

1)期間中、全てのサンプルが全ての試

験において、砒素溶出値が基準値を下

回った。 

 

達成 
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(8)結晶性スコ

ロダイトの物

性・溶出メカニ

ズムの解明 

 

 

1)過酷、加速試験後でも溶出基

準を満足する。 

2)結晶構造と、溶出安定性との

関連を解明する。 

3)生成条件、組成、形状が異な

る結晶性スコロダイトでの溶

出安定性を確認する。 

1)溶出基準を満足した。 

 

2)スコロダイト粒子が単結晶で欠陥

がないことを確認した。 

3) 銅を含有する結晶性スコロダイ

トの砒素溶出特性に悪化変化がない

ことを確認した。 

達成 

9)結晶性スコロ

ダイトの安定貯

蔵施設の概念設

計 

 

 

 

 

1)長期貯蔵に伴うリスクを抽

出する。 

2)リスクに対応した、貯蔵条

件・貯蔵方法の検討を行う。 

3)大規模（20 万㎥）貯蔵施設の

立地条件を地質学的、土木工学

的に検討する。 

4)コスト、工期等を検討し、貯

蔵施設の概念設計を行う 

1)リスク分析を完了した。 

 

2)立地、構造条件の検討を完了した。

 

3)立地条件の検討を完了した。 

 

 

4)概念設計を完了した。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 変更無し 
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＜共通指標＞ 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特 許 権 の

実施件数 

ライセンス

供与数 

取得ライセ

ンス料 

国 際 標 準

への寄与 

Ｂ．煙灰中の

銅・砒素の分

離技術開発と

砒 素 の 安 定

貯 蔵 方 法 の

検 討 （ 銅 製

錬） 

０ ０ １１ ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ １１ ０ ０ ０ ０ 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 今後ますます増加していく微粉鉱を用いた流動焙焼炉の操業を安定化する技術を開発することは､

原料調達における他国に対する競争力となることから原料調達の上で非常に重要である。また、昨今

の電力事情を考慮すると、電力の高効率利用を図る本事業の目的は十分に政策的意義を有している。

 なお、開発企業以外にオール日本として企業間の協力を進める必要がある。また、使用した実機は

小さな改善､付帯設備等に生きるが、これらの成果を組み込んだ新設流動焙焼炉の設置について、踏

み込む勇断が民間で可能か、技術移転も可能であるかについては国の理解と協力を期待したい。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 日本の銅製錬所全体の問題として、環境インパクトの大きい砒素を含有する銅鉱石の製錬技術とし

て砒素の分離と安定貯蔵化は、我が国銅製錬業の存続・発展の視点から政策的意義は大きいものがあ

る。また、本課題は、製錬対象鉱石の拡大に大きく寄与し、環境保全の立場はもちろん我が国の鉱物

資源確保の上からも国の関与すべき妥当な施策である。 

 なお、開発企業以外にオール日本として企業間の協力を進める必要がある。 

また、事業を進める上で処理・安定貯蔵などを含め地方自治体や環境省との連携が必要と思われる。

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 蓄積された流動焙焼炉操業技術の現場経験が生かされた根拠に基づく具体的な技術開発目標・個別

要素目標が設定されており妥当である。また、ボイラートラブルの低減として操業停止による電力エ

ネルギー増大を防止することは妥当である。 

 なお、実施者は同業他社で操業されている２種類の実機を所有しており、検討項目・目標について

設定が妥当と思われるが、共通項として同業２者の意見を交換することもあっても良いのでは思われ

る。また、ボイラートラブルは低減ではなく、トラブルがなくなることが好ましいので、定量的目標

設定がなされればよかった。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 
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 煙灰中の銅と砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増やすことになり重要で、

目標も銅トン単位の５０％エネルギー原単位抑制、スコロダイトからの砒素溶出基準満たすことなど

定量的に示されている。また、実績を有する黒鉱の煙灰処理プロセスの経験を引き継いだ十分な設定

目標と根拠が示され、目標達成度を判断するための具体的に細かい個別要素技術の目標が設定されて

おり妥当である。 

 なお、スコロダイトの貯蔵に対し、溶出に関する条件の明確化が必要である。 

また、実施者が永年にわたり蓄積されたほぼ独自技術のため、問題や改善すべき点は思いつかないが、

情報公開について配慮が必要になるかもしれない。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 日本で操業されている乾式、湿式２種類の実機流動焙焼炉を用いて、焙焼炉、ボイラー装置の改良

および付帯設備の設置等を実操業時に組み込みながら安定操業条件を見出し、２件の技術開発目標に

ついてほぼ満足できる成果が得られている。 

 なお、論文発表、特許の記載がなく、今後の発表を期待したい。また、稼働中の実機における付属

装置の改善・操業条件の確立に十分な成果を挙げているが、科学的根拠に加えて、学会、国際会議等

での公表が望まれる。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 研究開発の成果である「直接法」とそれを改良した「短縮法（脱電法）」に関して、基礎実験及び

実証実験を実施し、数値目標を達している。また、特許が１１編、発表が６件と社会に公表して良好

な成果を得た。 

 なお、成果は学協会での公表に加え多くの特許出願、審査請求等あるが､これらの国内同業他社へ

の何らかの形でスムースな情報提供等を期待したい。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 国内亜鉛製錬所では乾式、湿式２種類の流動焙焼炉が操業されているが、この２種類を有する実施

者が、焙焼炉、ボイラーに対して装置の改良及び付帯設備の設置等を実操業に組み込みながら､課題

の安定操業条件を見出し実用化しており、資源の安定供給に役立っている。また、ＴＣ収益増加額を

換算して省電力効果として追加したことは、巧みな事業効果の評価方法である。 

 なお、国内製錬所で利用する際に、購入する精鉱は山元により不純物組成のばらつきがあり、それ

らについて若干の対処法が必要な場合もあると考えられ、これら対処法があれば対象鉱石の拡大に繋

がるかもしれない。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 黒鉱の煙灰処理の開発技術に対して歴史・経験に基づいての設定、目標に対して成果が挙げられて

おり、低品位精鉱中に含まれる砒素を低コストで結晶性スコロダイトとして長期安定的に固定すると

ともに、大規模貯蔵施設が設置されれば、国内銅製錬事業の事業化（事業の拡大）が見込まれる。 

 なお、開発の成果は大きいが、同業他社から煙灰を受け入れ、開発プロセスで処理後に回収された

銅浸出液は返却し、分離生成したスコロダイトを貯蔵施設で保管することになると思うが、受け入れ
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られるか否かの条件設定が波及の課題となる。また、貯蔵施設についてはその立地等に問題があろう

ことは想像でき、その詳細は本事業の範疇の外にあるものと考えるが、本事業の成果を社会に還元す

る上では最重要課題である。更には、本事業と異なるが、砒素が混入する非鉄スラグの扱いについて

も別途検討が必要と思われる。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 実施者に蓄積された永年の操業技術に基づいた計画実施体制・運営は適切かつ妥当である。また、

研究開発期間終了後も、引き続いて実証実験を実施して、事業化の目処を立てたことは高く評価でき

る。資金配分についても実機の改良､付帯設備の設置等も含むので妥当である。 

 なお、Ｂ事業に対して予算額が１．５倍であり、シンプルな研究のわりには費用を要したと考えら

れる。また、科学的･論理的に裏付けに似合う学側の学術的貢献が少なからずあったと思われるが、

報告書にあまり出ていない。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 技術開発の効果的な運営を図るために、技術開発委員会の下に銅部会を設置し、技術的な検討を行

い、事業計画、成果評価等について意見を聴取しつつ適切に事業を推進したことは評価できる。また、

研究開発計画は妥当で、実施体制も産学を含み資金配分も妥当である。 

 なお、費用対効果について、評価資料を見てそのままの理解が難しいため、判断には専門の第三者

の評価が望まれる。 

 

６．総合評価 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 注目を集めるレアメタルとは違い、生活基盤材料として重要である亜鉛は枯渇資源とされている。

とりわけ湿式亜鉛製錬所にとって、微粉鉱の処理する際に焙焼炉操業条件を確立することは重要なテ

ーマである。設定された目的に対して十分な成果を得て、既に事業化の見通しも立っていると言え、

今後の普及展開に期待したい。 

 なお、造粒と廃熱ボイラーの方向を変化させて良い成果を得ているが、費用に対して結果は単純な

ものであり、今後、低コストの費用での研究が望ましく、成果の発表も望まれる。また、得られた成

果について同業他社との情報交換や技術移転がスムースに運ばれることを期待したい。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 今後鉱石の低品位化が進むと､それを処理する際には有害元素を含む煙灰がさらに多く発生し、よ

り安価で安定した処理方法の開発が重要であり、特許が１１編、発表が６件と社会に公表して良好な

成果を得た。また、硫化砒素化を経ずに、直接に結晶性スコロダイトを生成する「直接法」を技術開

発するとともに、さらに処理フローの見直しを加えて「短縮法」や「脱電法」を開発したことは評価

でき、技術開発としては十分な成果を得ている。 

 なお、スコロダイトの貯蔵に対し、溶出に関する条件の明確化が必要である。 

また、貯蔵施設はその立地の選定等に最大の問題があるものと思われ、環境省はもちろん地方自治体

の理解と連携が必要である。今回得られた技術を社会的に望ましい形で社会実装して頂きたい。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・造粒と廃熱ボイラーの方向を変化させて良い成果を得ているが、費用に対して結果は単純なもので

あり、今後、低コストの費用での研究が望ましい。また、成果の発表が望まれる。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・煙灰中の銅と砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増やすことになり、目標も

銅単位のエネルギー原単位抑制、スコロダイト製造からの砒素溶出基準を満たすことなどが期待され

る。スコロダイト化した砒素の安定貯蔵条件の検証および良好な場所選定を期待したい。 

・本事業と異なるが、砒素が混入する非鉄スラグの扱いについても別途検討が必要と思われる。 

＜２テーマ共通＞ 

・非鉄金属製錬産業にとって、世界に伍して立ち向かうからには一社だけでの対応は今後ますます難

しくなるはずであり、産・官・学が連携したオールジャパン体制での取り組みが必要である。そのな

かで製錬技術の伝承はもちろん、当該分野における人材育成についても国の継続的支援・補助が必要

であることは言うまでもない。 
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評点結果 

           

 評点法による評点結果 

 （低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発 テーマ A） 

   評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

  １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.60 2 2  3  3 3 

  ２．研究開発等の目標の妥当性 2.40 2 1  3  3 3 

  ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.60 2 2  3  3 3 

  ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.40 2 2  3  3 2 

  ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.20 1 2  3  3 2 

  ６．総合評価 2.40 2 2  3  3 2 
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 評点法による評点結果 

 （低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発 テーマ B） 

   評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

  １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.60 2 2  3  3 3 

  ２．研究開発等の目標の妥当性 2.40 2 2  2  3 3 

  ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.40 2 2  2  3 3 

  ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00 2 2  2  2 2 

  ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.40 2 2  3  3 2 

  ６．総合評価 2.20 2 2  2  3 2 
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第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成21年3月31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある５名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省鉱物資

源課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 「低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発」

（実施期間：平成２１年度から平成２４年度）を評価対象として、研究開発実

施者（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）から提出されたプロジ

ェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２５年４月に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評

価基準について」のプロジェクト評価（事後評価）に沿った評価項目・評価基

準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 
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（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 
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（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっていたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されていたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっていたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施していたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 
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第２章 プロジェクトの概要
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第２章 プロジェクトの概要

 

１．事業の目的・政策的位置付け 

１－１ 事業目的 

【標準的評価項目】 

○事業目的は妥当か。 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

 

昨今、BRICｓ諸国を中心とした経済発展に伴う非鉄金属需要の増加に伴い金属鉱石生産

量が大きく増加した結果、鉱石の低品位化（銅品位 1%以上の高品位鉱石が減り、0.5%前後

のものが増加）が進むと共に、砒素等の不要な元素の含有量が高い鉱石や、鉱石中の目的

成分の回収率を上げるべく極めて細かく粉砕されるためハンドリングが難しい極微細精鉱

などが生産されるようになった。今後世界の鉱石マーケットでは、こうした低品位鉱石、

難処理鉱石の流通が増えると想定される。 

こうした中、非鉄金属製錬原料のほぼ全量を海外から鉱石（精鉱）として輸入している

我が国としては、我が国が保有する高度な製錬技術を積極的に活かすことにより、低品位

鉱石や難処理鉱石を効率的に処理できる技術を保有することが、原料調達の観点から鉱物

資源の安定供給確保の重要なポイントである。また、低品位・難処理鉱石を扱うことで、

エネルギー消費原単位の大幅な上昇が予測されることから、これら鉱石の処理に必要な省

エネルギー型の製錬プロセスの開発を行う必要がある。 

低品位鉱石及び難処理鉱石を原料とする非鉄金属製錬において、本事業では以下各原料

に着目し、各々の問題にテーマを設定した。 

 

 対象となる製錬 問題のある製錬原料 テーマ 

難処理鉱石 亜鉛製錬 微粉精鉱 Ａ 

低品位鉱石 銅製錬 高砒素精鉱 Ｂ 

 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

鉱山で採掘された亜鉛含有鉱石は、選鉱工程で脈石及び不純物を除去し、精鉱として亜

鉛製錬各所へ供用される。近年、鉱山では鉱物粒子の微細な鉱石の採掘が進められており、

微細鉱物を効率的に分離することで精鉱の品位を高めている。そのため、鉱物粒子の粒度

に合わせ細かく粉砕する必要があり、微粉鉱の流通が年々増加している状況である。表 1

に亜鉛精鉱生産量上位 20 鉱山を示す。2002 年では、微粉鉱の生産量は 1,264 千トンだっ

たのに対して、2012 年では 1,615 千トンと 351 千トン増加している。同様に銅、鉛等の不
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純物品位が高い原料も増加傾向にある。 

亜鉛の湿式製錬は、一般的に焙焼工程、浸出工程、清浄工程、電解工程から構成される。

焙焼工程は、焙焼炉内で精鉱が溶融しない程度の温度で加熱処理する工程のことであり、

硫酸浸出に適さない硫化物から酸化物に化学組成を変化させる酸化焙焼を行う。通常、焙

焼炉では流動層の温度やガス組成の均一性が高く、温度制御も容易なため、効率的で均質

な精鉱の酸化が行われる。しかし、精鉱の粒度が極端に小さくなると、流動層の均一性が

保たれず、精鉱の一部が焼結して空気吹込み口を詰まらせたり、精鉱の酸化が均質に進ま

なかったり、さらには精鉱のキャリーオーバーが増加して排ガス煙道での焼結、スケーリ

ングを発生させる。精鉱の焼結等によって焙焼炉が障害を起こすと、操業を一時停止して

メンテナンスを行わなければならず、操業のロスになるばかりでなく、焙焼炉の再立ち上

げに相当の電力エネルギーを要する。また、湿式亜鉛製錬は酸化焙焼を前提としたプロセ

スが多く、精鉱の酸化が十分でない場合には、亜鉛の採収率が低下する。すなわち、酸化

焙焼のトラブルにより亜鉛生産量に対するエネルギー消費原単位が上昇する。 

このように、酸化焙焼は亜鉛製錬の中で重要な工程であるが、前述の様々な問題がある

ためこれまでは微粉鉱の焙焼炉への供用は大きく制限されてきた。そのため、微粉鉱を供

用したときの充分な検討がなされておらず、焙焼炉内の反応挙動（流動化特性）や微粉鉱

の焼結原因がわかっていないのが現状である。 

本テーマでは、微細な亜鉛精鉱を対象とした酸化焙焼において、操業トラブルによる電

力エネルギーの消費を防止し、精鉱の酸化を均質に進め、焙焼炉の操業を安定化させるた

めの技術の確立を目指す。 
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Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

銅製錬の乾式製錬において、精鉱を炉で溶解する工程で発生する煙灰は、銅、亜鉛等の

有価物に加え、砒素を高濃度で含有する。通常、煙灰は銅を回収するために炉に再投入さ

れるが、砒素品位の高い精鉱を供用し、炉内の砒素濃度があまり高くなると銅に砒素が混

入し品質を損ねるため、それ以上の煙灰投入ができず、煙灰を廃棄物として処分せねばな

らないことが考えられる。また砒素品位の高い精鉱（銅品位が下がる）を供用し、銅の生

産量を維持しようとすれば精鉱の供用量は増大するため、必要な製錬エネルギーは増大す

ることとなる。 

本テーマでは、煙灰中の砒素を最適な条件で銅と分離し、分離された砒素は結晶性スコ

ロダイト化する技術を確立する。分離された銅は炉に繰返すことを想定するが、この時の

繰返し量は、これまでの煙灰量と比べ大幅に減少すると考えられ、前述した製錬エネルギ

ーの増大を抑制できる効果があると考えられる。また、結晶性スコロダイトが長期間安定

性を保つような環境条件の解明も試みる。 

 

１－２ 政策的位置付け 

【標準的評価項目】 

○政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

        

昨今、BRICｓ諸国を中心とした経済発展に伴う非鉄金属需要の増加に伴い金属鉱石生産

量が大きく増加した結果、鉱石の低品位化（銅品位 1%以上の高品位鉱石が減り、0.5%前後

のものが増加）が進むと共に、不要な元素（砒素）の含有量が高い鉱石、極めて細かく粉

砕されるためハンドリングが難しい極微細精鉱などが生産されるようになった。今後世界

の鉱石マーケットでは、こうした低品位鉱石、難処理鉱石の流通が増えると想定される。 

こうした中、非鉄金属製錬原料のほぼ全量を海外から鉱石（精鉱）として輸入している

我が国としては、我が国が保有する高度な製錬技術を積極的に活かすことにより、低品位

鉱石や難処理鉱石を効率的に処理できる技術を保有することが、原料調達における他国に

対する競争力となり、鉱物資源の安定供給確保の重要なポイントである。また、低品位・

難処理鉱石を扱うことで、エネルギー消費原単位の大幅な上昇が予測されることから、こ

れら鉱石の処理に必要な省エネルギー型の製錬プロセスの開発を行う必要がある。 

なお、技術施策体系として、平成 21 年にとりまとめられた「エネルギーイノベーション

プログラム基本計画」において「鉱物資源の安定供給」と「二酸化炭素排出量削減」に資

する技術開発と位置付けられている。図 1-1 に技術体系を示す。 
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１－３ 国の関与の必要性 

【標準的評価項目】 

○国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

 鉱物資源の太宗を海外に依存している我が国にとって、産業基盤の維持・強化、経済の

繁栄、国民生活の安定のために、鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保は、政府として

最重要課題のひとつである。 

 鉱物資源の需給においては、中国を始めとした新興国の需要が急増する中、世界的な資

源確保競争の激化など鉱物資源をめぐる国際情勢は益々厳しさを増している。加えて、近

年、鉱物資源の生産においては、銅、亜鉛等の鉱石品位の低下、極微細精鉱といった難処

理精鉱の比率の増加等の状況変化が起こっており、これらへの製錬所の対応は国内の製錬

事業者の共通課題となるとともに鉱物資源の供給制約の一つとなってきている。 

 具体的には、銅製錬においては、鉱石の低品位化が進行することで煙灰中の砒素濃度が

上昇し、現工程では煙灰に含まれる銅を回収すべく熔錬炉へ再投入した場合、銅に砒素が

混入する問題や、多量に発生する砒素を安定的に処理できる方法が確立されていないこと

があげられる。また、亜鉛製錬においては、亜鉛精鉱を焙焼炉で焼鉱する際に、極微細精

鉱が製錬プロセスに悪影響を与えている。こうしたことから、低品位・難処理鉱石を安定

的に処理できる技術を開発することにより、資源供給国・地域の多角化につながり、より

低い価格での資源調達及び安定供給を実現することが可能となる。 

 さらには、砒素等の環境問題を技術的に解決することが可能となれば、国内における非

鉄製錬事業の持続性が担保でき、鉱物資源の安定供給を更に強固なものとすることが可能

となる。 
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２．研究開発目標 

２－１ 研究開発目標 

【標準的評価項目】 

○研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定している

か。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定さ

れているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

２－１－１ 全体の目標設定 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

亜鉛製錬では、一般的に硫化物である亜鉛精鉱（以下、精鉱）を焙焼炉で完全酸化焙焼

するが、粒度の細かい精鉱（以下、微粉鉱）を原料とする場合、キャリーオーバー比率が

増えることにより、排ガス煙道の閉塞、焙焼炉内での精鉱の過焼結など、ボイラーや焙焼

炉に障害を引き起こす。しかし、その対策や検討は少なく、焙焼炉内での反応挙動（流動

化特性）が充分理解されているとは言えない。図 2-1 に焙焼工程において微粉精鉱が供用

された時の状態をイメージとして示す。一部の微粉鉱が流動層からボイラーへ飛散してい

くことを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 微粉鉱が供用された時の、焙焼工程イメージ 

 

図 2-1 の操業での管理データとしては、圧力（炉底部の函内圧力：風函圧力）、粒度（焼

鉱の粒度）及び温度（ボイラー内部温度）がある。微粉鉱を供用し続けた時の、これらの

精鉱微粉粒子

廃熱ボイラー

流動焙焼炉

吹込ブロワー

空気

亜鉛精鉱（ZnS）

焼鉱
(OF)

焼鉱（煙灰）

：空気

：ＳＯ2ガス

：焼鉱粒子

：精鉱粒子

圧力

粒度

温度
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データ変化を図 2-2 に示す。これらは操業データの管理値異常として検知され、異常の回

復が求められることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 微粉鉱供用時の操業管理データの異常例 

 

そこで本研究では、まず微粉鉱を酸化焙焼したときの焙焼炉内の流動層及びボイラーに

与える諸因子の影響を調査し、反応のメカニズムを解明すると共に、課題への対処案を提

案し、実操業で難処理鉱石である微粉鉱を処理することを目的とする。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

銅製錬では精鉱中の砒素は、通常スラグ等の製錬副産物中に移行し、環境面で問題のな

い品位で、コンクリート骨材等に外販され、砒素バランスを維持してきた。しかし、精鉱

中の砒素品位が上昇した場合は、このバランスを保つことが難しくなり、一部の製錬所で

は、煙灰などの副産物の状態で場内に一時的に保管せざるを得ないこととなる。また、銅

製錬の煙灰中には銅も含まれるため通常は炉に繰返して回収されるが、精鉱の砒素品位が

上昇し銅の品位が低下した場合は、供用すべき精鉱量は増加するため、繰返す煙灰のボリ

ュームを極力減少させることが必要となる。このことは、精鉱量の増加による製錬エネル

ギーの増加を抑制する観点からも重要である。 

解決する試みとして、国内の一部の製錬所では砒素を安定した状態の化合物、即ち、結

晶性スコロダイト（FeAsO4・2H2O）に転換し、最終処分場へ廃棄することを実施している。

この方法は、製錬系内からの硫酸排水処理工程から回収される硫化砒素（As2S3）、及び銅

電解工場で発生する脱電スライムの処理に対しては、既に実用化されている。そのスコロ

ダイトまでの製造フローを図 2-3 に示す。 
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図 2-3 スコロダイト製造に至るまでのフロー 

 

しかし、本方法は、銅製錬において砒素の分配が最も高くなる煙灰に対しては、実用化

までには至っておらず、銅製錬の根本的な解決策と成り得ていない。 

そこで本研究は、近年の銅精鉱の低品位化、特に砒素品位の上昇に対応して、銅製錬所

での高砒素品位精鉱原料の処理を可能にし、処理に必要なエネルギーコストの上昇を抑制

しつつ処理可能な原料を拡大することにより、資源確保に資する事を目的とし、既に砒素

の安定化技術として確立されている結晶性スコロダイト生成技術を活用するため、 

① 煙灰中の砒素と銅を溶解・浸出の上、銅を効率的に回収し、砒素を分離・濃縮し

て結晶性スコロダイトに固定すること（煙灰処理技術の開発）及び 

② 結晶性スコロダイトの安定貯蔵方法を確立する 

こととする。図 2-4 に、現状プロセスと本研究にて想定しているプロセスを示す。 
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（結晶化：スコロダイト製造）
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図 2-4 現状プロセスに対する本研究での想定プロセス 
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表２ 全体の目標 

目標・指標 設定理由・根拠等 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬）

 

（1） 焙焼炉への微粉鉱供用比率 100%体

制の確立。微粉精鉱供用が原因となる操

業停止による電力エネルギーの増大を防

止する。 

 

 

（2） ボイラートラブルの低減 

 

 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製

錬） 

（1） 含Zn鉱石中の不純物品位は高く、

原料となるZn精鉱は微粒化する傾向に

ある。原料が微粒化する傾向は不可避

であるため、これに対応できる焙焼技

術を有する必要がある。 

 

（2） 微粉鉱比率が上昇するとボイラ

ーからキャリーオーバーする焼鉱が増

加する。キャリーオーバー焼鉱の増加

に伴い、ボイラーダストの付着増加に

よる蒸気回収効率の低下、ダスト除去

作業の作業負荷増加が発生する。 

そのため、微粉鉱比率 100%に対応でき

るようにボイラーを改善する必要があ

る。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と

砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 

（1） 熔錬炉煙灰中の銅と砒素を効率良

く分離し、砒素は安定的な結晶性スコ

ロダイトへと転換する技術を開発す

る。 

  鉱石の低品位化に伴う銅トンあたり

のエネルギー原単位の増大を 50%以上

抑制する。 

 

 

（2） 結晶性スコロダイトが、長期間大

気曝露後でも環境省告示第１３号法

（以下「１３号法」）による砒素の溶出

基準（0.3mg/L 未満）を満足することを

検証する。 

 

（3） 結晶性スコロダイトの物性・溶出

メカニズムを解明し、その長期安定性

の学術的根拠となる知見を得る。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発 

と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬）

 

（1） 今後、銅精鉱の低品位化に伴い、

煙灰発生量の増加、煙灰繰返し量の増

加、それによる一次処理可能な鉱石量

の減少、かつ、あるいは繰り返せない

煙灰の滞留が進み、銅製錬における一

次回収銅量の低下、回収コスト、回収

エネルギーコストの増加が予想される

ため。 

 

（2） 物性として特別管理廃棄物に該

当せず、砒素の長期安定貯蔵に適した

溶出安定性を有する物質であることの

根拠となるため。 

 

 

（3） 結晶性スコロダイトの長期安定

性を、プラントで生成された試料を用

い、実証規模で貯蔵試験（4ヵ年）を行



19 

 

 

 

 

（4） 結晶性スコロダイトの長期貯蔵に

適した条件の調査と、貯蔵施設の概念

設計を完成させる。 

 

 

 

うことで実際に確認し、かつ過酷条件

曝露後の溶出特性、物性試験、調査を

通じての学術的知見から担保するた

め。 

 

（4） 製錬プロセスより砒素を結晶性

スコロダイトに分離固定しても、それ

を安定的に大量かつ長期間貯蔵でき

る、その物性に応じた大規模貯蔵施設

が本邦に存在しないため。 

 

２－１－２ 個別要素技術の目標設定 

 

表３ 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

（1）焙焼炉流動不良とボ

イラーの現状把握 

・微粉鉱比率上昇に伴うオー

バーフロー焼鉱の粒度変化

や、ボイラーダスト付着率等

の特性値を把握する。 

・各年度の改善による効果を

確認する。 

・微粉鉱が焙焼炉やボイラー

へ及ぼす影響を把握できて

いないため。 

・微粉鉱比率の供用上限を調

査し、改善箇所を選定するた

め。 

（2）乾式焙焼炉での微粉

精鉱の造粒品の効果検

証  

・微粉鉱を造粒し、段階的に

微粉鉱比率を上昇させ（100%

まで）、焙焼炉へ供用し、焙焼

炉への影響を把握する。 

・造粒した微粉鉱を供用した

場合の焙焼炉への影響を把

握できていないため。 

（3）乾式焙焼での精鉱の

均一混合による Pb、Cu

キャパアップ  

・精鉱の均一混合により、品

位のバラツキを小さくする。 

（目標: <0.246 → <0.1） 

・Pb+Cu の品位の制限を緩和す

る。 

（目標：<2.8 → <3.0） 

・湿式給鉱方式の供用制限と

の差を小さくし、使用できる

原料の幅を広げるため。 

（4）湿式焙焼炉での造粒

鉱供用技術の確立 

・湿式焙焼炉における微粉鉱

比率 100%供用技術を確立す

る。 

・キャリーオーバー焼鉱を低

減するため。 

（5）焙焼炉流動不良メカ

ニズムの解明 

・焙焼炉内の粒子の粗粒化メ

カニズムを解明する。 

・焼鉱粗粒化及び流動不良を

防ぐ対策を立案するため。 

（6）ボイラーシミュレー ・ボイラー内のガス流や温度 ・最適なボイラー改造方法を
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ション 分布から、ダストの付着しや

すい箇所を特定する。 

提案するため。 

（7）ボイラー改造 ・第 1、第 2蒸発管内の温度を

低減する。 

・ダスト付着率を低減する。 

・微粉鉱比率 100%時のダスト

付着増加に対応するため。 

（8）ボイラーダスト付着

メカニズムの解明 

・ボイラーダストの付着メカ

ニズムを解明する。 

・ダスト付着抑制の対策を立

案するため。 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

（1）熔錬炉系煙灰中の銅

と砒素の高効率分離

技術 

プロセス初期において、熔錬

炉系煙灰が含有する銅の 70%

以上を SX／EW 法に供給可能

な液質として回収すること。

これにより、将来のエネルギ

ーコスト上昇分を半減以下

にする。 

【数値目標】 

a） 銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

b） 一次浸出液の液質 

・一次浸出液銅濃度≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

c）エネルギーコスト上昇分の

 低減率：＞50% 

 

易溶性銅の大半を処理初期

に砒素と分離し銅溶液とし

て回収することで、SX／EW

法にて銅の早期回収を可能

にしエネルギーコストを削

減するため。 

 

 

（2）熔錬炉系煙灰中の砒

素の分離、硫化固定

技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熔錬炉系煙灰中の砒素を効率

良く硫化し、銅含有量の少な

い硫化砒素を回収する。 

【数値目標】 

a） 薬剤原単価：60 万円/As-

トン以下（煙灰から、銅溶液

回収、スコロダイト生成まで

の総薬剤コスト。以下同じ）

b） 硫化砒素への銅ロスの極

小化。通常法銅品位の半減

（≦10%） 

国内銅製錬にて実用処理実

績のある、硫化砒素に一旦固

定することで、現有製造方法

にて結晶性スコロダイトへ

の転換が可能となるため。 
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（3）転炉煙灰の処理技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 易溶性転炉煙灰を対象と

した、銅の液中への分離技

術を開発する。 

【数値目標】 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度 ≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

 

2） 砒素の液中への分離技術 

プロセス初期において転炉煙

灰が含有する砒素の 70%以上

を回収する技術を開発する。

【数値目標】 

・一次浸出液砒素回収率≧70%

・一次浸出液銅濃度≦1g/L 

 

3） 難溶性転炉煙灰の処理技

術 

 難溶性転炉煙灰を浸出可能

 にする技術を開発する。 

【数値目標】 

・銅の Total 浸出率  ≧70% 

・砒素の Total 浸出率≧70% 

煙灰には熔錬炉煙灰の他に

転炉煙灰があり、砒素と銅が

相当量濃縮しているため、そ

の取り扱いにも支障が生じ

ており、熔錬炉煙灰と同様に

その処理方法の確立が必要

とされているため。 

 

 

 

 

 

（4）煙灰の砒素浸出液か

ら結晶性スコロダイ

トを直接生成する技

術 

 

1） 直接法 

不純物が少ない精製された結

晶化元液を得る方法を確立す

る。 

① 基礎試験での数値目標 

a） 生成回収したスコロダイ

トが安定（不溶性）であるこ

と及びその他の規制重金属類

の溶出も基準値を満足する。 

・13 号法準拠溶出試験（0.2μm

メンブランフィルターでろ

過・検液作成し、微粒子を

排除した条件）で 13 号法溶

出基準値を満足する。 

使用薬剤（NaSH）が高価にな

る硫化砒素回収を経ずに、砒

素浸出液から結晶性スコロ

ダイトを直接生成する技術

を開発し、全体フローの効率

化および低コスト化を可能

にするため。 
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b）一次浸出での銅と砒素の分

離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへの固

定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以上 

d）薬剤原単価の削減（同一の

自熔炉煙灰における比較） 

・硫化砒素経由でスコロダイ

トを生成する場合と比較し

ての削減率： 50%以上 

② 実証試験での数値目標 

a）プラント稼動により得ら 

れたスコロダイトが、溶出試

験にて下記の基準値を満足す

る。 

・13 号法溶出試験（1μGFP ろ

過で検液作成）において、

砒素の溶出基準値。 

・TCLP 溶出試験において、TCLP

が定める溶出基準値。 

・上記２法による溶出試験に

おいて、砒素以外にも規制さ

れた重金属類の溶出基準値。

b）一次浸出での銅と砒素の分

 離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度  ≧30g/L

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへの固

定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以上 

 

2） 短縮法 

1） で確立した方法をベース

とし、工程数の削減を図り、

簡便なフローに改善する。 

① 基礎試験での数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接法の工程数を削減する

ことで、更なるフローの効率

化、低コストが図られるた

め。 
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a） 処理工程数を、直接法と

の比較で 3割以上削減 

b） 生成回収したスコロダイ

トの溶出特性 

・13 号法溶出試験（1μGFP

でろ過・検液作成）で、砒素

の溶出基準値を満足する。 

c） 一次浸出での銅と砒素の

分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度  ≧30g/L

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

d） 砒素のスコロダイトへの

固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以上 

e） 砒素のスコロダイトへの

転換率向上：直接法に比して

10%以上 

f） 薬剤原単価の削減（同一

の自熔炉煙灰における比較

で） 

・硫化砒素経由でスコロダイ

トを生成する場合と比較して

の削減率：60%以上 

② 実証試験での数値目標 

a） プラント稼動により得ら

れたスコロダイトが、溶出試

験にて以下の基準値を満足す

る。 

・13 号法準拠溶出試験（0.2μ

メンブランフィルターでの

検液作成）において、13 号法

の溶出基準値。 

・13 号法溶出試験（1μGFP で

のろ過・検液作成）における

溶出基準値。 

・TCLP 溶出試験において、TCLP

に定める溶出基準値。 

・上記両溶出試験において、

砒素以外の規制対象重金属
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類の溶出基準値。 

b）一次浸出での銅と砒素の分

離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度 ≧30g/L

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

c） 砒素のスコロダイトへの

固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以上 

d） 砒素のスコロダイトへの

転換率向上：直接法に比し

て 10%以上 

 

3） 脱電同時処理法（脱電法）

2）で確立した短縮法におけ

る液質調整剤に脱電スライ

ムを適用した、脱電スライム

と煙灰の同時処理法を開発

する。 

① 基礎試験での数値目標 

a）生成回収したスコロダイト

の溶出特性 

・13 号法溶出試験（1μGFP で

のろ過・検液作成）で、砒素

の溶出基準値を満足する。 

b）一次浸出での銅と砒素の分

離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへの固

定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以上 

d）砒素のスコロダイトへの転

換率向上 

・直接法に比して 10%以上 

e）薬剤原単価の削減（同一の

自熔炉煙灰における比較に

て） 

・硫化砒素経由でスコロダイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱電スライムは、煙灰と同様

に砒素を相当量含有して一

次発生する中間産物であり、

その取り扱いにも支障が生

じており、その処理方法の確

立が求められているため。 
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トを生成する場合と比較し

ての削減率：70%以上 

②実証試験での数値目標 

a）プラント稼動により得られ

たスコロダイトが、下記の溶

出試験にて基準値を満足す

る。 

・13 号法準拠溶出試験（0.2μ

メンブランフィルターでの

検液作成）において、13 号

法溶出基準値。 

・13 号法溶出試験（1μGFP で

の検液作成）における溶出

基準値 

・ TCLP 溶出試験において、

TCLP が定める溶出基準値 

・上記両溶出試験において、

他の規制重金属類の溶出基

準値 

b）一次浸出での銅と砒素の分

 離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L

c）砒素のスコロダイトへの固

定化率 

・浸出可能な砒素の 80% 

d）砒素のスコロダイトへの転

換率向上：直接法に比して

10%以上 

 

 

（5）複数製錬所煙灰の組

成解析及び銅と砒素

の分離の再現試験 

煙灰の組成、煙灰中の銅の形

状を把握し、銅の分離挙動に

関し、学術的アプローチから

再現性・原料依存性を確認す

る。 

 

 

煙灰の性状は、製錬所毎に異

なるため、各煙灰の組成分

析、対応した処理条件、再現

性の確認が必要であるため。
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（6）結晶性スコロダイト

生成時における不純

物の挙動調査 

 

 

 

 

 

直接法において、砒素浸出液へ

の随伴が避けられない代表的

な不純物元素が、結晶性スコロ

ダイトの生成、形状及び溶出特

性に与える影響を解析する。 

 

結晶化元液には、銅、モリブ

デン、アンチモン、ビスマス

等が随伴しやすい。   

これらの元素が随伴した条

件で生成された結晶性スコ

ロダイトの形状、性状、砒素

溶出挙動に与える影響を確

認する必要があるため。 

（7）結晶性スコロダイト

の長期安定性 

1）事業期間 4年間の実証規模

貯蔵を通じて、13 号法溶出試

験による砒素溶出値が、基準

値の 0.3mg/l を下回って推移

する。 

 

 

2）TCLP 溶出試験の砒素溶出値

が基準値の 5mg/l を下回って

推移する。 

1）商業規模のプラントで生

成された結晶性スコロダイ

トの実物をもってその特性

変化を事業期間の4年間モニ

タリングすることにより、長

期安定性を実証するため。 

 

2）主要国で標準的に採用さ

れている同法の溶出評価方

法で、無害廃棄物に該当する

溶出安定性であることを確

認し、海外でも適用可能な物

性、プロセスであることを確

認するため。 

（8）結晶性スコロダイト

の物性・溶出メカニ

ズムの解明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）過酷、加速試験後でも 13

号法溶出基準を満足する。 

 

 

 

2）結晶構造とその溶出安定性

との関連を解明する。 

 

 

 

3）生成条件、組成、形状が異

なる結晶性スコロダイトでの

溶出安定性を確認する。 

1）結晶性スコロダイトの長

期安定性を、過酷条件試験

結果より帰納的に推定する

ため。 

 

2）スコロダイトの溶出安定

性と、その結晶構造に深い相

関関係が推認され、その検証

が必要と認められるため。 

 

3）異なる条件で生成された

スコロダイトの溶出安定を、

結晶構造等の物性面から検

証することにより、学術的に

結晶性スコロダイの長期安

定性を裏付けるため。 



27 

（9）結晶性スコロダイト

の安定貯蔵施設の概

念設計 

1） 結晶性スコロダイトの物

性に基づき、長期貯蔵に伴う

リスクを抽出する。 

2） 貯蔵において想定される 

リスクに対応した、貯蔵条

件・貯蔵方法の検討を行う。 

3） 大規模（20 万㎥）貯蔵施

設の立地条件を地質学的、土

木工学的に検討する。 

4）コスト、工期等を検討し、

貯蔵施設の概念設計を行う。 

本邦において、結晶性スコロ

ダイトを大規模に貯蔵可能

な場所、施設は存在せず、又

具体的な設計検討も行われ

ていない。上検討において

は、確認された結晶性スコロ

ダイトの物性、貯蔵場所の地

質、作業環境、貯蔵容量、環

境リスクを詳細に検討する

ことが必要であるため。 
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３．成果、目標の達成度 

３－１ 成果 

【標準的評価項目】 

○成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの作製

等があったか。 

 

３－１－１ 全体成果 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

（１）焙焼炉への微粉鉱供用比率 100%体制の確立。微粉精鉱供用が原因となる操業停止に

よる電力エネルギーの増大を防止する。 

ア）乾式焙焼炉 

a）平成 21 年度 

微粉鉱供用予察試験では、微粉鉱比率 30%で焼鉱の粗粒化が発生し、風函圧力の低

下があり、局所的に流動不良になる現象が確認された。 

b）平成 22、23 年度 

段階的に微粉鉱の比率を上昇させながら、微粉鉱を造粒して焙焼炉へ供用する試験を

実施し、焙焼炉への影響を検証した。その結果、焼鉱の粗粒化や風函圧力の低下はみ

られず、焙焼炉を安定して操業するためには、微粉鉱を造粒して供用することが有効

であることが検証できた。 

c）平成 24 年度 

湿式給鉱方式と比較して供用量にギャップがある低融点金属（Pb、Cu）の供用制限

緩和を狙い、精鉱を均一に混合して焙焼炉へ供用する試験を実施した。結果として、

従来の混合方法と比較して品位のバラツキを抑制できることが確認された。供用試験

は焼鉱の粗粒化の発生、風函圧力の低下等があり、流動不良が発生したために中止し

た。その原因は、造粒鉱の粒径不足によるキャリーオーバーの増加、焙焼温度設定が

高すぎたことによる焼鉱の焼結促進にあると考えられる。炉内の流動状態を適切に保

つためには、焼鉱の粒度分布を適切な状態で維持することが重要であることが確認で

きた。 

イ）湿式焙焼炉 

a）平成 22 年度 

微粉鉱供用試験では、微粉鉱比率 80%までは焼鉱の粗粒化は見られなかったが、100%

に上昇させた直後から焼鉱の粗粒化が発生し、420μm 未満の焼鉱の粒度比率は管理値

を下回った。また、平成 22 年度は Pb+Cu の供用制限緩和を狙い、Pb+Cu 品位の上限で

ある 3.5%以上の 4.0%で試験を実施したが、焼鉱の粗粒化等の兆候は見られず、焙焼炉

およびボイラーにおける安定操業が確認された。 

b）平成 23 年度 

微粉鉱供用限度を調査するため、微粉鉱比率 90%での微粉鉱供用試験を実施した。
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結果として、微粉鉱比率 90%では粗粒化の兆候は見られず、焙焼炉の操業状況、ボイ

ラー温度等も安定していた。 

c）平成 24 年度 

事前造粒した微粉鉱を乾式給鉱方式にて一部焙焼炉へ供用する微粉鉱比率100%試験

に向けて、造粒鉱の作成試験および造粒鉱の乾式給鉱試験を実施した。本試験では、

湿式焙焼炉において別系統から造粒鉱を乾式給鉱できること、また、給鉱した造粒鉱

は流動層内へ安定して給鉱できていることが確認された。 

結果、事業期間内においては、微粉鉱比率を 90%まで上昇させることが可能であっ

た。また、別系統からの乾式給鉱方式により、造粒した微粉鉱を供用する技術を確立

しており、微粉鉱と造粒鉱の併用によって微粉鉱比率100%を達成できると推察された。

その後、本事業の終了後、平成 25 年度に、微粉精鉱保率 100%の確認試験を実施した

が、問題無く供用できることを確認している。 

Pb+Cu 品位が 3.5%から 4.0%に緩和され、微粉鉱比率が 64%から 90%に緩和されたこ

とから、現状の湿式焙焼炉に入荷されている精鉱で仮定して考えると、Pb+Cu 品位に

よる制約（配合調整の必要）がなくなり、微粉鉱比率アップにより、年間約 26,000 ト

ンもの供用量増加が見込まれるようになった。 

微粉鉱供用試験でサンプリングしたオーバーフロー焼鉱や精鉱原料の組織解析を光

学顕微鏡、EPMA、SEM-EDX を用いて実施した。焼鉱は色味の違いで黒系焼鉱と茶系焼

鉱に分別され、粗粒化時には黒系焼鉱の割合が多くなることが確認された。この黒系

焼鉱は茶系焼鉱と比較して表面が滑らかであり、その表面には Pb や Ca の相が確認さ

れた。精鉱の観察では、Pb や Ca は鉱石中に一様に存在していることから、過度の焙

焼を行なうことで Pb や Ca が焼鉱の表面に凝集し、バインダーとして働き、結果とし

て焼鉱の粗粒化が発生することが示唆された。 

 

（２）ボイラートラブルを低減させる 

ボイラーダスト付着対策として平成 22 年度に蒸発管毎のダスト付着の性質を考慮して

ボイラー第 1 蒸発管の改造を実施した。第 1 蒸発管はスプリングハンマーを設置すること

で、短周期でダストを除去し、第 2蒸発管は第 1蒸発管のパネル向きを 90°回転させるこ

とにより、入口温度を低減させることでダスト付着の抑制を狙った。結果、第 1 蒸発管に

おけるパネルへのダスト付着は減少し、スプリングハンマーの効果が確認されたが、第 2

蒸発管では時間経過に伴い、除去できないダスト付着が確認された。平成 22 年度の改造で

低減した温度領域ではダストの付着抑制には不十分であることが分かった。そこで平成 23

年度は、第 2 蒸発管へのダスト付着低減に向けて、大定期修理（以降、大定修）にて第 1

蒸発管同様の改造を第 2 蒸発管に実施し、第 2 蒸発管出口温度の低下を確認することがで

きた。 

また、ボイラーに付着したダストの塊を分析した結果、硫酸塩の割合が非常に多く、ボ

イラーダスト焼結試験においても、硫酸亜鉛の添加に伴い硬度が上昇する傾向が見られた

ことから、硫酸亜鉛がバインダーとしてダストの付着を助長している可能性があることが

示唆された。その結果を受け、スラリー液中の硫酸亜鉛濃度の低減を実施した。 

以上のように、蒸発管の改造とスラリー液中の硫酸亜鉛濃度の管理により、ダスト付着



30 

に伴う温度上昇速度は、蒸発管改造前に対して 3 分の１程度まで低減し、ダスト付着を抑

制することができた。これらの改善により、微粉鉱供用によるボイラートラブルは解決し

た。 

 上記のボイラーダスト焼結試験では焼結における各因子の影響について調査を実施して

いる。第 1 蒸発管想定温度では、短時間で焼結体の硬度は上昇し、第 2 蒸発管想定の温度

においても長時間保持することで硬度が上昇した。この結果から蒸発管温度を低減し、ス

プリングハンマーにより短周期でダスト除去を行なう本ボイラー改造が効果的であること

が裏付けされた。 

表１で示されるように、精鉱中の Cu 品位は年々増加傾向にあり、精鉱中の Cu 品位を上

昇させて実証試験を実施したところ、ボイラー内の温度上昇速度が増加する傾向がみられ

た。そこで、平成 24 年度の大定修期間において、手入れ窓設置等の改善を実施し、高 Cu

品位精鉱等といった難処理鉱石への対応を強化した。 

 SEM-EDX 解析の結果、ダストの塊は精鉱原料やオーバーフロー焼鉱の観察でほとんど見

られなかった Cu が凝集した様子が観察され、Cu がダストの硫酸化を促進する触媒となる

可能性があることが分かった。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

（１）熔錬炉煙灰中の銅と砒素を効率良く分離し、砒素は安定的な結晶性スコロダイトへ

と転換する技術を開発する。鉱石の低品位化に伴う銅トンあたりのエネルギー原単位の増

大を50%以上抑制する。 

【成果】 

  熔錬炉煙灰中の銅と砒素を効率良く分離し、砒素は安定的な結晶性スコロダイトへと

転換する技術を開発実証した。鉱石の低品位化に伴う銅トンあたりのエネルギー原単位

の増大を、試算上 70%抑制することを確認した。煙灰から銅を溶液に回収し、砒素を結

晶性スコロダイトに固定するまでの薬剤原単価は、硫化法との比較において約 80%削減

された。 

 

（２）結晶性スコロダイトが、長期間大気曝露後でも、１３号法による砒素の溶出基準

（0.3mg/L 未満）を満足することを検証する。 

【成果】 

約500トンの結晶性スコロダイトを屋内貯蔵試験に供し、その溶出特性・形状を定期

的にモニタリングした結果、貯蔵期間を通じて上記溶出基準を満足し、その形状にも

変化が認められなかった。 

 

（３）結晶性スコロダイトの物性・溶出メカニズムを解明し、その長期安定性の学術的根

拠となる知見を得る。 

 【成果】 

 1）恒温曝露試験、冷熱衝撃試験の結果、結晶構造、溶出特性いずれも有意の変化が認め
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られず、砒素溶出値にも影響が無いことが確認された。 

2) 異なる温度における結晶性スコロダイトの溶出挙動のpH依存性を解析し、自然環境で

通常想定される温度、pH領域において、砒素の溶出基準を満足することが確認された。 

3) TEM観察により、結晶性スコロダイトは、一粒子が全体として単結晶構造を持ち、又

銅、モリブデン等の不純物が元液から混入した場合も、結晶形状、粒径に変化は認め

られるが、溶出特性には有意な差がなく安定であることが確認された。 

4) 結晶化元液に随伴しやすいビスマス、アンチモンを混在させた溶液から結晶性スコロ

ダイトの生成試験を行い、各々反応初期段階で砒酸ビスマス、砒酸アンチモンを形成

して、結晶内部に取り込まれる事が推認された。溶出特性に影響が大きい表面近傍の

構造に影響を及ぼす事は示唆されなかったが、これら元素は多量に結晶性スコロダイ

トに取り込まれた場合、結晶の成長を阻害し、多数の微粒子を発生させることが確認

されたことから、元液への混入は極力避けることが望ましいことが判明した。 

 

（４）結晶性スコロダイトの長期貯蔵に適した条件の調査と、貯蔵施設の概念設計を完成

させる。 

1）結晶性スコロダイトの物性に基づき、長期貯蔵に伴うリスクを抽出する。 

2）貯蔵において想定されるリスクに対応した、貯蔵条件・貯蔵方法の検討を行う。 

3）大規模（20 万㎥）貯蔵施設の立地条件を地質学的、土木工学的に検討する。 

4）コスト、工期等を検討し、貯蔵施設の概念設計を行う。結晶性スコロダイトの長期貯

蔵に適した環境の調査と、貯蔵施設の概念設計を完成させる。 

【成果】 

   結晶性スコロダイトの長期貯蔵に伴うリスクを抽出し、対応して求められる貯蔵地

の条件、貯蔵施設の設計技術指針を確立し、概念設計を完成させた。 

 

３－１－２ 個別要素技術成果 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

（１）焙焼炉流動不良とボイラーの現状把握 

1）微粉鉱供用（微粉鉱とは） 

①流動焙焼炉と亜鉛製錬における酸化焙焼について 

 流動焙焼炉では、炉床にある空気吹き込み口から気体である空気を吹き込むことによっ

て、流動層を形成させる。粒子は、流体に保持された状態となり、層内での混合、攪拌が

良好になる。そのため、物質や熱の移動を容易に行うことができる。また、粒子の連続的

供給や排出も比較的容易になる。 

湿式焙焼工程を図 3-1 に示す。また、焙焼炉及びボイラーの温度測定位置を図 3-2 に示

す。さらに、乾式焙焼工程を図 3-3 に、焙焼炉の概略図を図 3-4 に示す。 
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図 3-1 湿式焙焼工程概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 焙焼炉及びボイラー温度計位置 
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図 3-3 乾式焙焼工程 

 

 

 

図 3-4 乾式焙焼炉概略図 

 

②微粉鉱の定義 

鉱山で採掘された亜鉛含有鉱石は、選鉱工程で脈石及び不純物を除去し、精鉱として亜

鉛製錬各所へ供用される。近年、鉱山では鉱物粒子の微細な鉱石の採掘が進められており、

微細鉱物を効率的に分離することで精鉱の品位を高めている。そのため、鉱物粒子の粒度

に合わせ細かく粉砕する必要があり、微粉鉱の流通が年々増加している状況である。 

 微粉鉱供用比率の上昇は、キャリーオーバーの増加を引き起こし、ガス系統の詰まりト

ラブルと、流動層内の滞留時間増加により焼結が進み、粗粒化するため流動不良が起こる

と考えられている。 



34 

 焙焼炉へ供用する各種精鉱の粒度測定を行った。結果を図 3-5 に示す。D50粒子径の比較

結果を表3-1に示す。従来微粉鉱として取り扱っていた精鉱Aが10.8μm、精鉱Bが9.4μm、

粗粒鉱として取り扱っていた精鉱 Cが 20.1μm、精鉱 Dが 41.9μm となった。 

本技術開発では、キャリーオーバー粒子径計算結果から約 10 μm 以下の精鉱を微粉鉱と

定義し、後述の微粉鉱供用試験を行った。なお、各精鉱の化学組成について表 3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 各精鉱の粒度分布 

 

表 3-1 精鉱毎の D50粒子径と微粉鉱の判定 

 

 

D50粒子径 

（μm） 

微粉鉱 

精鉱 A 10.8 ○ 

精鉱 B 9.4 ○ 

精鉱 C 20.1  

精鉱 D 41.9  

 

表 3-2 各精鉱の化学組成 

 
Zn 

（wt%）

Fe 

（wt%） 

Pb 

（wt%）

Cu 

（wt%）

S-S 

（wt%）

SO4-S 

（wt%） 

SiO2 

（wt%） 

Ag 

 （ppm）

精鉱 A 47.1 10.8 4.9 0.3 29.2 1.0 1.7 333 

精鉱 B 53.8 5.5 3.5 0.2 30.8 0 2.6 138 

精鉱 C 48.1 9.6 2.4 1.2 32.3 0 1.4 340 

精鉱 D 52.9 8.8 0.3 0.8 32.2 0.3 0.8 48 

 

2）湿式焙焼の現状把握 

 湿式焙焼では、過去に流動不良により焙焼炉の停止を引き起こしていた。その流動不良

時のオーバーフロー焼鉱粒度分布の推移を図 3-6 に示す。2004 年 12 月 22 日に微粉鉱比率
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を 50%から 65%に上昇させた後、2005 年 1 月下旬より粒度 420μm 以下の比率は減少し、オ

ーバーフロー焼鉱の粗粒化が進んだ。オーバーフロー焼鉱を粒度別に見た場合、粒度 1,000

～4,000μm の比率の上昇が顕著に見られた。また、焙焼炉内部では、流動層の吹き抜けが

発生したため、焙焼炉を停止した。焙焼炉停止後、炉内では、粗粒化した焼鉱が大量に堆

積していた。これら結果を受け、従来のオーバーフロー焼鉱粒度 420μm 以下の管理値を

65%以上から 70%以上に変更し、管理値を下回らないよう微粉鉱の供用に制限をかけること

で安定操業を維持してきた。 
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  図 3-6 オーバーフロー焼鉱の粒度分布推移（湿式焙焼） 
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3）湿式焙焼の微粉鉱供用試験（Ｈ21 年度） 

①オーバーフロー焼鉱粒度 

 オーバーフロー焼鉱粒度分布の推移を図 3-7 に示す。過去の流動不良時には、微粉鉱比

率 65%でオーバーフロー焼鉱の粗粒化が発生し、特に 1,000～4,000μm の比率上昇が顕著

だったが、今回の試験では、微粉鉱比率 74%までは粗粒化の傾向が表れなかった。しかし、

微粉鉱比率 78%で次第に粗粒化し始め、10 月 19 日に管理値である焼鉱粒度 420μm 以下の

比率が 70%を下回った。焼鉱を粒度別に見た場合、過去流動不良時と同様に焼鉱粒度 1,000

～4,000μm の比率の上昇が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ボイラーダスト付着状況 

 ボイラーダスト付着状況調査結果を図 3-8 に示す。図のデータは、ボイラー各所のダス

ト付着率を平均したものである。ボイラーダスト付着は、微粉鉱比率 56%ではダスト付着

率 10%程度と低く推移していたが、過去流動不良を起こしたときと同程度の微粉鉱比率 66%

でボイラーへのダスト付着が増加し始め、微粉鉱比率 78%では操業に支障が出るレベルに

達した。そのため、微粉鉱供用試験を終了した。 
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   図 3-7 オーバーフロー焼鉱の粒度分布推移 
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③焙焼炉操業状況 

 焙焼炉操業状況の推移と通常操業の9月18日を基準とした日毎の差分値を図3-9に示す。

微粉鉱比率上昇とともに風函圧力の上昇が見られたため、入気量を低下させた。炉内温度

に関しては、バラツキはあるものの有意な変化は見られなかった。 

④ボイラー温度 

 ボイラー温度の推移と通常操業の9月18日を基準とした日毎の差分値を図3-10に示す。

ボイラー出口の温度が上昇していないにも関わらず、第一蒸発管、第二蒸発管、第 3 蒸発

管に温度上昇が見られた。また、ボイラー入口では、微粉鉱比率 78%のときに温度が低下

しているように見える。ボイラー各箇所の温度上昇は、ダストが蒸発管に付着し、このダ

ストにより熱交換が妨げられ、実際に温度上昇しているものと考えられる。一方、ボイラ

ー入口で見られた温度の低下は、温度計にダストが大量に堆積することで正確な数値を測

定できなくなり、温度計の指示値が低下したものと考えられる。その後ボイラー手入れ作

業により温度計を覆っていたダストが取り除かれたことで正確な値を指示したと考えられ

る。 
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図 3-9 焙焼炉操業状況の推移 
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図 3-10 ボイラー操業状況の推移 
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⑤焙焼炉停止後炉内観察 

 本試験後、焙焼炉を停止して大定修を行った。またその際に焙焼炉内部の観察を行った。

写真 3-1 に焙焼炉停止後の炉内観察写真を示す。写真 a）は手入れ前焙焼炉内の写真であ

り、炉内には流動層を形成していた焼鉱が堆積しており、中には 4,000μm 以上の粗粒化し

た焼鉱も見られた。写真 b）は堆積焼鉱を取り除いた手入れ中の焙焼炉内の写真であり、

焼鉱を取り除いた後の炉床と空気吹き込みノズルに、焼結したベコ（ボイラーへ飛散した

ダストが焼結してできた塊）が大量に付着している様子が観察された。この現象は過去の

流動不良時と同様であったことから、そのまま試験を続けていた場合には流動不良となっ

ていた可能性も示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a） 手入れ前焙焼炉内写真 

 

 
b） 手入れ中焙焼炉内写真 

 

写真 3-1  焙焼炉内観察写真（焙焼炉停止後） 



41 

4）湿式焙焼の微粉鉱供用試験（Ｈ22 年度） 

平成 22 年度は、平成 21 年度の試験結果を踏まえ、微粉鉱比率上昇による焙焼炉への影

響（オーバーフロー焼鉱粒度分布、焙焼炉操業状況）及びボイラーへのダスト付着の影響

（ボイラー温度、ボイラーダスト付着状況、ボイラー手入れ時間）の再調査を主な目的と

して試験の計画を立てた。更に原料の供用制限緩和を目的とした予察試験として、微粉鉱

比率と同様に制限をしてきた Pb+Cu 品位も変化させた（従来は、Pb+Cu3.5%を上限として制

限）。なお、Pb 及び Cu は低融点の化合物を生成させ焼鉱粗粒化の要因になると考えている

ため、品位を制限している。 

①オーバーフロー焼鉱粒度 

 オーバーフロー焼鉱の粒度分布の推移を図 3-11 に示す。平成 21 年度の微粉鉱供用試験

では、微粉鉱比率 78%でオーバーフロー焼鉱粒度 420μm 以下の比率が低下し粗粒化が発生

した。粒度別に見た場合、特に粒度 1,000～4,000μm の比率上昇が表れた。平成 22 年度の

微粉鉱供用試験では、微粉鉱比率 80%で粗粒化の傾向が表れなかった。但し、後述の様に

解析を進める中で微粉鉱比率 80%時に粗粒化の兆候が表れていることが分かった。 

微粉鉱比率 100%では次第に粗粒化の傾向が表れはじめ、微粉鉱比率 100%での試験開始 3

日目の朝よりオーバーフロー焼鉱粒度 420μm 以下の比率が管理値 70%を下回った。なお、

粒度別に見ると平成21年度と同様にオーバーフロー焼鉱粒度1,000～4,000μmの比率上昇

が顕著に表れた。 

また、オーバーフロー焼鉱の粗粒化は微粉鉱比率のみで決定されるわけではなく、他の

因子の影響も受けると推定できる。平成 21 年度は焼鉱粗粒化の一因と考えている Pb+Cu 品

位を一定として微粉鉱供用試験を実施したが、平成 22 年度は微粉鉱比率に加えて Pb+Cu 品

位を上昇させて微粉鉱供用試験を実施した。これまで Pb+Cu 品位の上昇は焼鉱の粗粒化を

促進させる働きがあると考えてきた。本試験では Pb+Cu 品位を管理値である 3.5%以上の

4.0%まで上昇させたが、粗粒化の兆候は見られなかった。さらに、平成 21 年度に粗粒化を

引き起こした微粉鉱比率が 78%であることに対し、平成 22 年度 80%で明確な粗粒化が見ら

れなかった。この原因のひとつとして、Pb+Cu 品位上昇が微粉鉱供用時には粗粒化を抑制

している可能性もあると考えられる。以上のように平成 22 年度の結果からは Pb+Cu 品位の

上昇と焼鉱粗粒化に関して明確なことは言えないが、重要な要因であると考え、引き続き

調査を実施することとした。 
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②アンダーフロー焼鉱粒度 

オーバーフロー焼鉱は焙焼炉内の流動層上部の焼鉱であり、オーバーフロー焼鉱が炉内

の状況を完全に反映しているとは言い切れない。そのため、平成 21 年度大定修にてアンダ

ーフローサンプリング装置を設置し、流動層下部の焼鉱であるアンダーフロー焼鉱粒度の

推移をモニタリングした。 

アンダーフロー焼鉱の粒度分布の推移を図 3-12 に示す。アンダーフロー焼鉱粒度もオー

バーフロー焼鉱粒度と同様の動きをすることが確認できた。また、アンダーフロー焼鉱粒

度も微粉鉱比率 100%で粗粒化が始まり、微粉鉱比率 100%での試験開始 3日目の朝よりアン

ダーフロー焼鉱粒度 420μm 以下が低下する動きを示し、オーバーフロー焼鉱粒度と同様に

アンダーフロー焼鉱粒度も 1,000～4,000μm の比率上昇が確認できた。この結果より、焙

焼炉内の流動層では上部及び下部での焼鉱粒度の偏りがなく均一に流動されていることが

分かる。 
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  図 3-11 オーバーフロー焼鉱の粒度分布推移
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③ボイラーダスト付着状況 

 ボイラーダスト付着状況の調査結果を図 3-13 に示す。図のボイラーダスト付着率は、水

冷壁、第一蒸発管、第二蒸発管、第三蒸発管の各所ダスト付着率を平均したものである。

また、ボイラー手入れ時間は、エアーランシングでの水冷壁及び各蒸発管ダスト除去に要

した作業時間を示している。 

ボイラーダスト付着率は、微粉鉱比率 68%までは緩やかに上昇したが、微粉鉱比率 80%

より急激に上昇し始めるという平成 21 年度と同様の傾向が見られた。平成 22 年度は、ボ

イラーへのダスト付着率上昇により微粉鉱供用試験を中止させない様にボイラー手入れの

強化を行った。これにより、ボイラーへのダスト付着率上昇による微粉鉱供用試験の中止

には至らなかったが、ボイラー手入れを強化してもボイラーへの付着ダストの除去が追い

つかず、ダスト付着率は上昇した。しかし、微粉鉱比率 100%では、ボイラー手入れ時間が

減少してもダスト付着率が上昇せず（事実上の付着率低減）、更に微粉鉱比率 67%ではダス

ト付着率は低減した。 

この結果から、微粉鉱比率 80%でのダスト付着率上昇は、微粉鉱比率の上昇によりダス

トの増加をもたらしたことによるものと考えられる。一方、微粉鉱比率 100%でのダスト付

着低減は、Pb+Cu 品位の減少により、付着性に変化をもたらした可能性を示唆するもので

あり、更に、最後の微粉鉱比率 67%でのダスト付着低減はこれらを裏付けていると考えら

れる。 
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  図 3-12 アンダーフロー焼鉱の粒度分布推移 

微粉鉱比率/ 
Pb+Cu 品位

50%/ 
3.8% 

50%/ 
4.0% 

68%/
3.5%

80%/
3.8%

80%/
4.0%

100%/ 
3.2% 

67%/ 
3.3% 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ボイラー温度 

 ボイラー温度の推移と微粉鉱供用試験初日の 9 月 6 日を基準とした日毎の差分値を図

3-14 に示す。 

今回の試験結果ではボイラー各所の温度について、第二蒸発管入口、第三蒸発管入口、

ボイラー出口（第三蒸発管出口）の温度上昇が見られた。これは、ボイラー各所の蒸発管

へダストが付着し、蒸発管での熱交換率の悪化によりボイラーでガス温度を下げることが

できなかったためである。特に第一蒸発管入口温度について、微粉鉱比率 68%と 80%の時に

温度の低下が見られたのは、第一蒸発管入口温度計本体へのダストが大過剰に付着したこ

とで温度計の測定値が異常を示したためと考えられる。微粉鉱比率 68%ではボイラー手入

れにより温度計本体へ付着したダストを除去することができたためボイラー温度が元に戻

ったと考えられる。 

 上記結果からもボイラー各所の温度はダスト付着に大きく影響を受けていることが分か

り、微粉鉱比率上昇に伴い排ガスに随伴されるダスト量が増加すると考えられる。 
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  図 3-13 ボイラーダスト付着状況の推移 
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b） ボイラー操業状況の推移 （9月 6日との差分値） 

 

図 3-14 ボイラー操業状況の推移 
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5）湿式焙焼の微粉鉱供用試験（Ｈ23 年度） 

平成 22 年度までの結果を踏まえ、平成 23 年度も「微粉鉱比率上昇に伴う焙焼炉への影

響」と「ボイラーへのダスト付着の影響」の 2 項目の調査を主な目的として試験計画を立

てた。 

10 月 12 日より微粉鉱比率 47%でスタートし、60%、80%と段階的に上昇させ、微粉鉱比率

の限界値を見極めるため、90%での操業を行なった。この時期を選定したのは、大定修前で

あり、流動不良等が生じた場合には焙焼炉を緊急停止し、炉内に堆積した焼鉱を回収する

ことができ、本試験終了後に焙焼炉内の焼鉱などをサンプリングし、詳細な分析等を行う

こともできるためである。 

①オーバーフロー焼鉱粒度 

平成 22 年度のオーバーフロー焼鉱の粒度分布の推移を図 3-15 a）に、平成 23 年度の粒

度分布の推移を図 3-15 b）に示す。 

平成 22 年度の微粉鉱供用試験では、微粉鉱比率 100%においてオーバーフロー焼鉱粒度

420μm 以下の比率が低下し、粗粒化が生じた。また、粒度別に見た場合、1,000～4,000μm

において比率の上昇が表れた。 

平成 23 年度の微粉鉱供用試験では、微粉鉱比率を 90%まで上昇させたが、粗粒化の傾向

は見られず、安定した操業を維持できた。微粉鉱比率 90%から 100%までの間に、粗粒化に

至る限界値が存在するのか、または重要な因子が他にあるのか、引き続き調査を実施する。 
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b） 平成 23 年度 

 

図 3-15 オーバーフロー焼鉱の粒度分布推移 

 

②アンダーフロー焼鉱粒度 

平成 21 年度の大定修期間中に設置したアンダーフローサンプリング装置により、平成

23 年度に流動層下部の焼鉱であるアンダーフロー焼鉱を採取し、粒度の推移を調査した。 

平成 22 年度のアンダーフロー焼鉱の粒度分布推移を図 3-16 a）に、平成 23 年度の粒度

分布の推移を図 3-16 b）に示す。 

平成 22 年度、平成 23 年度の双方とも、アンダーフロー焼鉱粒度はオーバーフロー焼鉱

粒度と同様な推移をしている。このことから、流動層内では上部や下部といった位置によ

る差は小さく、均一な焼鉱が生成されていることが分かる。 
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b） 平成 23 年度 

 

図 3-16 アンダーフロー焼鉱の粒度分布推移 
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③ボイラーダスト付着状況 

平成 22 年度の微粉鉱供用試験中のボイラーダスト付着状況の調査結果を図 3-17 a）に

示し、平成 23 年度の定修後の立ち上げからの付着状況を図 3-17 b）に示す。図に示され

る付着率は、水冷壁、第 1 蒸発管、第 2 蒸発管、第 3 蒸発管の各所ダストの付着率の平均

値である。また、ボイラー手入れ時間は、水冷壁や各蒸発管に付着しているダストをエア

ーランシング等で除去する際に要した作業時間の合計を示している。 

平成 22 年度は、ボイラーへのダスト付着率上昇により微粉鉱供用試験が中止にならない

ように、ボイラー手入れの強化を行なったが、それでもダスト付着率が上昇した。平成 23

年度はボイラー手入れの強化を行なっていないが、付着率が急激に上昇するという傾向は

見られなかった。これは、平成 22 年度の第 1蒸発管の改造の効果であると考えられる。こ

の改造によりボイラーダストの付着率が低減し、それに伴ってボイラー手入れ時間も低減

した。ボイラー手入れ時は作業者の安全を考慮し、焙焼炉への精鉱の供用量や入気量を制

限している。平成 23 年度の試験はボイラー手入れ時間の低減により、炉への供給を安定さ

せることで、安定な操業を維持できた可能性がある。 
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b） 平成 23 年度 

図 3-17 ボイラーダスト付着状況の推移 

④ボイラー温度 

微粉鉱供用試験期間中におけるボイラー温度の推移を図 3-18 に示す。 

各所のボイラー温度は第一蒸発管を除いてほぼ同じ値で推移した。第 1 蒸発管では、飛

散してくるダストの絶対量が他の蒸発管に比べて多いため、第 1 蒸発管入口に設置されて

いる温度計の本体にまでダストが付着し、値の変動が大きい。第 1 蒸発管を除いて、ボイ

ラー内の各温度は安定していたことから、安定な操業が維持できていたと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-18 ボイラー操業状況の推移 
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（２）乾式焙焼炉での微粉精鉱の造粒品の効果検証 

1）平成 21 年度試験 

微粉鉱の造粒による焼鉱粗粒化の抑制効果を検証するため、未造粒の微粉鉱供用比率を

段階的に上げ、オーバーフロー焼鉱粒度へ及ぼす影響を調査する予察試験を行った。2009

年 10 月 26 日より造粒鉱を 80%、未造粒微粉鉱の供用比率を 20%、11 月 3 日から 30%、11

月 6 日から 40%、11 月 10 日から 50%として試験を実施した。図 3-19 に焼鉱粒度の推移を

示す。微粉鉱供用比率 25%までは粗粒化の傾向が見られなかったが、微粉鉱供用比率 30%

でオーバーフロー焼鉱の粗粒化が見られた。 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

H
21

.1
0.

1
H

21
.1

0.
3

H
21

.1
0.

5
H

21
.1

0.
7

H
21

.1
0.

9
H

21
.1

0.
11

H
21

.1
0.

13
H

21
.1

0.
15

H
21

.1
0.

17
H

21
.1

0.
19

H
21

.1
0.

21
H

21
.1

0.
23

H
21

.1
0.

25
H

21
.1

0.
27

H
21

.1
0.

29
H

21
.1

0.
31

H
21

.1
1.

2
H

21
.1

1.
4

H
21

.1
1.

6
H

21
.1

1.
8

H
21

.1
1.

10
H

21
.1

1.
12

粒
度

比
率

(
%
)

 +420～1000μm +1000～4000μm >4000μm

20% 30% 40%

 

図 3-19 オーバーフロー焼鉱粒度推移 

 

図 3-20 に風函圧力の推移を示す。微粉鉱の供用により風函圧力が低下した。吹込風量が

局所的に増加したため、吹き抜け現象が発生したものと考えられる。微粉鉱供用に伴うト

ラブル発生後、微粉鉱の供用を停止し全量造粒鉱に切り替えることにより流動状態は改善

傾向に向かった。 
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図 3-20 風函圧力推移 

 

これら結果より、微粉鉱供用に伴う焙焼炉内での焼鉱粗粒化の対策として、事前造粒が

効果的であるとの考えに至った。 

2）平成 22 年度試験 

平成 22 年度は、微粉鉱を造粒後、焙焼炉への供用試験を実施し、焼鉱粒度、焙焼炉操業

データ、焼鉱品位等特性値の評価、焙焼炉内の流動状況をモニタリングすることにより、

炉内の流動層に与える諸因子の影響を把握することを目的とした。また、微粉鉱比率は 40%

及び 50%として試験を実施した。造粒鉱を製造する造粒機も 2 種類（アイリッヒ・北川鉄

工所）使用し、各々で製造した造粒品で供用試験を行い、比較を実施した。最終的に採用

したアイリッヒ製のデータを図 3-21～3-24 を示す。 
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図 3-21 炉床温度バラツキ（アイリッヒ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-22 オーバーフロー焼鉱粒度比率（4,000～1,000μm アイリッヒ） 
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図 3-23 風函圧力（アイリッヒ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-24 炉出口ガス温度（アイリッヒ） 
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供用試験の結果、炉床温度は、未造粒品の供用時と比較し、造粒品の 40%、50%供用時は

バラツキが小さく焙焼温度が安定している。 

また、焙焼炉への未造粒品供用時は、1,000～4,000μm のオーバーフロー焼鉱比率（1,000

～4,000μm のオーバーフロー焼鉱質量/全粒度オーバーフロー焼鉱質量×100）が 17.0%と

増加し、焼鉱粒度が粗粒化しているが、造粒品に切り替えることにより 1,000～4,000μm

の比率が 40%時 9.7%、50%時 8.0%と管理値内に収まり、粗粒化が抑制されている。これに

伴い風函圧力も未造粒 25～50%供用時 1,547mmAq から 40%供用時 1,732mmAq、50%供用時

1,778mmAq と、造粒品供用により風函圧力が維持されている。 

一般に、焙焼炉の流動層に吹き抜け等が発生していない場合、流動層全体の温度分布が

一定となるため温度バラツキが小さくなる。造粒品供用による焼鉱粗粒化の抑制により、

吹き抜けが発生し難い状況になり、吹き抜けによる低温度化（原料の流動がないため、吹

込空気により炉床温度が上昇しなくなること）が発生することなく、焙焼炉床全体の良好

な流動状況が維持された結果と考えられる。 

炉出口ガス温度は、未造粒品供用時は管理値の 860℃以下を上回り、886℃と上昇してい

るが、造粒品の供用により管理値 860℃以下を維持している。造粒により微粉鉱のキャリ

ーオーバーが抑制され、供用原料が流動層内での燃焼に寄与した結果、炉出口付近にて燃

焼する微粉鉱が減少し、炉床付近の流動層にて燃焼することなく焙焼炉上部、出口もしく

はボイラー付近で燃焼するアフターバーニングが減少したことにより、炉出口のガス温度

が低下したと考えられる。 

 以上のことより、微粉鉱の事前造粒は、微粉鉱比率 50%までではあるが、焼鉱の粗粒化

抑制、風函圧力維持、焙焼炉からの微粉鉱キャリーオーバー抑制に効果的であることが検

証できた。また、両造粒機で製造した造粒品で供用した結果、大きな差は見られなかった。 

3）平成 23 年度試験 

平成 23 年度は、アイリッヒ社製造粒機・造粒設備（精鉱搬送用ベルトコンベア等）を新

設した。微粉鉱比率 100%までの供用試験を実施し、平成 22 年度と同様に、焼鉱粒度、焙

焼炉操業データ、焼鉱品位等特性値の評価、焙焼炉内の流動状況をモニタリングすること

により、炉内の流動層に与える諸因子の影響を把握することを目的とした。供用試験は微

粉鉱比率を 60%、80%、100%と段階的に上昇させ、データの収集を実施した。新設の造粒設

備を写真 3-2、3-3 に示す。図 3-25～3-28 に試験時に採取したデータを示す。 
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写真 3-2 造粒機写真 

 
写真 3-3 造粒設備写真 
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図 3-25 粒度比率（1,000～4,000μm） 
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図 3-26 風函圧力 
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図 3-27 炉床温度バラツキ 
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図 3-28 炉出口ガス温度 
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オーバーフロー焼鉱の 1,000～4,000μm 粒度比率は、60%、80%、100%いずれの場合でも、

管理値 6%～16%の間に入っている。また、5 日間の試験期間中に、80%供用時には粒度比率

が減少傾向、100%供用時には増加傾向が見られる。 

 風函圧力は、80%供用試験時に管理値（1,600～2,100mmAq）をオーバーしている日がある

が、他の場合ではすべて管理値内に入っている。 

炉床温度のバラツキは、いずれの場合でも 10℃以下となっており、未造粒供用時と比べ

て大幅にバラツキが小さくなっている。温度差の推移で見ると、60%、80%、100%と比率が

上がるにつれて、僅かながら温度差も広がっていく傾向が見られる。 

炉出口温度は、60%供用試験時で平均 944℃、80%時で平均 850℃、100%時で平均 859℃と

なっており、80%、100%供用試験時は管理値内に収まっているが、60%試験時においては、

管理値を超えた温度となっている。また、5 日間の試験期間中に上昇傾向も見られる。微

粉鉱を造粒して供用しているにも関わらず、炉出口温度が 60%試験時と 80%、100%試験時で

異なるのは、60%試験時は、造粒品が貯鉱舎で製造→貯鉱→ダンプに積込→焙焼工程まで運

搬の工程を経て焙焼炉へ供用されていたため、時間経過による水分率の低下や運搬による

造粒品の破壊等で、部分的に造粒品が変化してしまったため、微粉分がキャリーオーバー

しアフターバーニングしたためであると考えられる。80%、100%試験時は造粒機で製造した

ものを、時間を置くことなくほぼそのまま焙焼炉へ供用できたため、微粉鉱の比率が高い

にも関わらずキャリーオーバーが減少し、炉出口温度が管理値内に収まったと考えられる。 

以上のことから、いずれの場合においても焼鉱の粗粒化は起きず、また、焙焼炉内の流

動状態も安定していたと考えられる。 

4）まとめ 

平成 21 年度から平成 23 年度までの造粒品の効果の実証試験により、微粉鉱を造粒して

焙焼炉へ供用することで、焼鉱の粒度や風函圧力が管理値内で、焙焼炉を安定して操業で

きることが検証された。 

 

（３）乾式焙焼での精鉱の均一混合による Pb、Cu キャパアップ 

1) 精鉱均一混合設備 

平成 24 年度は、乾式給鉱方式の焙焼炉を利用して、湿式給鉱方式の焙焼炉と乾式給鉱方

式の焙焼炉の間で差異のある低融点金属の処理量の制限緩和が可能かどうか検証すること

を目的とした。 

 低融点金属は Pb と Cu を対象とし、Pb+Cu で約 3%になるように 2 種類の精鉱を混合し焙

焼炉へ供用するため、既設の貯鉱舎と新設したホッパーから各々精鉱を切り出し、それら

を既設のホッパーで合流させる方法とした。 

新設の精鉱混合設備を写真 3-4～3-6 に示す。 
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写真 3-4 原料受入口 

 
写真 3-5 原料ホッパー 
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写真 3-6 乗継ホッパー 

2) 精鉱均一混合の結果 

Pb+Cu 品位が 3%になるように 2 種類の精鉱を混合し、焙焼炉へ供用する試験を 4.5 日間

実施した。 

 表 3-1、3-2 に示すように、2種類の精鉱を混合させ、Pb+Cu 品位が 3%になるように比率

を設定し、均一に混合されているか検証した。精鉱の混合後、撹拌造粒された造粒鉱を 1

時間毎に採取し、均一混合性を検証した。混合後の精鉱の分析結果を表 3-3 に示す。分析

結果において、12/10 の 10 時サンプルは試験開始直後のため、また、12/11 の 15 時サンプ

ルは設備を一時停止したために除外した。混合後の精鉱の Pb+Cu 品位の推移を図 3-29 に示

す。 

 

表 3-1 使用した精鉱の品位 

 Pb(%) Cu(%) Pb+Cu(%)
精鉱E 2.4 0.10 2.50
精鉱C 3.8 0.33 4.13  

 

表 3-2 混合後の精鉱の品位 

 Pb+Cu(%) 混合割合 混合後Pb+Cu(%)
精鉱E 2.5 0.7
精鉱C 4.1 0.3

3.0
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表 3-3 混合後精鉱の Pb+Cu 品位 

 時間 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 total
10 2.98 2.88 2.98 2.87
11 2.73 2.98 2.77 2.97 2.98
12 3.28 2.97 2.87 2.97 2.88
13 2.98 2.98 2.88 2.98 2.88
14 2.99 2.75 2.88 3.21 2.75
15 2.97 2.76 2.89 2.77
16 3.08 3.10 2.86 2.98 2.87
17 2.97 2.98 2.98 2.87 2.87
18 3.08 3.09 2.88 2.97 2.88

ave 3.01 2.98 2.86 2.98 2.86 2.94
σ 0.154 0.107 0.065 0.096 0.067 0.116  
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図 3-29 混合後精鉱の Pb+Cu 品位推移 

 

 Pb+Cu は、1日毎のデータで見ると 0.2～0.5%の範囲で推移している。1日平均では、0.15%

の幅で推移しており、1日のバラツキは、0.065～0.154%となっている。 

 本年度の精鉱の均一混合を評価するため、設備設置前の Pb+Cu 品位のバラツキと湿式給

鉱方式により供用されている精鉱のPb+Cu品位との比較を行った。表3-4に比較表を示す。 
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表 3-4 Pb+Cu 品位比較表 

設備設置前 設備設置後 湿式給鉱方式

Pb品位バラツキ 0.27 0.11 0.05
Cu品位バラツキ 0.087 0.014 0.076

Pb+Cu品位バラツキ 0.246 0.116 0.061  

 

 設備設置前後を比較すると、各品位とも設備設置により品位のバラツキが小さくなって

いることが分かる。しかしながら、湿式給鉱方式の品位のバラツキと比較すると、設備設

置後の Pb+Cu 品位のバラツキは未だに大きいことが分かる。湿式給鉱方式の場合は、大き

な調合槽でほぼ 1 日分の精鉱をブレンドして混合しているため、１日を通して安定した品

位を確保し易いのに対し、本年度設置した混合設備の場合は、精鉱をホッパーに受け入れ、

順次下から抜き出して混合しているため、安定した品位を確保し難い。そのため、差異が

生じたと考えられる。 

混合設備設置により、従来の混合方法より、精鉱の品位のバラツキを小さくすることが

できることは検証できた。 

 

（４）湿式焙焼炉での造粒鉱供用技術の確立 

1）造粒鉱切り出し装置選定試験 

①試験計画  

 精鉱をスラリーとして供給する湿式の焙焼炉では、造粒鉱をその形状を保ったまま供給

することができないため別系統から乾式で供用する必要がある。また高効率操業を行うた

めに、造粒鉱供用時にフリーエアーを吸い込まない設備が必要となる。以上の造粒鉱供用

に伴い必要とされる要件について切り出し装置を工夫することで解決できるか確認するた

め、平成 23 年度は造粒鉱切り出し装置選定試験を実施した。 

②試験結果  

本試験では前述のようにフリーエアー吸い込み防止を目的に、①ロータリーバルブ、②

スクレーパ付ロータリーバルブ、③ダブルダンパーの 3 種類を造粒鉱切り出し装置として

選定し、気密性、定量性を評価した。平成 24 年度に実施する乾式給鉱試験ではスクレーパ

付ロータリーバルブを切出し装置として選定した。 

2）造粒鉱の作成 

①設備選定 

試験にて実施する造粒方法を検討するにあたり、平成 22 年度に乾式焙焼で試験実績のあ

るアイリッヒ形式造粒機のデモ機を選定した。 

微粉鉱を造粒後、焙焼炉へ供用し事前造粒の効果を検証するためには、焙焼炉供用原料

の 10%を造粒鉱に切り替えが必要である。焙焼炉への原料供用量は約 300DMT/d（水分約 8%）

であり、1日に供用する造粒品は 30DMT/d になることから、2日分の供用原料を確保するた

めに 60DMT を造粒した。 

②造粒鉱作成試験装置概要 

 造粒鉱作成試験の基本設計は乾式焙焼での仮設設備をトレースしたが、屋外に設備を仮

設する必要がある。平成 24 年度造粒鉱作成試験ではフレコンバックの吸湿性確認試験の結
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果から、狭口フレコンバックに作成した造粒鉱を充填させるために造粒機から排出された

造粒鉱を、低速のベルトコンベアで搬送し懸吊したフレコンバック内に充填するレイアウ

トを採用した。平成 24 年度造粒鉱作成試験装置の概略図を図 3-30 に示す。 

 

 

 

 

図 3-30 造粒鉱作成試験装置概略図 

 

③造粒作成試験概要 

塊状物の解砕、水の均一分散とも設備能力を最大限に利用するほうが効率的であり、解

砕工程のアジテーター回転数はインバーター過負荷とならない 600rpm に固定した。同様に

回転パン回転数も過負荷とならない 20rpm に固定した。解砕時間については、1.0 min～

2.0min について確認したが、解砕状況に有意差が確認できなかったため、2.0 min に固定

した。 

 造粒工程の目的は、目的粒度を得ることである。この際、アジテーターの回転数は、解

砕工程のように高速回転にすると粒が破壊されてしまうため、200rpm に固定した。造粒時

間については、前述のとおり、長く設定することにより粒が成長することが確認できたた

め、製造条件の水準に設定した。造粒機の原料投入量は、設備仕様では 1 バッチ当たり最

大 1,200kg であるが、フレコンバックの容量から 600kg を目標値とした。 

以上の条件に見合う製造条件を検討した結果、原料投入量 600kg、解砕回転数 600rpm×

解砕時間 2.0min、造粒回転数 200rpm×造粒時間 3.0min を仕様のベースとして細部の調節

を行なうこととした。 

3）乾式給鉱本試験 

①試験 

数回の地上試験により仕様を決定した乾式給鉱設備を焙焼炉に設置し、10 月 9～11 日に

乾式給鉱試験を実施した。焙焼炉に設置した乾式給鉱設備を写真 3-7 に示す。 

 

原料ホッパー 

No.1BC 

No.2BC 

No.3BC 

No.4BC No.5BC 

造粒機 

添加水槽 

秤量スケール 

※ベルトコンベア：BC 
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写真 3-7 焙焼炉設置時の乾式給鉱設備 

②投入試験（1） 

・乾式給鉱試験（造粒鉱供用時の炉況変化） 

炉床部には TR1～TR6、TRC といった 7 本の温度計が設置されており、フリーボードに

も 1 本の温度計が設置されている。炉内に設置された温度計の配置図を図 3-31 に示し、

造粒鉱供用時の温度変化を図 3-32、風函圧、追加水の推移を図 3-33 に示す。 

図 3-32 より、各温度計で多少のバラつきはあるものの、全ての温度計が同様の傾向を

示しており、焙焼炉内の反応がほぼ均一であることが分かる。また、造粒鉱給鉱時（網

掛け部）に着目しても、投入口付近の TR-2 および TR-6 において急激な温度変化は見ら

れない。このことから、乾式給鉱による炉内温度の不均一化は生じないと考えられる。

また、図 3-33 より、炉内の温度変化は追加水の影響を大きく受けていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-31 焙焼炉内温度計配置図 
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図 3-32 造粒鉱供用時の温度変化（1日目） 
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図 3-33 造粒鉱供用時の風函圧・追加水の推移（1日目） 

③投入試験（2） 

・造粒鉱供用時の炉況変化 

造粒鉱供用時の炉況の変化を図 3-34 に示し、風函圧、追加水の推移を図 3-35 に示す。

図 3-34 より、造粒鉱供用時の温度変化はほとんどなく、造粒鉱がキャリーオーバーせず

に焙焼炉流動層内に安定して給鉱されていることが確認された。給鉱停止に伴い、炉温
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が上昇、風函圧が低下していることからも造粒鉱の流動層内への給鉱が裏付けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-34 造粒鉱供用時の温度変化 
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図 3-35 造粒鉱供用時の風函圧・追加水の推移 

・造粒鉱供用時の粒度変化 

  造粒鉱供用時のオーバーフロー焼鉱の粒度変化および微粉鉱比率を図 3-36 に示す。本

試験では微粉鉱比率をほとんど変化させずに実機試験を行なった。造粒鉱供用期間の前

後 3日間の粒度を含めて見ても、全ての粒度において変化はほとんどないことが分かる。

原料中の造粒鉱比率が 1%である本試験では、造粒鉱供用による焼鉱の粗粒化は見られな

かった。 
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図 3-36 造粒鉱供用期間中の粒度変化および微粉鉱比率 

 

 ・まとめ 

  湿式焙焼での乾式給鉱試験で確認できた事項をまとめる。 

ア）造粒鉱の水分値、投入方法を選定すれば別系統から一定量の造粒鉱を乾式給鉱でき

る。 

イ）焙焼炉内の気密性を保ったまま別系統から乾式給鉱できる。 

ウ）別系統から乾式給鉱した造粒鉱は流動層内へ安定して給鉱できる。 

 

（５）焙焼炉流動不良メカニズムの解明 

  本項目では、精鉱及び焼鉱サンプルについて以下の測定・分析を行い、解析を行った。 

   ①重量測定、かさ比重測定 

   ②化学分析 

   ③TG 分析 

   ④XPS 分析（X線電子分光法（X-ray photoelectron spectroscopy）） 

   ⑤X 線 CT 観察（計算断層像法（computed tomography）） 

   ⑥SEM-EDX解析（エネルギー分散X線分光法（energy dispersive X-ray spectroscopy） 

各種分析結果から、焼鉱が粗粒化する一経路として、以下の順序で起こると考えられ

る。 

①微粉精鉱の焙焼時、空気過多によって過焼結となり、Pb や Ca といった硫酸塩が表面

に凝集する。 

 ②凝集した硫酸塩の表面が僅かに溶解し、他の粒子と結合することで粗粒化が進行する。 

表 3-5 に、精鉱および焼鉱の元素の挙動をまとめたものを示す。 
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表 3-5 精鉱および焼鉱における各元素の挙動比較 

元素 精鉱 焼鉱

・ZnSとして広範囲に分布 ・ZnOとして広範囲に分布

・FeやSi、Al、Mgと一部化合物を形成 ・FeやSi、Al、Mgと一部化合物を形成

S ・Znの他、Fe、Pb、Cu等の硫化物として広範囲に分布 ・SO4として存在

O ・ほとんど存在せず、Siと同位置に存在 ・広範囲に分布

・全体的に拡散するようにFeOとして存在

・生焼けとなったZnSの輪郭部分に多く存在

・周辺のZnと反応し，Zn(Fe)Oを形成

・SiO2鉱石として局在 ・SiO2鉱石周辺に拡散するように存在

・Znの他、Fe、Al、Mg等と一部化合物を形成 ・一部ZnとZn(Si)Oを形成

Pb ・PbSO4の微細な粒子として存在 ・PbSO4として粒子境界に一部存在

Cu ・CuFeS2やCuSとして単一粒子またはZnS中に存在 ・全体的にCuOとして存在

Zn

Fe
・Znの他、Cu、Si等と化合物を形成

Si

 

 以上のことから、Pb が粒子の輪郭部へ凝集する挙動は焙焼によるものであると判断でき

る。また、焙焼によって Fe は ZnS 粒子の内部から輪郭部へ拡散し、Si は周辺へと徐々に

拡散していくことが分かった。 

 

（６）ボイラーシミュレーション 

1）平成 21 年度結果 

平成 21 年度実施した流動焙焼炉モニタリングの結果より、微粉鉱比率の上昇に伴い流動

層からのキャリーオーバーが増加し、ボイラーダスト付着率が増加することが分かった。

ボイラー内部セクション毎のダスト付着率の推移を図 3-37 に示し、ボイラー内の模式図を

図 3-38 に示す。ボイラー内部セクション毎に見ると焙焼炉に近い程ダスト付着率が高く、

最も高いのは第 1 蒸発管部である。これは、焙焼炉に近いほどキャリーオーバーしてくる

煙灰の絶対量が多いことに加え、ボイラー内で温度が 850℃から 350℃まで低下することを

考慮すると、温度が高い前半部分に付着したダストは焼結を起こすことで固化し易く、除

去が困難であることも原因の 1 つになっていると考えられる。さらにその中でも、ガスの

流れが 180°変化するために遠心力が加わることで、第 1 蒸発管出口部は特に付着が起こ

り易いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-37 ボイラー内部セクション毎のダスト付着状況の推移 
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図 3-38 ボイラー内部模式図 

  

図 3-39、図 3-40 にボイラーの改造案を示す。改造案 1 は、前述のように、特にダスト

付着が起こり易い第 1 蒸発管出口部まで蒸発管を設置することで熱交換効率を上昇させ、

ダスト焼結が進みにくい様に改良する案である。改造案 2 は、改造案 1 に加え、さらに第

1 蒸発管入口部に整流板を取り付けることで、第 1 蒸発管へのガス偏流を抑制し、ダスト

付着を緩和する改良案である。改良の実施については、ボイラーシミュレーションにより

有効性を確認した上で決定する。 
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図 3-39 ボイラー改造案 1模式図 

水冷壁
第一

蒸発管

第二

蒸発管

第三

蒸発管
水冷壁

第一

蒸発管

第二

蒸発管

第三

蒸発管

1 2 3



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）平成 22 年度結果 

①目的 

 平成 21 年度に約 2ヶ月間実施した微粉鉱供用試験期間において、ボイラーの各蒸発管入

口温度は図 3-41 に示すとおり、第 1 蒸発管で 670℃から 730℃、第 2 蒸発管で 530℃から

590℃、第 3蒸発管で 440℃から 490℃程度まで、それぞれ 50℃程度上昇した。 

ボイラーにおける各蒸発管部の温度測定値が上下する理由には 2 つのケースがあり、1

つは蒸発管へのダスト付着に伴う熱交換不良により、実際にボイラー内部温度が上昇する

場合、もう 1 つは温度計へのダスト付着に伴い測定値に誤差が生じる場合である。後者は

定修前等のダスト付着が顕著になった時に多く見られ、他の温度計との比較により異常を

判断している。このように、温度はボイラーダスト付着の結果として変化する特性値とし

ての側面を持っている。 

また、ダスト付着の特徴は蒸発管毎にそれぞれ異なっており、特にその差が明確なのが

第 1蒸発管と第 2蒸発管である。図 3-42 に、上記試験期間における第 1、第 2蒸発管のダ

スト付着率および第 2 蒸発管入口温度の推移をプロットし、微粉鉱供用比率をグラフ下方

に、各比率における第 2 蒸発管入口温度の平均をグラフ上方に示す。それぞれの蒸発管に

おいてダスト除去手入れを行っているにも関わらず、第 1 蒸発管のダスト付着率は一次関

数的に上昇した。これは、手入れを実施しても除去できないダストが徐々に堆積していく

ことで、時間経過と共に付着率の絶対値が大きくなるためである。一方、第 2 蒸発管では

付着率が上下に大きく変動している。これは、付着したダストが手入れ作業により除去で

きているためであり、第 2 蒸発管の方が除去できないダストの堆積が少ないことを示して

いる。この両者の違いは温度に起因しているものと考えられる。前述のとおり、第 1 蒸発

管を通過するガス温度は 700℃前後であり、第 2蒸発管では 550℃前後である。付着したダ

ストを定修時に採取してみると、固く結合した塊となっていることから、温度が高いほど

焼結、若しくは低融点化合物の付着が起こりやすく、固着することで手入れ時に除去でき
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図 3-40 ボイラー改造案 2模式図 
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なくなっていると考えられる。 

ここで第 2 蒸発管の入口温度とダスト付着率に着目すると、試験期間前半の微粉鉱供用

比率 56%の区間では、第 2蒸発管入口温度の平均は 540℃であり、この時期に付着したダス

トは付着率ゼロ付近まで除去できている。一方、微粉鉱比率 74%になってからは手入れを

実施しても 10%程度ダストが付着したままとなっている。この時の平均温度は 575℃であり、

差は 35℃程度である。これは、第 1蒸発管にダスト付着が起こることで第 2蒸発管入口温

度が上昇し、第 2 蒸発管での付着性を変化させることで、除去できないダストの堆積が起

きた可能性がある。つまりこの結果から、第 2 蒸発管においては現状よりも数十度温度を

低減させることでダスト付着がさらに抑制できることが示唆された。 

以上のことより、ボイラーへのダスト付着に関しては温度が重要な特性値である。そこ

で、ボイラーダスト付着のメカニズム解明と対策立案のため、現状およびボイラーに改造

を施した場合の温度分布、ガス流速分布に関してシミュレーションを行い、ボイラーへの

ダスト付着を抑制するための最適な改造案を導出することを目的とした。 
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図 3-41 ボイラー各所温度の推移（平成 21 年度微粉鉱供用試験） 
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図 3-42 ダスト付着状況及び第 2蒸発管入口温度の推移 

            （平成 21 年度微粉鉱供用試験） 

②解析 

 シミュレーションは FOSTER WHEELER 社への委託により、湿式焙焼のボイラーを対象に実

施した。 

シミュレーション結果において Case0（図 3-43）は現状のボイラーであり、ガス流速分

布が均一でないことからガスの偏流が起きていると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 3-43 Case0：現状のボイラー 
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第1蒸発管のガス偏流を抑制するための改造案としては、2種類のケースが考えられた。

現状の蒸発管ではパネルの向きが仕切り壁と平行に配置されているため、第 2 仕切り壁側

へガスが偏流している。そこで、Case1 は第 1 蒸発管を 90°回転させることで第 1 仕切り

壁側へガスを流れ易くする案とした。Case2 は、Case1 に第 1仕切り壁の下部にガスの編流

を防止すべく整流板を設置する案とした。Case1 を図 3-44 に、Case1 及び 2 のシミュレー

ションを図 3-45 に示す。 

 Case0 では第 1 蒸発管を通過するガスの流速分布において、中間のパネルから第 2 仕切

り壁側にかけて黄色で示される部分が見られる。これに対し Case1 では、パネルを通過し

た第 2 仕切り壁近傍にのみ、黄色より小さい等級である緑色で示される部分が見られる。

つまり、ガス流速分布が Case0 と比較して均一になっており、結果として、温度分布も均

一化することで熱交換が効率化し、第 2蒸発管入口温度が低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-44 ボイラーの改造案 
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ガス流速分布 
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図 3-45 改造案のシミュレーション 

 

（７）ボイラー改造 

1）ボイラー改造概要 

 ボイラー付着対策として平成 22 年度より大定修期間中にボイラー改造を実施した。平成

22 度に 1st step として第 1 蒸発管を、平成 23 年度に 2nd step として第 2 蒸発管を改造

した。ボイラー改造の概要と効果について以下に示す。 

2）ボイラー改造効果検証 

①1st step ボイラー改造の概要 

 湿式焙焼の既存ボイラーの模式図を図 3-46 に示す。ここでは、マルチパス方式のボイラ

ーを採用しており、焙焼炉にて発生した SO2ガス及びキャリーオーバー焼鉱は、Uダクトを

介して水冷壁上端より下向きに導入され、下端で反転上昇し、第 1 蒸発管へ入る。その後

第 2、第 3 蒸発管と反転降下・上昇を繰り返し、次工程のサイクロンへ排出される。第 1

から第 3 蒸発管では部屋の中央部に設置した蒸発管パネル、水冷壁では壁面に設置した蒸

発管にて排熱を蒸気として回収している。 
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この水冷壁から第 3 蒸発管までの各部屋では、構造や温度が異なることでダスト付着に

差が生じる。水冷壁ではダスト付着は多いものの十分な空間があるため、ボイラー手入れ

作業により容易にダストの除去が可能であるが、中央部にパネルが設置されている第 1 蒸

発管から第 3 蒸発管では、ガスとキャリーオーバー焼鉱が通過する空間が狭く、ダスト付

着による閉塞のリスクが高い。そのため、ボイラーダスト付着対策は、第 1 から第 3 蒸発

管に焦点を当て下記の改造を実施した。 

後述のダスト焼結試験結果より、ダストの焼結性は温度に影響を受け、温度が高いほど

焼結は促進される。第 1蒸発管は入口温度が高く、現状の 3回/日のボイラー手入れ作業頻

度では付着したダストの焼結により十分な除去ができない。一方、第 2 蒸発管では温度に

よりダストの付着性が異なる。図 3-47 に平成 22 年度微粉鉱供用試験時の第 2 蒸発管ダス

ト付着率とボイラー手入れ時間の推移、図 3-48 に同期間のボイラー手入れ時間、第 3蒸発

管入口温度の推移を示す。この第 3 蒸発管入口温度は第 2 蒸発管でのガス冷却の結果と見

ることができる。第 3 蒸発管入口温度が低い期間では、ボイラー手入れ時間は短い。しか

し、時間経過に伴いボイラー手入れ時間が増加している。これはダスト付着が増加してい

くと、熱交換効率の悪化によりガス冷却が抑制されることで第 3蒸発管入口温度が上昇し、

ダストの焼結が促進され、ダストの除去が困難になるためである。これらの結果を踏まえ、

第 1 蒸発管のダスト付着に対しては、ダストが焼結する前に短周期でダストを除去するこ

と、第 2 蒸発管のダスト付着に対しては、温度を低減してダストの焼結を抑制することを

狙い、対策案を検討した。 

 平成 22 年度、ボイラーへのダスト付着対策として、現状設備に対して効果が期待できる

種々の対策案を検討し、その中からスプリングハンマー設備を設置することとした。スプ

リングハンマー設置の狙いは、蒸発管のパネルに付着したダストに対して最も効果のある

周波数で振動させる特有の機構によりパネルからダストを最大限除去することと、一定間

隔で蒸発管のパネルを振動させることでダストが固着する前に振るい落とすこと、またダ

スト付着による蒸発管の熱交換効率の悪化に伴う温度上昇を抑制し、第 2 蒸発管温度を低

く維持することである。 

そこで、平成 22 年度に FOSTER WHEELER 社へ対策設備の導入によるボイラーへの効果に

ついてシミュレーション（温度、ガス解析）を委託した。結果、現状ボイラーの構造では、

ガス流速の分布が不均一でガスの偏流が起きており、ダストを除去できたとしてもガスの

冷却効率は低い。そこで、ガス偏流を抑制する案が複数検討され、第 1 蒸発管パネルの向

きを 90°回転させる案を採用した。この第 1蒸発管の改造により、第 2蒸発管入口温度が

低減し、第 2蒸発管へ付着するダストも低減することが見込まれた。平成 22 年度は、第 1

蒸発管に上記 2 つの改造を実施することにより、第 1 蒸発管、第 2 蒸発管のダスト付着低

減に取り組んだ。 
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図 3-46 既存ボイラーの模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-47 微粉鉱供用試験時の第 2蒸発管ダスト付着率とボイラー手入れ時間の推移 
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②1st step ボイラー改造の効果と残された課題 

 1st step ボイラー改造前後のボイラー各所入口温度、及びボイラー出口温度を図 3-49

に示す。ボイラー改造の効果により、第 2 蒸発管入口温度は 100℃程度低減した。また、

付随して第 3蒸発管入口温度、ボイラー出口温度も低減した。 

ダスト付着に関して、図 3-50 に図 3-49 と同期間における第 1 蒸発管、第 2 蒸発管付着

率の推移を示す。第 1 蒸発管パネルへのダスト付着は低減でき、スプリングハンマーの効

果を確認することができた。しかしながら、既存手入れ窓から手入れが届かないボイラー

下部壁面では改造前と変わらず、ダストが堆積・固着した。そのダストの成長によりボイ

ラーチューブが固定され、振動しなくなることでダスト付着率が上昇した。 

第 2 蒸発管のダスト付着に関しては、時間の経過に伴い、除去できない焼結したダスト

の付着が確認されたことから、1st step ボイラー改造による第 2蒸発管の温度低下範囲で

は、不十分であることが分かった。 

以上の結果より、1st step ボイラー改造以降に更なるボイラー対策を実施した。第 1蒸

発管へ手入れ窓を増設し、問題となった手入れが届かない箇所へ堆積・固着するダストの

除去を可能とした。この対策については、平成 22 年度 2月と 4月の小定修にて実施し、ダ

スト付着率を低減することができるようになった。第 2 蒸発管へのダスト付着対策に関し

ても平成 23 年度に 2nd step のボイラー改造を実施した。 
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図 3-49 ボイラー各所温度の推移（ボイラー改造前後） 

 

0

5

10

15

20

25

30

付
着

率
(%

)

第一蒸発管 第二蒸発管

改造前 改造後

1 2

 

図 3-50 ボイラーダスト付着状況の推移 
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③2nd step ボイラー改造の概要 

平成 23 年度は、1st step で不十分であった第 2 蒸発管へのダスト付着低減に向けて、

大定修にて第 2蒸発管の改造を実施した。 

改造の狙いは、第 1 蒸発管パネルへのダスト付着対策として効果が確認できたスプリン

グハンマーを第 2 蒸発管にも設置し、一定の間隔で蒸発管を振動させることにより、ダス

トが焼結してパネルに固着する前に除去できる様にした。更に、第 2 蒸発管パネル向きも

90°回転させることで第 2 蒸発管でのガス冷却効率を向上させ、ダスト焼結の抑制も狙っ

た。 

④2nd step ボイラー改造の効果 

 図 3-51 にボイラー各所の温度推移を示す。各所蒸発管温度は、蒸発管入口温度を示して

いる。各蒸発管の入口温度、ボイラー出口温度は、ボイラー入口温度がほぼ一定に関わら

ず、立ち上げ後時間経過に伴い温度が上昇し、休転後また低い温度に戻る。これは、時間

経過に伴いダストが付着することで、蒸発管での熱交換が不十分になりボイラー内温度が

上昇し、定修時に蒸発管及びボイラー壁面に付着したダストを除去することで、ボイラー

チューブでの熱交換効率が改善されるためである。また、第 1 蒸発管入口温度で見られる

温度上昇途中での急激な温度低下については、温度計へのダストの付着が進行することで

温度計が正確な値を感知できなくなったためである。この急激な温度低下はダスト付着の

多い第 1 蒸発管でよく見られる。また、第 2 蒸発管改造後の第 2 蒸発管入口温度が第 3 蒸

発管入口、ボイラー出口より温度が低いことに関しては、蒸発管パネル向きを 90°回転し

たことで温度計を差し込むスベースが塞がり、以前に比べて温度計を浅く差し込んでいる

ため、外気の温度を一部拾っていることに起因する。 

 2nd step のボイラー改造により第 3蒸発管入口温度、ボイラー出口温度の低下が確認さ

れた。図 3-52 にボイラー改造前後の第 3 蒸発管入口温度を示す。2nd step ボイラー改造

により、第 3蒸発管入口温度は、35℃程度低下し、1st step ボイラー改造前と比較して 70℃

程度低下した。また、ダスト付着に伴う温度上昇は、このグラフで傾きとして表れるが、

蒸発管改造前で 0.56 に対して 2nd step ボイラー改造後で 0.18 と 3分の１程度まで低減し

た。これはダスト付着が抑制されたことで熱交換効率が維持された結果と言える。これら

の結果より、2nd step のボイラー改造で、第 2蒸発管の温度低減と焼結前のダスト除去に

より、目的であるダスト付着抑制の効果を確認することができた。 
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（８）ボイラーダスト付着メカニズムの解明 

1）ボイラーダスト焼結試験 

①目的 

微粉鉱比率上昇に伴うキャリーオーバー量の増加により、ボイラーへのダスト付着量は

増加する。ボイラーへダストが付着すると、熱交換の悪化による排ガスからの熱回収効率

の低下や、チューブの閉塞によるガス偏流や流量の変化が生じ、安定な操業が維持できな

くなる。そこで、（７）項で述べたようにボイラー改造を実施し、ダスト付着の低減に取り

組んだ。 

本項では、ボイラーダストの付着率低減の手法の妥当性を評価するため、焼結における

各因子が及ぼす影響について調査を実施した。 

ダストの焼結は、時間や粒度、温度等が因子となる固相焼結や、低融点金属がバインダ

ーとなるような液相焼結に起因すると考えられる。焼結性を評価する場合、各因子の影響

を調査するためには、他の因子を固定する必要があるが、実操業においては各因子を任意

に固定することができない。そこで、ラボスケール試験により各因子が焼結に及ぼす影響

を調査した。 

変化させる因子は、微粉鉱比率に関連性のある「粒度」、ボイラー内の「温度」、ダスト

が滞留する「時間」そして、液相焼結に関連性のある「組成」とした。調整範囲は全て操

業の範囲内とした。 

組成の影響として Pb と SO4に着目して調査を行なった。Pb は低融点金属化合物を形成す

る元素であり、バインダーとして働くことでダストの硬化を促進する可能性がある。また、

表 3-6 にボイラーから採取したダストと同時期に採取したベコの SO4品位を示す。表に示

されるように、ベコの SO4はダストと比較して 3 倍以上大きく、SO4がダスト硬化に影響を

及ぼす可能性がある。 

表 3-6 ボイラーダスト及びベコの SO4品位（wt%） 

採取時期 ボイラーダスト ベコ 

平成 22 年度 4月 15.9 52.7 

平成 22 年度 9月 12.4 54.2 

②試験方法 

焼結性はダストを成型し、電気炉にて焼結を行なったサンプルの硬度を測定することに

より評価した。 

サンプルは、水冷壁、第 1 蒸発管、第 2 蒸発管、第 3 蒸発管のダストが混合しているボ

イラー底部のスクリューコンベアより採取した。採取したサンプルの処理として、まずは

大きく凝集したダストを除去するため、250μm で篩分級を行なった。次に、分級したサン

プルを成型圧縮機（前川試験機製作所：BRE-32）にて加圧し、成型した。本試験で用いた

成型圧縮機を写真 3-8 に示す。高成型圧でサンプルを成型した場合、焼結体の硬度が高く

なり硬度測定機の測定上限を超えるため、成型時の圧力は未焼結の状態でダストが崩れな

い程度の 7MPa とし、保持時間は 1分とした。成型したサンプルを写真 3-9 に示す。 

この成型体を焼結し、硬度測定機（藤原製作所：木屋式デジタル硬度計 KHT-40N 型）に

供して硬度測定を行なった。本試験で用いた硬度測定機を写真 3-10 に示す。なお、焼結し

たサンプルは吸湿防止のため、デシケーター内に保管した。 
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写真 3-8 成型圧縮機 BRE-32         写真 3-9 成型サンプル 

 

 

 

 

 

写真 3-10 硬度試験機 KHT-40N 
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③試験結果 

・温度、時間の影響 

焼結における温度、時間の影響を調査するため、各蒸発管温度を想定した温度範囲 450

～700℃で 2hr 及び 8hr のダスト焼結試験を行なった。試験条件を表 3-7 に示し、硬度測

定による結果を図 3-53 に示す。 

試験結果より、焼結温度、時間の上昇に伴って硬度が上昇していることが分かる。ま

た、700℃においては、2hr と 8hr の焼結において硬度が同程度となり、高温では焼結が

短時間で進行することが分かる。 

  以上のことより、ボイラー入口付近の第 1 蒸発管ではダストが短時間で焼結し易く、

ランシングなどの長周期（回/8hr）のダスト除去では対処できない箇所が残る可能性が

ある。よって、スプリングハンマーによる短周期の除去（回/2～3min）が効果的である

と言える。 

 

 

表 3-7 焼結における温度、時間の影響調査条件 

サンプル処理 特になし 

焼結 温度：450～700℃ 時間：2hr、8hr 
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図 3-53 焼結温度、時間が焼結に及ぼす影響 
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・粒度の影響 

焼結における粒度の影響を調査するため、サンプルを篩で 45μm 以上、45～25μm、

25μm 以下に分級し、ダスト焼結試験を行なった。この粒度は粒度測定装置 SALD で得ら

れた粒度分布から、それぞれの粒径の存在比率が同程度になるように調整したものであ

る。試験条件を表 3-8 に示し、硬度測定による結果を図 3-54 に示す。 

試験結果より、粒子の微細化に伴って未焼結体は硬度の変化が小さいが、焼結体は硬

度が上昇するという結果が得られた。 

微粉鉱比率の上昇に伴ってボイラーダストの粒子は微細化する。このことから、微粉

鉱比率上昇に伴ってダストは焼結し易くなり、ボイラーからのダスト除去がされにくく

なるということが言える。 

 

 

表 3-8 焼結における粒度の影響調査条件 

サンプル処理 篩分級（45μm 以上、45～25μm、25μm 以下） 

焼結 温度： 700℃ 時間：2hr 
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図 3-54 粒度が焼結に及ぼす影響 
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・Pb の影響  

焼結における Pb の影響を調査するため、サンプルに Pb 化合物を添加し、ダスト焼結

試験を行なった。添加する化合物は、ボイラー内の温度や SO2 分圧からボイラーダスト

中の Pb の形態を考慮し、PbSO4としたが、参考データとして PbO でも試験を行なった。

Pb 品位 4.0%のサンプルをベースとし、平成 23 年度の微粉鉱供用試験におけるボイラー

ダスト中の Pb 品位を目安として Pb 化合物の添加量を調整した。試験条件を表 3-9 に示

し、硬度測定による結果を図 3-55 に示す。 

 試験結果より、PbSO4や PbO 等の Pb 化合物添加による硬度の変化はほとんど見られな

かった。このことから、ボイラーの焼結において今回調整した Pb の範囲内では、Pb の

影響は無視できると言える。 

 

 

表 3-9 焼結における Pb の影響調査条件 

添加試薬 
酸化鉛（Ⅱ） 99.5% 和光特級試薬 

硫酸鉛 98.0% 和光一級試薬 

サンプル調整 ボイラーダスト Pb 品位：4.0%～4.5% 

焼結 温度： 700℃ 時間：2hr 
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図 3-55 Pb 化合物が焼結に及ぼす影響 
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・SO4の影響  

焼結における SO4の影響を調査するため、ZnSO4品位を調整することで SO4品位を変化

させ、ダスト焼結試験を行なった。ボイラーダスト水洗による ZnSO4の溶出、また ZnSO4

添加の 2試験を行なった。 

ⅰ）水洗試験 

ダストを水分と接触させると、ダストから水溶性成分である ZnSO4が溶出する。そこで、

水洗により事前に ZnSO4 を溶出したサンプルを用いてダスト焼結試験を行なった。試験条

件を表 3-10 に示し、硬度測定による結果を図 3-56 に示す。 

 試験結果より、水洗によって ZnSO4 を溶出したサンプルは、未焼結体の硬度変化は小さ

いが、焼結体は硬度が低下していることが分かる。したがって、ZnSO4は焼結の際のバイン

ダーとして働く可能性があることが分かった。 

 

 

表 3-10 焼結における ZnSO4の影響調査条件（水洗） 

サンプル処理 事前に水洗処理 

ZnSO4品位 

の変化 

水洗前：10.8% 

水洗後：1.3% 

焼結 温度： 700℃ 時間：2hr
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図 3-56 ZnSO4が焼結に及ぼす影響（水洗） 
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ⅱ）ZnSO4添加試験 

前項に示した水洗試験では、他の水溶性物質も溶出している可能性がある。そこで、Pb

化合物添加試験と同様に、ダストに ZnSO4を添加し、ダスト焼結試験を行なった。SO4品位

16.4%のサンプルをベースとし、過去にボイラーから採取したダストの SO4品位の値を参考

に、SO4品位 21.0%まで ZnSO4の添加量を調整した。ここで、SO4品位 21.0%の試験では、硬

度が測定上限を超えたため割愛した。試験条件を表 3-11 に示し、硬度測定による結果を図

3-57 に示す。 

試験結果より、ZnSO4を添加することにより、未焼結体の硬度に変化は見られなかったが、

焼結体の硬度は上昇した。2.1%の変化で硬度が 10kgf 近く上昇しており、温度や粒度の影

響と共に、ZnSO4が焼結に影響を与えることが分かる。 

 

 

表 3-11 焼結における ZnSO4の影響調査条件（添加） 

添加試薬 硫酸亜鉛（無水） 95.0% 関東化学鹿一級試薬 

サンプル調整 ボイラーダスト中 SO4品位：16.4～21.0% 

焼結 温度： 700℃ 時間：2hr 
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図 3-57 ZnSO4が焼結に及ぼす影響（添加） 
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2）SEM-EDX による解析 

 上記の結果を受け、ダストの硬さは焼結時間のみに依存せず、硫酸亜鉛などのバインダ

ーの影響もあると考えられる。そこで、平成 24 年度は硫酸亜鉛成分が高いベコについて、

EDX にて解析を行なうこととした。ベコを約 1cm 角の立方体に切り出し、層状に見える部

分を観察できるように試料調整した。 

 試料は丸本ストルアス製の自動研磨機にて研磨を行なった。ベコは水分が付着すると硫

酸亜鉛が溶出するため、研磨を乾式で行なう必要性がある。そこで、研磨の粒度を変更す

る際には椿油を用いて砥粒を浮上させ、エタノールを用いて粉末の除去を行なった。表面

は研磨紙を用いて#80～#4000 まで研磨し、その後ダイヤモンドペーストにて 3.1μm と研

磨を行なったものを観察対象とした。 

平成 24 年度の大定修時に採取したベコの EDX 解析結果を写真 3-11 に示し、各相の定性

分析結果を表 3-12 に示す。S 品位だけでなく、焼鉱ではほとんど見られなかった Cu が全

体的に観察された。このことから Cu は、ボイラーにおいて硫酸化を促進する可能性がある

ことが分かった。これは、Cuを触媒として硫酸化するという愛媛大との報告とも一致する。 

   
光顕像（×40）          SEM 像         フェーズマップ 

   
Phase1           Phase2           Phase3 

  
Phase4           Phase5 

 

写真 3-11 ベコの EDX 像（×200） 
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表 3-12 定性分析結果 

C Zn Fe Si Pb Cu Ca Mg S O
phase1 11.33 3.24 0.39 0.06 0.00 11.31 0.04 0.00 14.51 59.11
phase2 22.17 7.65 1.41 0.39 0.13 3.53 0.09 0.02 11.15 53.46
phase3 22.47 11.91 1.73 1.00 0.01 1.45 0.09 0.11 9.72 51.50
phase4 41.76 4.90 1.07 0.99 0.00 3.88 0.07 0.00 8.46 38.87
phase5 20.74 4.54 0.80 0.23 0.00 7.44 0.08 0.00 12.15 54.03  

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

（１） 熔錬炉系煙灰中の銅と砒素の高効率分離技術 

1）図 3-58 に煙灰を処理したフローを示す（従来、砒素含有副産物に使用していた分離

方法（図 2-3）を煙灰に対して使用）。このフローを用いて表 3-13 に示す各煙灰を処理

した結果を表 3-14 に示す。その結果、熔錬炉系煙灰が含有する銅の 70%を初期浸出工

程で回収し、分離した砒素を結晶性スコロダイトにする技術を実証確立し、以下の数

値目標を達成した。 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度  ≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

・環境省告示１３号法検定試験による、砒素溶出値 ＜0.3mg/L 

・エネルギー原単位: 鉱石低品位化に伴う増加を 50%削減（＊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-58 煙灰の処理フロー 
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２次浸出 ← 硫 酸 Ｃｕ回収工程へ

再浸出残渣 再浸出液 Ａｓ（ｒ ｉｃｈ）溶液

製錬原料へ Ａｓ回収工程へ



91 

 

表 3-13 各煙灰の分析値 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-14 銅と砒素の分離結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー原単位については、試算における前提、及び試算過程を以下に示す。 

（＊）仮定と試算 

① 熔錬工程に繰返される煙灰を 0とし、全て本法にて処理し、残渣を熔錬工程に繰り返す。 

② 煙灰処理残渣の繰り返し処理に必要なエネルギーは、精鉱に準ずる。 

   ③ 本邦の輸入精鉱の銅品位、煙灰発生量、銅回収率、銅回収に必要なエネルギー原単位を、2013

年と 2018 年の比較で以下のとおり仮定し、この仮定に基づき、全発生煙灰を本法湿式処理

に供した場合とのエネルギーコストを比較試算する。 

   

a） 前提数字 

                       2013 年        2018 年 

年間銅地金生産量＝          160 万トン    160 万トン 

精鉱から生産されるものの割合＝      90%        90% 

精鉱から生産される銅地金量＝     144 万トン   144 万トン 

精鉱中の銅品位＝                        30%           27.67%（年率換算 1.6%） 

 供用精鉱石量＝             480 万トン     520 万トン 

煙灰発生率（対精鉱供用量）＝            5.5%             6.05% 

煙灰の銅品位（熔錬炉平均）＝            24%      24% 

 

本法煙灰湿式処理における諸数 

  浸出残渣発生率（対煙灰）＝                52%  

    煙灰中の銅の浸出率＝       73%     SX/EW にて銅地金を回収 

 

Ｎ０． 試料名 Cu（％） As（％） Fe（％） Pb（％） Zn（％） S（％）

1 Ａ－Ｆ－１ 14.9 2.8 2.9 7.9 8.0 12.8

2 Ａ－Ｆ－２ 17.5 3.9 4.9 6.5 4.3 14.5

3 Ｂ－Ｆ－１ 20.8 2.1 12.9 1.4 1.6 12.9

4 Ｃ－Ｆ－１ 24.3 2.3 11.7 0.6 1.2 11.6

5 Ｄ－Ｆ－１ 22.4 3.1 14.9 1.3 1.4 10.6

Ｃｕ Ａｓ Ｃｕ Ａｓ
（g/l） （g/l） （％） （％）

Ａ－Ｆ 500 4.0 64 0.78 81 4.4
Ｂ－Ｆ 400 4.0 59 0.11 75 1.4
Ｃ－Ｆ 350 4.1 58 0.01 72 0.2
Ｄ－Ｆ 350 3.5 56 0.16 76 1.7

浸 出 率
煙灰試料

Ｎｏ.
ﾊﾟﾙﾌﾟ濃度
（g･dyy/l）

１次浸出
ｐＨ

液濃度
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b） 発生煙灰を全量熔錬工程に繰返した場合（従来の方法）： 

            

2013年  煙灰発生率＝ 5.50%
精鉱 Dust

鉱石dry t Cu品位 Cu量 mt 発生 Cu品位 Cu分配量 Cu分配率
4,800,000 30.0% 1,440,000 264,000 24.0% 63,360 4.4%

2018年 　 煙灰発生率 6.05%
精鉱 Dust

鉱石dry t Cu品位 Cu量 mt 発生 Cu品位 Cu分配量 Cu分配率
5,204,192 27.7% 1,440,000 314,854 24.0% 75,565 5.2%

5,519,046 dry/t　自熔炉への精鉱とＤｕｓｔの供用量＝  

c） 発生煙灰を全量、開発した技術で処理した場合： 

   

 

  

 

 

 

・地金の増産量＝96,980Cu-t 

・地金の増産率＝6.7% 

・自熔炉への精鉱と煙灰処理残渣、および、追加精鉱の供用量＝5,519,046 トン 

煙灰処理残渣繰り返し量＝163,724 トン  

   注）煙灰の湿式処理により、自熔炉への繰返しが減り、相当量の精鉱増処理が可能になる 

 

   d） 使用エネルギー抑制効果試算 

  ・現状の製錬全体エネルギー消費（精鉱→製品）  ＝6,000MCal/Cu-t   

                                 →25,104MJ/Cu-t 

  ・精鉱 1 トン当たり溶解処理に要する製錬エネルギー＝1,000MCal/精鉱-t 

                    →4,184MJ  

・煙灰から製品を回収するための必要エネルギー（煙灰→湿式処理→製品） 

＝2,747Mcal/Cu-t 

                     →11,492MJ/Cu-t 

・換算係数 

  1PJ＝ 239,000,000Mcal  

  1PJ＝ 25,800kl・重油 

 

e） 2013 年 全量繰返処理の場合 

・製錬全体のエネルギー消費＝1,600,000t ×0.9×6,000Mcal/Cu-t÷239,000,000MCal/PJ 

             ＝ 36.15PJ 

  ・エネルギー原単位        ＝ 6,000Mcal/Cu-t 

 

2018年 煙灰発生率 6.05%
精鉱 Dust

　　dry t Cu品位 Cu量 mt 発生 Cu品位 Cu分配量 Cu分配率
5,204,192 27.7% 1,440,000 314,854 24.0% 75,565 5.2%

追加余力注） 151,130 27.7% 41,818

小計 5,355,322 27.7% 1,481,818
　煙灰処理系統から回収される地金量 55,162

合計 1,536,980
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f） 2018 年、全量繰返処理の場合        

精鉱の銅品位が低下し、処理量が増え、熔解処理に要する製錬エネルギーが増加する。   

・熔解処理でのエネルギー消費の増加量（対 2013 年）     

          ＝（5,204,192－4,800,000）t×1,000Mcal/精鉱・t 

÷239,000,000（Mcal/PJ） 

＝1.69（PJ） 

  ・製錬全体のエネルギー消費 ＝36.15（PJ）＋1.69（PJ） 

＝37.84（PJ）  

・エネルギー原単位         ＝37.84PJ×239,000,000（Mcal/PJ）÷1,440,000 Cu-t 

                           ＝6,281Mcal/Cu-t 

  ・エネルギー原単位の上昇率 ＝6,281（Mcal/Cu-t）÷6,000（Mcal/Cu-） 

＝4.7% 

・精鉱による銅産出量を 1,440,000t（2013 年産出量）とした場合のエネルギー消費増加 

                          ＝（6,281―6,000） Mcal/Cu-t×1,440,000t 

÷239,000,000 （Mcal/PJ） 

                           ＝1.69PJ 

                      ⇒重油換算：1.69（PJ）×25,800（kl/PJ） 

＝43,632（kl） ・・・・・・・・・（Ⅰ） 

 

g） 2018 年 煙灰湿式処理を採用した場合 

精鉱の銅品位が低下し、処理量が増え、熔解処理に要する製錬エネルギーが増加する。 

・熔解処理でのエネルギー消費の増加量（対 2013 年）    

 （5,355,322-4,800,000）t×1,000Mcal／精鉱・t÷2,39,000,000（Mcal/PJ） 

                      ＝2.3（PJ）  

  ・煙灰から湿式処理で製品を回収するに要するエネルギー消費量 

＝55,162t×2,747（Mcal/Cu-t）÷239,000,000（Mcal/PJ） 

      ＝0.63 （PJ） 

  ・製錬全体のエネルギー消費 ＝36.15（PJ）+2.32（PJ）+0.63（PJ） 

                         ＝39.11（PJ） 

  ・エネルギー原単位     ＝39.11PJ×2,39,000,000（Mcal/PJ）÷1,536,980 （Cu-t） 

     ＝6,081Mcal/Cu-t 

・エネルギー原単位の上昇率  ＝6,081（Mcal/Cu-t）÷6,000（Mcal/Cu-t） 

              ＝1.4%  

  ・精鉱による銅生産量を 1,440,000 トン（2013 年産出量）とした場合のエネルギー消費増加量

        ＝（6,081-6000） Mcal/Cu-t ×1,440,000t÷239,000,000 （Mcal/PJ）

        ＝0.49PJ 

                 ⇒重油換算：0.49（PJ）×25,800（kl/PJ） 

＝12,637（kl）・・・・・・・・（Ⅱ） 

h） まとめ 

2018 年度において、（Ⅰ）（Ⅱ）から、本法煙灰処理を採用することにより、エネルギー消
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費量の増加を 71%削減でき、約 96,000 トンの Cu を追加回収できる。 

 

（２）熔錬炉系煙灰中の砒素の分離、硫化固定技術 

   上述の浸出（以下、一次浸出と記載）で得られた一次浸出残渣を酸性下で浸出（以

下、二次浸出と記載）を行い、得られた砒素浸出液を対象とした硫化処理による硫化

砒素の回収（以下、通常法と記載）を行なった。しかしながら、得られた二次浸出液

中の砒素は 70%以上が５価砒素であり、かつ銅も溶存することから、砒素を硫化砒素

として回収するためには、添加した硫化剤が当該５価砒素の還元と銅の硫化にも消費

されることにより、想定以上に硫化剤の使用量が増えるという問題が生じた。さらに、

硫化砒素には銅が相当量含有し銅の早期回収が不可能となることが判明した。 

   以上の課題を踏まえ、当該二次浸出の開発に努めた結果、二次浸出開始後、スラリ

ーに硫黄粉末を添加し、さらに SO２ガス（製錬炉の OFF ガスの使用を想定）を吹き込

みならがら酸性浸出を行うことで、銅をほとんど含まない、かつ砒素が３価砒素の二

次浸出液を得ることができ、効率良く硫化砒素の回収を可能にする方法を開発した。

本浸出方法を採用することで、硫化剤の使用量は通常法と比較して 71%の削減が可能

となり、さらに当該硫化砒素に含有する銅も平均 24%から 1.5%へ低減することができ、

下記の数字目標をすべて達成した。 

・硫化剤の使用量     ：50%削減 

・硫化砒素への銅ロスの削減：50%削減 （≦10%） 

   なお、本法における、薬剤原単価（砒素トン当たり、煙灰を出発原料として、銅を

溶液に回収、砒素をスコロダイトに固定するまで。以下同じ）は、約 540 千円と試算

された。図 3-59 に改良したプロセスを、表 3-15 に本プロセスによって得られた 2 次

浸出結果を示した。 
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図 3-59 浸出プロセス及び硫化工程 

 

表 3-15 2 次浸出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　 １次浸出工程

煙　灰 

　　　　２次（再）浸出工程

１次浸出残渣 １次浸出液
  Cu（ｒｉｃｈ）溶液

用  水 Ｃｕ回収工程へ

　　　　　　　

２次浸出残渣 ２次（再）浸出液
  Ａｓ（ｒｉｃｈ）溶液

製錬原料へ

硫化砒素 硫化後液

用　水

２次浸出 蒸　気H2SO4

１次浸出

ＮａＳＨ

Ｃａ（ＯＨ）２

硫　化

硫化工程

２次浸出スラリーへＳ゜（硫黄末）を添加し、ＳＯ２吹込み下で浸出

「反応式」

　　Ｃｕ
２＋

＋Ｓ゜＋ＳＯ２＋２Ｈ２Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　→　　ＣｕＳ＋ＳＯ４
２－

＋４Ｈ
＋

溶出ＣｕをＣｕＳとして残渣へ入れ込むことで、上記の課題を解消

尚、Ａｓは上記反応は進まず、イオンのまま２次浸出液中に溶存

改良法（Ｓ＋ＳＯ２による２次浸出）の２次浸出試験結果

残　渣
発 生 率 Ａｓ Ｃｕ Ａｓ Ｃｕ Ａｓ Ｃｕ

（％） （g/L） （g/L） （％） （％） （％） （％）
 Ａ－Ｆ 400 135 18 0.01 0.9 6.2 84 0.1
 Ｂ－Ｆ 782 107 17 ＜0.01 0.4 12.3 87 0.0
 Ｃ－Ｆ 400 129 13 0.03 0.3 9.5 92 0.1
 Ｄ－Ｆ 350 138 13 1.9 0.5 10.1 89 5.0

残 渣 品 位 浸 出 率
煙灰試料

Ｎｏ.
ﾊﾟﾙﾌﾟ濃度
（g･dry／L)

液濃度
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（３）転炉煙灰の処理技術 

1) 転炉煙灰は、砒素含有量に比し銅や鉄が極端に少ないことが特徴として挙げられた。す

なわち当該煙灰を pH が 3～4 間で浸出した場合には、砒素、銅、鉄のほとんど全量が砒

酸塩を形成してしまい、その結果浸出液中に銅を残存させることは不可能と考えられた。 

種々検討した結果、①熔錬炉煙灰との配合・混合②煙灰スラリーへの 3 価鉄の添加に

よる、転炉煙灰単独処理法を考案し、試験の結果、易溶性の転炉煙灰については、下記

数字目標を満たす銅・砒素の分離浸出が可能であることが確認され、以下の数値目標を

達成した。 

・一次浸出液銅回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度 ≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度≦1g/L 

2) 転炉煙灰は、砒素含有量に比して銅の含有が極端に少ない特徴を活かして、上述（２）

で開発した浸出技術を適用することで、下記の数値目標を満たす銅・砒素の分離浸出が

可能であることが確認された。  

・一次浸出液砒素回収率≧70% 

・一次浸出液銅濃度  ≦1g/L 

3) 転炉煙灰には、銅が金属銅や硫化銅等の難溶性形態で含有し、銅・砒素の分離浸出が不

可能な性状のものがあった。当該煙灰には、砒素のほぼ全量が難揮発性の５価砒素であ

るため、温度 500～600℃での酸化焙焼が前処理として有効であることが確認された。そ

の結果、含有する金属銅を酸化銅に、硫化銅を硫酸銅に転換し易溶性とすることで湿式

処理を可能にし、下記の目標を達成した。 

   ・銅の Total 浸出率  ≧70% 

      ・砒素の Total 浸出率 ≧70% 

 

（４）煙灰の砒素浸出液から結晶性スコロダイトを直接生成する技術 

先に開発した硫化砒素回収方法からスコロダイトを得るまでには、当該硫化砒素の浸

出・酸化操作が必要であり、かつスコロダイト形成用のＦｅ源も必要となることから、コ

スト高が懸念された。そこで、硫化砒素回収を経ずに、煙灰浸出液中の砒素と鉄からスコ

ロダイトを直接生成する技術を開発し、全体フローの効率化及び低コスト化を目指すこと

とし、以下の方法を開発した。 

1) 直接法 

  図 3-60 に直接法のフローを示す。基礎試験、実証試験を通じて、銅と砒素との分離回 

収、分離した砒素から結晶性スコロダイトの生成に成功し、結晶性スコロダイトは下記

目標を満たすものが得られた。 

a) 13 号法準拠溶出試験（0.2μ メンブランフィルターでろ過・検液作成）で、砒素、

及びその他規制元素の溶出基準値 

b) 13号法溶出試験（1μGFPでろ過・検液作成） 砒素、及びその他規制元素の溶出基

準値 

c）実証試験で生成した結晶性スコロダイトで、TCLP 法溶出試験における溶出基準値 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-60 直接法のフロー 

 

2) 短縮法 

   1）の直接法をベースとして、工程数の削減を図り、更なるフローの効率化、低コスト

化を実現した。図 3-61 に短縮法のフローを示す。基礎試験および実証試験を実施し、本

法においても銅と砒素との分離回収、分離した砒素から結晶性スコロダイトの生成に成

功し、下記数値目標を達成した。 

a) 工程数の削減： 直接法との比較で 3割以上 

b) 砒素の結晶性スコロダイトへの転換率向上: ≧10% 

    c）薬剤原単位の削減： 硫化法との比較で 80%削減 

生成された結晶性スコロダイトについても、下記の目標を達成した。 

d) 13 号法準拠溶出試験（0.2μ メンブランフィルターでろ過・検液作成）で、砒素、

及びその他規制元素の溶出基準値(表 3-16) 

e) 13 号法溶出試験（1μGFP でろ過・検液作成） 砒素、及びその他規制元素の溶出基

準値(表 3-16) 

f）実証試験で生成した結晶性スコロダイトで、TCLP 法溶出試験における砒素溶出基

準値(表 3-17) 

 

 

 

 

 

 

製錬煙灰
　　　　　：Ｓｏｌｉｄ
　　　　　：Ｌｉｑｕｉｄ

１次浸出 １次浸出液

　　　　　　  pH 3～3.5  30℃

２次浸出 中　和  ｐＨ1　40℃

　　　　　　 ｐＨ0.2　75℃ 酸化剤
（Ｈ２Ｏ２）

２次浸出残渣 酸　化 酸化後液

                 pH2  50℃

　　　　調整剤（Ｆｅ粉） 元液作成 還元殿物

              pH 0.4→0.9  40℃ 

結晶化元液
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図 3-61 短縮法のフロー 

 

表 3-16 環境庁告示１３号溶出試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-17 ＥＰＡが定めるＴＣＬＰ溶出試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 脱電同時処理法（脱電法） 

2）で確立した短縮法における液質調整剤に脱電スライムを適用した、脱電スライム

と煙灰の同時処理法を開発し、2)と同様の結果を達成した。 

製錬煙灰
　　　　　：Ｓｏｌｉｄ 酸化剤
　　　　　：Ｌｉｑｕｉｄ

１次浸出 １次浸出液

              pH 2～3  30℃

２次浸出 元液作成 調整剤

              ｐＨ0.2　75℃                          pH 0.2→0.9 40℃

２次浸出残渣 結晶化元液

フィルター As Pb Cd Se Cr Hg

孔径（μｍ） mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L

１３号基準値 1.0 ＜0.3 ＜0.3 ＜0.3 ＜0.3 ＜1.5 ＜5

直接法 1.0 0.09 ＜0.0１ 0.15 ＜0.02 ＜0.01 ＜0.05

1.0 0.06 0.09 0.10 ＜0.02 ＜0.01 ＜0.05

0.2 0.03 - - - - -

1.0 0.04 ＜0.0１ 0.02 ＜0.02 ＜0.01 ＜0.05

0.2 0.04 - - - - -

1.0 0.09 ＜0.0１ 0.01 ＜0.02 ＜0.01 ＜0.05

0.2 0.07 - - - -

短縮法

脱電法１

脱電法２

フィルター As Pb Cd Se Cr Hg Ag Ba

孔径（μｍ） mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L mg/L mg/L

TCLP基準値 0.6～0.8 ＜5.0 ＜5.0 ＜1.0 ＜1.0 ＜5.0 ＜200 ＜1.5 ＜100

直接法 0.7 0.5 ＜0.1 ＜0.05 ＜0.1 ＜0.1 ＜10 ＜0.01 ＜0.2

短縮法 0.7 ＜0.2 ＜0.1 ＜0.05 ＜0.1 ＜0.1 ＜10 ＜0.01 ＜0.2

脱電法１ 0.7 0.4 ＜0.1 ＜0.05 ＜0.1 ＜0.1 ＜10 ＜0.01 ＜0.2

脱電法２ 0.7 0.3 ＜0.1 ＜0.05 ＜0.1 ＜0.1 ＜10 ＜0.01 ＜0.2
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（５）複数製錬所煙灰の組成解析及び銅と砒素の分離の再現試験 

煙灰の組成、煙灰中の銅の形状を把握し、銅の分離挙動に関し学術的アプローチか

ら再現性・原料依存性を確認する。国内４製錬所から６種の煙灰試料を収集し、その

組成・形状を分析把握し、鉄/砒素比率、溶解性等、各々の性状に応じた処理条件の検

討、確立を行った。表 3-18、3-19 に結果の例を示す。 

表 3-18 各製錬所の煙灰組成 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-19 各製錬所の煙灰の浸出条件データー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）結晶性スコロダイト生成時における不純物の挙動調査 

煙灰が含有し、二次浸出液（砒素溶液）にある程度随伴することが予想されるビス

マス、アンチモン、モリブデン、銅につき、結晶性スコロダイトに取り込まれた場合

の形状、結晶構造に及ぼす影響、形状につき研究を行った。 

1) 銅、モリブデン 

銅及びモリブデンを含む煙灰処理実液から作製したスコロダイト粒子は、中央が膨ら

んだ円盤状の形態をしていた。一方、銅もモリブデンも含まない溶液から作製したスコ

ロダイト粒子は八面体の形態をしており、銅のみを添加した時は丸みを浴びた八面体と

なっていた。このため、銅およびモリブデンを含む煙灰処理実液から作製したスコロダ

イト粒子が円盤状となるのは、モリブデンイオンの影響と考えられる。この粒子を FIB

により切断して、その断面の TEM 観察を行った結果、粒子表面には数十 nm 程度の凸凹し

か観測されず、比較的平坦であった。また、同一粒子内の異なる箇所からは同様の回折

コー煙灰ド Cu(%) As(%) Fe(%) S(%) Pb(%) Zn(%) Fe(%)/As(%) Cu(%)/As(%)

熔錬炉

A-F-2 17.46 3.85 4.92 14.47 6.54 4.30 1.3 4.5

B-F-1 20.78 2.14 12.88 12.89 1.44 1.55 6.0 9.7

C-F-1 24.30 2.28 11.71 11.58 0.57 1.22 5.1 10.7

D-F-1 22.40 3.13 14.88 10.56 1.26 1.35 4.8 7.2

転 炉 D-C-1 22.80 1.67 1.85 12.52 12.47 5.08 1.1 13.7

pH Cu As Fe Pb Zn

熔錬炉

A-F-2 (1)
3.4 75.0 9.84 - - --

0.2 67.8 50.9 - - -

A-F-2 (2)
4.0 69.1 2.65 1.82 0.04 68.9

0.2 85.7 51.3 19.5 0.55 36.1 

B-F-1
3.4 62.5 1.98 9.63 1.31 42.4 

0.2 41.7 64.5 14.3 0.80 3.40 

C-F-1
3.6 74.8 1.70 5.00 77.6 39.1 

0.2 49.4 69.1 10.5 23.2 7.9 

D-F-1
3.5 67.1 3.26 8.42 0.69 42.4 

0.2 51.7 62.2 7.79 2.48 2.04 

転炉 D-C-1
3.8 30.5 0.17 3.51 0.06 96.6 

0.2 20.8 7.13 20.5 0.08 -
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図形が観測され、粒子はほぼ単結晶になっていた。粒子の各方向において表面から内部

に向かって約 100 nm 間隔で EDS 測定を行った結果、粒子内部において鉄および砒素の濃

度は近づく傾向が観測された。また、例外はあるが、多くの観察方向において、粒子表

面近傍では砒素濃度の減少傾向が観測された。さらにモリブデンおよび銅は粒子内部ま

で分布していることが分かった。これらの結果から、おおむね粒子中においてモリブデ

ン濃度は比較的均一に分布していると考えられる。 

2）三価の砒素および銅イオン 

三価の砒素および銅イオンを含む溶液から作製したスコロダイト粒子の断面の TEM 観

察を行った結果、表面には凸凹があるが、ファセット面をもつ多面体の形状の粒子が観

察された。スコロダイト粒子を FIB により切断し、その断面の TEM 観察により粒子内部

の形態や組成を調査した結果、表面近傍に数百 nm 程度の起伏が見られ、試料内部の複数

箇所において空隙が観測された。 

粒子表面近傍の回折図形は粒内のものとは異なっており、３価の砒素および銅イオン

から作製したスコロダイト粒子の表面近傍には異なる方位の粒が混ざっていた。表面近

傍に微細な結晶粒が観察され、粒子表面における凸凹の形成と関連していると推察され

た。 

異なる結晶粒が観測された箇所で EDS 分析を行った結果、比較的近接しているが異な

る結晶粒の組成を観察すると、それらの組成は多少異なるが、その差は同一粒内におけ

る組成のバラツキと同程度であった。したがって、３価の砒素および銅イオンを含む溶

液から作製したスコロダイト粒子は、複数個の結晶粒で構成されているが、その組成は

比較的均質であると言える。 

 3）アンチモン、ビスマス 

アンチモン、ビスマス共、元液中に混在した場合、結晶化反応の初期に各々下記反応

式のとおり砒酸アンチモン、砒酸ビスマスを形成して、結晶化初期段階で結晶に取り込

まれると推察されたが、結晶内でどの様な形状で存在するかは判明しなかった。スコロ

ダイト（FeAsO₄・2H₂O）を形成する Fe（Ⅲ）に置換して結晶を構成している可能性が示

唆された。 

   

Sb2（SO4）3 （s） + 2H3AsO4
0（aq） = 2SbAsO4 （s） + 3SO4

2- （aq） + 6H+（aq） 

  Bi2（SO4）3 （s） + 2H3AsO4
0（aq） = 2BiAsO4 （s） + 3SO4

2- （aq） + 6H+（aq） 

    

結晶の粒径、形状に与える影響は条件により一様ではないが、アンチモン、ビスマス

共に過剰に添加された場合は、微細な粒子を多量に発生させる傾向があり、結晶成長の

阻害要因となることが推測された事から、元液への随伴は結晶性スコロダイトの安定性

を維持する為に極力避けることが望ましいと考えられる。 

 

（７）結晶性スコロダイトの長期安定性 

1）実証規模貯蔵試験における貯蔵開始から約 4 年経過した後も、屋内貯蔵サンプルは

13 号法溶出試験および TCLP 溶出試験ともに、砒素溶出値は基準値内で推移することを
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確認した。図 3-62 に貯蔵エリア外観及び 4年間の砒素溶出値推移を示す。また、表 3-20

には、TCLP 溶出値推移を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-62 貯蔵エリア及び砒素溶出値推移 

 

表 3-20 TCLP 溶出値推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋 内 貯 蔵 の 結 晶 性 ｽ ｺ ﾛ ﾀ ﾞｲ ﾄ の 1 3 号 法 A s 溶 出 値 推 移

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 .2 0

0 .2 5

0 .3 0

生
産

直
後

1
2月 2月 4月 6月 8月

1
0月

1
2月 2月 7月 4月 7月

1
0月 1月 4月 7月

1
0月

1
2月

2 0 0 8 年 2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年

評 価 時 期

A
s溶

出
値

(m
g/

l)

A B

C D

・貯蔵開始来、2012年12月までの本事業期間の約４年を通して、

屋内貯蔵しているモニタリングサンプルの13号法As溶出値は

基準値の0.3mg/l未満を十分に満たす0.1mg/l未満で、低位安定推移していた。

・TCLPによる溶出評価でも、13号法と同様、基準値(As＜5mg/l) を十分に満たす

定量下限0.2mg/l以下で、低位安定推移していた。

TCLP評価によるAs溶出値 ※基準As<5mg/l

A B C D
2010年 2月 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
2011年 4月

7月
10月 0.2

2012年 1月 <0.2
4月
7月
10月
12月

ｻﾝﾌﾟﾙ採取・評価時期

<0.2

<0.2
<0.2

<0.2

<0.2 <0.2

<0.2 <0.2
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2）物性解析（SEM、XRD、粒度分布）から、貯蔵期間の経過に伴い 5μm 以下の微粒子の

増加が認められたが、粒子の形や結晶性、粒度に安定性を欠くような変化は無く、安定

して貯蔵できていることが確認できた。 

以上から大気環境曝露下における屋内貯蔵において、結晶性スコロダイトは非常に安

定して貯蔵できることが、商業規模工場で実際に生成された試料の分析により確認でき

た。 

3）風雨雪に曝される屋外貯蔵では、雨水などの影響による結晶性スコロダイトからの砒

素の溶出は、排水（ろ過有り）の砒素濃度が排水基準値の 0.1mg/L 未満で推移していた

ことから、安定的に貯蔵できたと考えられるが、一方で、排水（ろ過無し）の砒素濃度

は緩やかな上昇傾向となっており、2012 年 2 月には排水基準値を上回る砒素濃度の排水

が発生した。なお、排水のろ過については 0.2μm メンブランフィルターで行った。また

2012 年 5 月以降からは排水の砒素濃度の水準が、排水基準値内の水準ではあるが、それ

以前より上昇した。これは、屋外貯蔵に供している結晶性スコロダイトの梱包材である

フレコンバックが劣化して破れなどが発生したために、そこから梱包している結晶性ス

コロダイトの微粒子などの流出が増大し、排水中へと拡散していることが推測される。

その影響によって、排水（ろ過無し）の砒素濃度上昇へと繋がっているものと推定され

る。また、雨水回収ピットがコンクリートでできているため、そこに貯留された排水は

pH が上昇する影響を受ける。そのため排水中に結晶性スコロダイトが拡散していると、

その pH 上昇の影響を受けて排水中の結晶性スコロダイトから砒素が溶出し、0.2μm メ

ンブランフィルターでろ過を行った排水でも砒素濃度が上昇してくるものと推測される。

そのため現状の屋外貯蔵を継続していくと、いずれはろ過有りの排水でも砒素の排水基

準値の 0.1mg/L を超過するものが発生するものと思われる。したがって、屋外貯蔵にお

いては結晶性スコロダイトからの砒素溶出という点では安定的に貯蔵できるものの、粒

子自体を流出させないような措置や排水処理設備が必要であることが確認できた。図

3-63 に屋外貯蔵からの排水砒素濃度推移を示した。 
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図 3-63 屋外貯蔵エリアの排水砒素濃度推移 

 

（８）結晶性スコロダイトの物性・溶出メカニズムの解明 

 1）砒素および鉄の水溶液への溶解度に及ぼす pH や温度の影響等を調べた。その結果、

結晶性スコロダイト粒子からの砒素の溶解度の pH 依存性や温度依存性を明らかにし、

45℃では pH = 3.5 近傍で砒素の溶解度は最小値を示し、約 5℃まで温度が低下すると溶

解度が最小となる pH は 5 程度になり、そこでの砒素の溶解度は 45℃の値の 100 分の 1

程度に減少することが示された。これらの砒素溶解度は、通常のスコロダイトの値に比

べ非常に低い値と言える。図 3-64 に pH、温度の影響を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-64 溶解度に対する pH、温度の影響 

・貯蔵開始来2012年1月まで、屋外貯蔵ｴﾘｱから発生する排水のAs濃度は、0.2μﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰでの
ろ過有り、ろ過無しともに排水基準値の0.1mg/l未満で推移していた。

・2012年2月に初めてろ過無しで0.1mg/lを超過した値が出た。これはﾋﾟｯﾄ内に澱物が沈積していた
ため、それが混入してAs濃度が上昇した。

・2012年5月以降、濾過有り・無しともに以前よりAs濃度の水準が上昇した。屋外貯蔵エリアに貯蔵し
ているものからの微粒子流出増加による影響と推測されたが、11月以降は低下傾向となった。
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2）銅添加及び銅無添加のスコロダイト粒子における 25℃および 45℃の水溶液への砒素

や鉄の溶解度の pH 依存性.を調べ、銅添加により砒素溶解度が低下することを明らかに

した。図 3-65 に銅添加の影響を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-65 スコロダイトに及ぼす銅の影響 

 

3）貯蔵場所の温度変化を想定して、スコロダイト粒子の溶解度に及ぼす冷熱衝撃の影響

について調べた。-10℃から 40℃への冷熱衝撃を 60 回繰り返しても、室温から-197℃へ

の急冷衝撃を与えても、結晶構造、砒素の溶解度にはほとんど影響しないことなどが明

らかにされた。図 3-66 に溶解度の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-66 冷熱衝撃の影響例 
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4）各種条件で生成されたスコロダイト粒子の断面の TEM 観察を行った。基本的なスコロ

ダイト粒子の形状は八面体であり、銅を含むことにより丸みを帯び、銅とモリブデンを

含むとスコロダイト粒子は円盤状になっていることを示した。これらの粒子は、ほぼ単

結晶になったおり、銅やモリブデンを含む粒子は中心部までそれらが分布していた。さ

らに、三価の砒素と銅イオンを含む溶液から作製したスコロダイト粒子では、複数箇所

で空隙が観察された。また、粒子内の組成はほぼ均一であるが、表面近くに複数個の結

晶粒の存在が確認された。 

 

（９）結晶性スコロダイトの安定貯蔵施設の概念設計 

1）貯蔵に伴うリスクの分析と、貯蔵条件 

結晶性スコロダイトの貯蔵に伴うリスクを、溶出・拡散リスクにかかわるもの（安定

pH 領域、乾燥による飛散、温度、加重等）及びスコロダイトの土質工学的性質にかかわ

るもの（粒子径・透水係数と液状化）の観点から分析し、周辺環境への拡散・人体への

被曝をほぼ完全に封ずるとの前提に基づき、貯蔵に必要な条件を以下のとおりまとめた。 

a）湿度を高くしておく。湿った状態のスコロダイトを密封すればほぼ 100%の湿度を

維持できる。 

b）水の流入出を許さない。結晶性スコロダイトの安定を維持するためには、付着水

の水質を pH4 前後にしておくことが重要である。外からの水の流入を阻止すると共

に、結晶の表面に付着している pH4 の水を失わないよう､水の流入出を許さない。

これは a）と同様に､スコロダイトを密封することで可能となる。これにより、密

封内では水の動きが無いことになり、水流による粒子の流失拡散も防げる。 

c）紫外線・宇宙線に対する結晶性スコロダイトの安定リスクは、データが無いため

に評価が困難である。しかし、これらからの防曝対策としては地中埋設が最も簡

単・確実な方法で、多数の実績がある。又、地中埋設すれば温度変化も狭い範囲に

留めることが可能となり、飛散・拡散及び盗難防止にも一定の効果がある。 

d）結晶性スコロダイトに他の物質を極力、混入させない。これは密封すれば簡単に

可能となる。 

  2）具体的な貯蔵施設の構造条件の検討 

結晶性スコロダイトの貯蔵方法として、クローズドシステム管理型最終処分場の条件

を組み入れ、｢平地野積み貯蔵法｣｢掘込み式貯蔵法｣｢コンクリート槽封入法｣の３つのタ

イプの構造を検討した。結果、可能性として｢平地野積み貯蔵法｣や｢掘込み式貯蔵法｣も

考え得るが、これらは長期貯蔵方法としてはコスト、工期、初期投資額、立地上の制約

から非現実的な方式であることが示され、唯一実現可能性のあり、かつ構造上の致命的

な問題がない｢コンクリート槽封入法｣が最適であると結論づけた。 

3）大規模貯蔵施設の立地場所の検討と、概念設計 

 ｢コンクリート槽封入法｣ におけるコンクリート槽築造での各種条件の設定、貯蔵施
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設を設置する場合の概念設計を完成させた。 

 

３－１－３ 特許出願状況等 

 

表 3－21 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特 許 権 の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

Ｂ．煙灰中の

銅・砒素の分

離技術開発

と砒素の安

定貯蔵方法

の検討（銅製

錬） 

 

０ ０ １１ ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ １１ ０ ０ ０ ０ 

 

表 3－22 論文、投稿、発表、特許リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 特願 2010-036558 結晶性スコロダイトの生成方法 H22.2 

           審査請求 

特許 特願 2010-044387 ヒ素を含有する溶液からの結晶性ヒ酸鉄の生成 H22.3 

  方法  審査請求 

特許 特願 2010-044388 ヒ素含有溶液の処理方法 H22.3 

          審査請求 

特許 特願 2010-100373 煙灰からの結晶性ヒ酸鉄原料液の製造方法 H22.4 

            公開/国際公開 

特許 特願 2010-136631 非鉄製錬中間産物の湿式処理方法 H22.6 

    公開/国際公開 

特許 特願 2010-213624 銅とヒ素とを含む非鉄製錬中間産物からの銅と H22.9 

  ヒ素との分離方法 公開/国際公開 

特許 特願 2011-080600 非鉄製錬中間産物から砒素と銅とを分離して H23.3 

  回収する方法 公開/国際公開 

発表 Copper2010「DSP 法で生成された結晶性スコロダイトの長期貯蔵と

溶出挙動」 

H22.6 

発表 資源・素材学会春季「結晶性スコロダイトの DMSP®プラントでの製

造とその物性」 

H24.3 

発表 資源・素材学会秋季「合成スコロダイトの形態に及ぼす不純物の影

響」 

H23.9 
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発表 2011 学振 69「砒素の安定化処理に向けたスコロダイト合成プロセ

ス」 

H22.4 

発表 非鉄金属業界の有害元素の管理事情」シンポジウム「 DOWA スコロ

ダイトプロセスによる砒素の固定と処分」 

H24.11 

発表 資源・素材学会春季「砒素安定貯蔵に向けた結晶性スコロダイトの

化学的安定性要因分析」 

H24.4 

他、出願中特許４件 

 

３－２ 目標の達成度 

【標準的評価項目】 

○目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

表 3－23 全体の数値目標 

目標・指標 成果 達成度

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛

製錬） 

目標・指標（1） 

・焙焼炉への微粉鉱供用比率 100%体

制の確立。微粉精鉱供用が原因とな

る操業停止による電力エネルギーの

増大を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標・指標（1） 

＜乾式焙焼炉＞ 

・造粒鉱により微粉鉱比率 100%供

用を達成 

→ 31,000トン／年の供用量増加見

込 

＜湿式焙焼炉＞ 

・現状設備で微粉鉱比率 100%供用

を達成 

・Pb+Cu4.0%を達成 

→ 26,000トン／年の供用量増加見

込 

・湿式焙焼炉での造粒鉱供用技術の

確立 

・粗粒化メカニズムの解明 

＜開発元での省電力量＞ 

・約 4,400MWH/年 

 （焙焼電力量の 10%） 

 

 

 

 

 

達成 
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目標・指標（2） 

・ボイラートラブルの低減 

 

 

 

 

 

目標・指標（2） 

・第一、第二蒸発管、第二仕切壁の

改造 

・ボイラーダストの付着低減 

・排ガスの熱回収効率上昇による省

エネ 

・ダスト付着メカニズムの解明 

 

達成 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開

発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅

製錬） 

 

・目標・指標 （1） 

 熔錬炉煙灰中の銅と砒素を効率良

く分離し、砒素は安定的な結晶性ス

コロダイトへと転換する技術を開発

する。 

 鉱石の低品位化に伴う銅トンあた

りのエネルギー原単位の増大を 50%

以上抑制する。 

 

・目標・指標（2） 

 結晶性スコロダイトが、長期間大

気曝露後でも環境省告示第１３号法

（以下「１３号法」）による砒素の溶

出基準（0.3mg/L 未満）を満足する

ことを検証する。 

 

 

 

 

エネルギーコスト、薬剤原単価、結

晶性スコロダイトの安定性の全て

の要素につき、目標を達成した。 

＜開発元での省エネルギー＞ 

・約 7,500GJ/年 

 （増大に対し、79%を削減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業期間の 4 年間、貯蔵サンプル

が 13 号法および TCLP 法で各々基

準値を下回る値で推移したことを

確認した。 

 

 

 

 

 

 

達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成 
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・目標・指標（3） 

結晶性スコロダイトの物性・溶出メ

カニズムを解明し、その長期安定性

の学術的根拠となる知見を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目標・指標（4） 

結晶性スコロダイトの長期貯蔵に

適した環境の調査と、貯蔵施設の概

念設計を完成させる。 

 

1）結晶性スコロダイトの結晶構造

を解析し、粒子 1つが単結晶で欠陥

がないことが確認された。 

2）低温化では、より溶出値が低下

し、更に極小溶出値を示す水溶液

pH が、弱酸性領域からより中性側

に移行することが確認された。 

3）溶出挙動に特に深く関連する、

結晶表面近傍の構造分析による溶

出メカニズムの究明を通じその安

定性の理論的根拠を得た。 

4） 恒温試験、冷熱衝撃試験により、

過酷環境下でも砒素溶出特性が悪

化しないことを確認し、帰納的に

長期安定性を強く示唆する結果を

得た。 

 

地質学的調査、結晶性スコロダイト

の物性評価を踏まえた貯蔵リスク

分析を行い、これに基づき大規模貯

蔵施設の概念設計を完了した。 

達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成 

 

 

表 3－24 目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 成果 達成度

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

（1）焙焼炉流

動不良とボイ

ラーの現状把

握 

・微粉鉱比率上昇に伴うオ

ーバーフロー焼鉱の粒度

変化や、ボイラーダスト付

着率等の特性値を把握す

る。 

・各年度の改善による効果

を確認する。 

・微粉鉱比率上昇に伴うオー

バーフロー焼鉱の特性値お

よびボイラーダストの付着

率を把握（焼鉱粒度、組成、

形態、比重、ボイラー温度等）

した。 

達成 

（2）乾式焙焼

炉での微粉精

鉱の造粒品の

効果検証 

 

・微粉鉱を造粒し、段階的

に微粉鉱比率を上昇させ

（100%まで）、焙焼炉へ供

用し、焙焼炉への影響を把

握する。 

・造粒鉱供用により微粉鉱比

率 100%を達成した。 

達成 
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（3）乾式焙焼

での精鉱の均

一混合による

Pb、Cu キャパ

アップ 

 

・精鉱の均一混合により、

品位のバラツキを小さく

する。 

（目標: <0.246 → <0.1）

・Pb+Cu の品位の制限緩和

（目標：<2.8 → <3.0） 

・均一混合により品位のバラ

ツキを改善した。（0.246→

0.116） 

・制限緩和の検証はできず、

適正な造粒品の状態や焙焼

温度の確認が重要と確認し

た。 

一部達成

事業終了

後、独自

開発によ

り、 

達成 

（4）湿式焙焼

炉での造粒鉱

供用技術の確

立 

・湿式焙焼炉における微粉

鉱比率 100%供用技術を確

立する。 

・造粒鉱供用技術を確立し

た。 

・微粉鉱比率 100%試験未実

施（事業終了後、100%を達成

した） 

達成 

（5）焙焼炉流

動不良メカニ

ズムの解明 

・焙焼炉内の粒子の粗粒化

メカニズムを解明する。 

・Pb がバインダーとなり粗

粒化を助長することを確認

した。 

達成 

（6）ボイラー

シミュレーシ

ョン 

 

・ボイラー内のガス流や温

度分布から、ダストの付着

しやすい箇所を特定する。

・ボイラー内部でガスの偏流

が発生しており、現状の蒸発

管の向きでは、熱回収（ボイ

ラーの温度低減）は非効率で

あることを確認した。 

達成 

（7）ボイラー

改造 

・第一、第二蒸発管内の温

度を低減する。 

・ダスト付着率を低減す

る。 

・ボイラー改造により第一、

第二蒸発管温度が著しく低

下し、ダスト付着率は低減し

た。 

達成 

（8）ボイラー

ダスト付着メ

カニズムの解

明 

・ボイラーダストの付着メ

カニズムを解明する。 

以下を確認した。 

・スプリングハンマーによる

短周期での除去が効果的で

ある。 

・スラリー液中の硫酸亜鉛濃

度の低減が効果的である。 

・ダスト中の Cu は硫酸塩の

生成を助長する。 

達成 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

（1）熔錬炉系

煙灰中の銅と

砒素の高効率

分離技術 

 

プロセス初期において、熔

錬炉系煙灰が含有する銅

の 70%以上を SX／EW 法に

供給可能な液質として回

収すること。これにより、

将来のエネルギーコスト

上昇分を半減以下にする。

全ての数値目標を達成した。 達成 
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【数値目標】 

a） 銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

b） 一次浸出液の液質 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

c）エネルギーコスト上昇

分の低減率：＞50% 

（2）熔錬炉系

煙灰中の砒

素の分離、硫

化固定技術 

 

 

 

 

熔錬炉系煙灰中の砒素を

効率良く硫化し、銅含有量

の少ない硫化砒素を回収

する。 

【数値目標】 

a） 薬剤原単価：60 万円

/As-トン以下（煙灰から、

銅溶液回収、スコロダイ

ト生成までの総薬剤コス

ト。以下同じ） 

b） 硫化砒素への銅ロスの

極小化。通常法銅品位の半

減（≦10%） 

硫化実証試験で生成された

硫化砒素の砒素品位は 0.5%

であり、使用硫化剤は理論量

の 1.2 倍以下で、全ての数値

目標を達成した。 

 

 

達成 

（3）転炉煙灰

の処理技術 

 

 

 

 

1） 易溶性転炉煙灰を対象

とした、銅の液中への分

離技術を開発する。 

【数値目標】 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

 

2） 砒素の液中への分離技

術 

プロセス初期において転

炉煙灰が含有する砒素の

70%以上を回収する技術

転炉煙灰と熔錬炉煙灰との

配合処理法、転炉煙灰への鉄

源添加法を考案・試験し、パ

ルプ生成段階でスラリー化

が可能な転炉煙灰について

は、1）銅の一次浸出法、2）

砒素の一次浸出法のいずれ

もが、基礎試験において数値

目標を達成した。 

達成 
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を開発する。 

【数値目標】 

・一次浸出液砒素回収率

≧70% 

・一次浸出液銅濃度≦1g/L

 

3） 難溶性転炉煙灰の処理

技術 

難溶性転炉煙灰を浸出可

能にする技術を開発する。

【数値目標】 

・銅のTotal浸出率  ≧70%

・砒素のTotal浸出率≧70%

（4）煙灰の砒

素浸出液か

ら結晶性ス

コロダイト

を直接生成

する技術 

 

 

 

 

1） 直接法 

不純物が少ない精製され

た結晶化元液を得る方法

を確立する。 

① 基礎試験での数値目標 

a） 生成回収したスコロダ

イトが安定（不溶性）であ

ること及びその他の規制

重金属類の溶出も基準値

を満足する。 

・13 号法準拠溶出試験

（0.2μm メンブラン

フィルターでろ過・検液

作成し、微粒子を排除し

た条件）で 13 号法溶出

基準値を満足する。 

b）一次浸出での銅と砒素

の分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへ

の固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以

1) 直接法により浸出した砒

素を結晶性スコロダイト

に固定する実証試験に成

功し、その結晶性スコロ

ダイトの溶出特性は、目

標の溶出値を全て満たし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成 
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上 

d）薬剤原単価の削減（同

一の自熔炉煙灰におけ

る比較） 

・硫化砒素経由でスコロダ

イトを生成する場合と

比較しての削減率： 50%

以上 

② 実証試験での数値目標 

a）プラント稼動により得

られたスコロダイトが、溶

出試験にて下記の基準値

を満足する。 

・13 号法溶出試験（1μGFP

ろ過で検液作成）におい

て、砒素の溶出基準値。

・TCLP 溶出試験において、

TCLP が定める溶出基準

値。 

・上記２法による溶出試

験において、砒素以外に

も規制された重金属類

の溶出基準値。 

b）一次浸出での銅と砒素

の分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへ

の固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以

上 

 

2）短縮法 

1）で確立した方法をベー

スとし、工程数の削減を図

り、簡便なフローに改善す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 短縮法により浸出した砒

素を結晶性スコロダイト

に固定する実証試験に成

功し、その結晶性スコロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成 
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る。 

① 基礎試験での数値目標 

a） 処理工程数を、直接

法との比較で3割以上削

減 

b） 生成回収したスコロダ

イトの溶出特性 

・13 号法溶出試験（1μGFP

でろ過・検液作成）で、

砒素の溶出基準値を満足

する。 

c） 一次浸出での銅と砒

素の分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

d） 砒素のスコロダイトへ

の固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以

上 

e） 砒素のスコロダイトへ

の転換率向上：直接法に比

して 10%以上 

f） 薬剤原単価の削減（同

一の自熔炉煙灰における

比較で） 

・硫化砒素経由でスコロダ

イトを生成する場合と比

較しての削減率：60%以上

② 実証試験での数値目標 

a）プラント稼動により得

られたスコロダイトが、溶

出試験にて以下の基準値

を満足する。 

・13 号法準拠溶出試験

（0.2μ メンブランフィ

ルターでの検液作成）に

ダイトの溶出特性は、目

標の溶出値を全て満た

し、工程数削減、薬剤原

単位の削減も目標以上に

達成した。 
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おいて、13 号法の溶出基

準値。 

・13 号法溶出試験（1μGFP

でのろ過・検液作成）に

おいての溶出基準値。 

・TCLP 溶出試験における、

TCLP に定める溶出基準

値。 

・上記両溶出試験におい

て、砒素以外の規制対象

重金属類の溶出基準値。

b）一次浸出での銅と砒素

の分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

c） 砒素のスコロダイトへ

の固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以

上 

d） 砒素のスコロダイトへ

の転換率向上：直接法に

比して 10%以上 

 

3）脱電同時処理法 

（脱電法） 

2）で確立した短縮法にお

ける液質調整剤に脱電ス

ライムを適用した、脱電ス

ライムと煙灰の同時処理

法を開発する。 

① 基礎試験での数値目標 

a）生成回収したスコロダ

イトの溶出特性 

・13 号法溶出試験（1μGFP

でのろ過・検液作成）で、

砒素の溶出基準値を満足

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 脱電同時処理法により浸

出した砒素を結晶性スコロ

ダイトに固定する実証試験

に成功し、その結晶性スコロ

ダイトの溶出特性は、目標の

溶出値を全て満たした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成 
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する。 

b）一次浸出での銅と砒素

の分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへ

の固定化率 

・浸出可能な砒素の 80%以

上 

d）砒素のスコロダイトへ

の転換率向上 

・直接法に比して 10%以上

e）薬剤原単価の削減（同

一の自熔炉煙灰における

比較にて） 

・硫化砒素経由でスコロダ

イトを生成する場合と比

較しての削減率：70%以上 

②実証試験での数値目標 

a）プラント稼動により得

られたスコロダイトが、下

記の溶出試験にて基準値

を満足する。 

・13 号法準拠溶出試験

（0.2μ メンブランフィ

ルターでの検液作成）に

おいて、13 号法溶出基準

値。 

・13 号法溶出試験（1μGFP

での検液作成）における

溶出基準値 

・ TCLP 溶出試験におい

て、TCLP が定める溶出基

準値 

・上記両溶出試験におい

て、他の規制重金属類の
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溶出基準値 

b）一次浸出での銅と砒素

の分離性、銅の回収率 

・一次浸出液銅回収率

≧70% 

・ 一 次 浸 出 液 銅 濃 度

≧30g/L 

・一次浸出液砒素濃度

≦1g/L 

c）砒素のスコロダイトへ

の固定化率 

・浸出可能な砒素の 80% 

d）砒素のスコロダイトへ

の転換率向上：直接法に比

して 10%以上 

（5）複数製錬

所煙灰の組

成解析及び

銅と砒素の

分離の再現

試験 

煙灰の組成、煙灰中の銅の

形状を把握し、銅の分離挙

動に関し、学術的アプロー

チから再現性・原料依存性

を確認する。 

国内４製錬所から６種の煙

灰試料を収集し、その組成・

形状を分析把握し、これに応

じた処理条件を検討、確立を

行った。 

達成 

（6）結晶性ス

コロダイト生

成時における

不純物の挙動

調査 

 

直接法において、砒素浸

出液への随伴が避けられ

ない代表的な不純物元素

が、結晶性スコロダイトの

生成、形状及び溶出特性に

与える影響を解析する。 

 

銅、モリブデン、アンチモン、

ビスマス等が共存する条件

からスコロダイトを生成し、

結晶構造、粒度、性状を分析

した。 

銅、モリブデンについては、

溶出特性に影響が無い事が

確認され、アンチモン、ビス

マスについては反応初期に

結晶中心部に大半が取り込

まれ、結晶表面近傍には存在

しないことが確認され、溶出

挙動に直接の影響がないこ

とが示唆されたが、粒子が微

細化する傾向が観察され、結

晶化元液への混入は極力排

除することが望ましいと推

定された。 

 

達成 
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（7）結晶性ス

コロダイト長

期安定性 

1） 事業期間 4年間の実証

規模の貯蔵試験を通じ

て、13 号法での砒素溶出

値が基準値の 0.3mg/l を

下回って推移する。 

 

2） TCLP 溶出試験の砒素溶

出値が基準値の 5mg/l を

下回って推移する。 

1） 期間中、全てのサンプル

が全ての試験において砒

素溶出値＜0.1mg/lを示し

た。 

 

 

2） 期間中、全てのサンプル

が全ての試験において砒素

溶出値≦0.2mg/l を示した。 

達成 

 

 

 

 

 

達成 

（8）結晶性ス

コロダイト

の物性・溶出

メカニズム

の解明 

 

 

1） 過酷、加速試験後でも

13 号法溶出基準を満足す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 結晶構造と、溶出安定

性との関連を解明する。 

 

 

3） 生成条件、組成、形状

が異なる結晶性スコロダ

イトでの溶出安定性を確

認する。 

1）過酷、加速試験 

・50℃恒温で 60 日間の曝露

試験後の砒素溶出値に変化

は無く、0.1mg/l 以下を示

した。 

・-10～40℃（１サイクル）X 

60 

サイクルの冷熱衝撃試験後

も、形状及び溶出特性に変

化は認められなかった。 

・室温から-196℃への冷却衝

撃試験後も、結晶性スコロ

ダイトの砒素溶出特性に変

化がないことが確認され

た。 

 

2）結晶性スコロダイトの 1

つの粒子が単結晶で欠陥が

ないことを確認した。 

 

3）銅を含有する結晶性スコ

ロダイトの砒素溶出特性に

悪化変化がないことを確認

した。 

達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成 

 

 

 

達成 

 

（9）結晶性ス

コロダイト

の安定貯蔵

施設の概念

設計 

1） 結晶性スコロダイトの

物性に基づき、長期貯蔵に

伴うリスクを抽出する。 

 

2） 貯蔵において想定され

るリスクに対応した、貯蔵

条件・貯蔵方法の検討を行

1）リスク分析を完了した。 

 

 

 

2）立地、構造条件の検討を

完了した。 

 

達成 

 

 

 

達成 
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う。 

 

3） 大規模（20 万㎥）貯蔵

施設の立地条件を地質学

的、土木工学的に検討す

る。 

 

4）コスト、工期等を検討

し、貯蔵施設の概念設計を

行う。 

 

 

 

3）立地条件の検討を完了し

た。 

 

 

 

4)概念設計を完了した。 

 

 

達成 

 

 

 

 

達成 
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４．事業化、波及効果について 

４－１ 事業化の見通し 

【標準的評価項目】 

○事業化については妥当か。 

・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決方策

の明確化等）は立っているか。 

  

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 本事業で実施した実証試験において、造粒設備の導入及びボイラー改造は、実操業設備

に対して付加又は改造を実施したものである。したがって、事業化という意味では、今回

の開発元となった亜鉛製錬所では、導入又は改造した設備によって、亜鉛製錬プロセスを

稼働させており、既に実用化された。 

 国内の湿式亜鉛製錬所から生産される亜鉛製品は、約 470 千トン/年（亜鉛換算）であり、

その内、本事業に供した製錬所は約 150 千トン/年である。残りの各製錬所においては（約

320 千トン/年）、今後の買鉱状況にもよるが、仮に微粉精鉱を中心とした製錬を実施する

場合は、本事業にて開発した技術を導入することにより、安定した操業の継続が可能と考

えられる。 

  

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

現在、日本の銅製錬所は、概算 500 万トンの銅精鉱を輸入し、160 万トンの銅地金を生

産しているが、その銅精鉱中の砒素品位は 0.08～0.12%に達し、10 年前の約 2.5 倍に上昇

しており、銅製錬業界だけで年間4,000ないし6,000トンの砒素を海外から受入れている。   

開発された煙灰中の砒素の分離技術を実用化することによって、砒素をスコロダイトと

し て処理することが可能となる。熔錬炉煙灰がスコロダイトプロセスの処理対象に加わ

ることにより、銅製錬工程において、銅と砒素とを高濃度で含有して一次発生する中間生

成物が処理対象になることから、本邦に現在存在しない大規模なスコロダイト貯蔵施設が

設置されれば、国内銅製錬所から発生する砒素を最終的に結晶性スコロダイトとして貯蔵

する受け皿となり、事業化（事業の拡大）が見込まれる。今般概念設計した結晶性スコロ

ダイトの大規模貯蔵施設は、実際に建設されれば最終的には 200,000 ㎥、砒素重量に換算

して約 60,000 トンの結晶性スコロダイトを貯蔵する能力を有し、年間 2,000 トンの砒素を

30 年にわたり継続して受入れることが可能になる。 

 一方、精鉱に含まれる砒素の一部は中間生成物に随伴して系内を循環し、余剰分の大半

は最終的に副産物であるスラグに固定され、系外に排出されている。結果として、スラグ

に含有される砒素品位は上昇しており、またスラグは、国内セメント用原料として、また、

サンドブラスト用としてかなりの量が輸出されていることから、国内外におけるスラグの

含有量規制が強化されれば、銅製錬事業そのものが瞬時に成立しなくなるリスクを抱えて

いる。したがって、スラグに混入し系外に排出される砒素への対応も今後検討が必要と考

えられる。 
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４－２ 波及効果 

【標準的評価項目】 

○波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

（１）資源の安定供給 

微粉鉱の輸入に制限を加えることなく 100%供用できる技術を、国内亜鉛製錬に波及させ

ることにより、我が国の資源安定供給につなげられることが期待される。 

 

（２）省エネルギー 

微粉精鉱の供用比率 100%で操業した場合、焙焼トラブルを発生させることなく、1 年間

の安定操業を継続可能とした。開発前は、微粉精鉱の供用比率を 60%以上で継続した場合、

焙焼トラブルによる操業停止が明らかであったため、現実的には、微粉精鉱供用比率の上

限（60%以下）を設定し操業を継続してきたが、開発後は 100%の供用が可能となったため、

操業停止によるエネルギー上昇を潜在的に抑制したと考えることができる。その効果を国

内の湿式亜鉛製錬に波及させた場合、以下の省エネルギーが期待できる。 

＜前提＞ 

  ア）微粉精鉱供用比率：100%で 1 年間操業を継続する。 

イ）技術開発前の休転（操業停止）頻度：1回/月 

  ・休転日数：5日間（焙焼炉冷却；2日、全機休転；2日、立上；1日） 

ウ）休転一回当たりの電力損失（電力損失：生産に寄与しない電力量） 

  ①焙焼炉冷却：55Mwh/日×2日＝110Mwh 

  ②全機休転：10Mwh/日×2日＝20Mwh 

  ③立上：70Mwh×1 日＝70Mwh 

  ①＋②＋③＝200Mwh/回 

 ＜算定＞ 

  年間の電力損失：200Mwh/回×1回/月×11 ケ月/年×2（製錬所 2ケ所）＝4,400Mwh 

  

上記算定結果を、国内の湿式焙焼炉又は乾式焙焼炉に波及させた場合（各焙焼炉の規模

を考慮）、以下の規模感となる。 

表 4-1 国内の湿式亜鉛製錬における省エネルギー算定 

製錬所名 亜鉛生産量（千トン/

年） 

電力損失（Mwh/年） 備考 

開発元 150 4,400 2 製錬所 

Ａ 120 3,500  

Ｂ 200 5,900  

計 470 13,800  
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（３）微粉精鉱供用量増加による熔錬費収入の増加 

 本事業の開発元となった製錬所における微粉精鉱の増加可能量は、概ね 57,000 トン／年

となった。（湿式焙焼炉：26,000 トン／年、乾式焙焼炉：31,000 トン／年）製錬サイドは、

鉱山サイドから買鉱する条件として、熔錬費（ＴＣ）収入を差し引いた額で精鉱を買鉱す

るが、微粉精鉱のＴＣは、通常精鉱と比べ高く設定されるのが一般的である。開発後に微

粉精鉱の供用比率を 100%とした時のＴＣ収入の増加額を以下に算定する。 

 ア）ＴＣ 

   ・微粉精鉱：210＄/トン-精鉱 

   ・通常精鉱：130＄/トン-精鉱 

 イ）開発前の通常精鉱供用量（微粉精鉱供用比率上限を 65%に設定） 

    亜鉛生産量：150,000 トン/年 

    亜鉛採集率：92.1% 

     精鉱のＺｎ品位：55% 

   通常精鉱量＝150,000÷55%÷92.1%×35%＝103,636 トン/年 

 ウ）前項の通常精鉱を微粉精鉱に切り替えた場合のＴＣ収入増加額（95 円/＄） 

   （210－130）＄/トン×103,636 トン/年×95 円/＄＝7.9 億円/年 

この収益を電力による省電力効果に換算すると、 

   7.9 億円/年÷7円/Kwh≒113Gwh/年 

他の国内亜鉛製錬の買鉱状況は不明であるが、本事業の開発元と同様な傾向であると仮定

すると、以下の省電力効果に相当することとなる。 

   113Gwh/年×470 千トン/年÷150 千トン/年＝354Gwh/年 

 

（４）ボイラー改造による省エネルギー 

これまでに湿式流動焙焼炉は、微粉鉱比率 100%へ対応するために、ボイラーの改造を行

なってきた。ボイラーを改造せずに微粉鉱供用を実施した場合、焙焼炉内の流動不良だけ

でなく、排ガス冷却効率や蒸気発生量といった生産能力の低下や、ダスト除去作業に掛か

る時間と人員の増加による人件費の増加、集塵ファンの負荷増加による電力増加といった

多くの問題が生じることが予想される。省エネという観点から見ると、微粉鉱の供用は悪

化方向へと働く。しかしながら、省資源を図っていくためには、供用技術を確立するとと

もに、これらのコストやリスクをミニマイズすることが不可欠となってくる。 

ボイラー改造をせずに微粉鉱を供用した場合のコスト・リスクについては、数値化が非

常に困難であるが、ボイラーの改造に伴い、ボイラー内の温度が低減したことから、蒸気

の発生量は改善されているはずである。表 4-2 に各年度における蒸気発生量をまとめたも

のを示し、ボイラー第 2蒸発管出口温度の推移を図 4-1 に示す。 
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表 4-2 各年度における蒸気発生量まとめ 

第二蒸発管
出口温度

年間換算
省エネ効果
(重油換算)

℃ t/d kg/m2/d t/y kL/y
平成21年度 450 207.0 241.7 68,931
平成22年度 420 206.4 251.4 68,731
平成23年度 390 211.7 274.9 70,496 41

蒸気発生量
年度

2

 

1 2
2

 

図 4-1 改造に伴う第 2蒸発管出口温度の推移 

 

表 4-2 に示されるように、ボイラー改造に伴い蒸気発生量は増加しており、平成 23 年度

は平成 21 年度比で、重油換算にして 41kL/年の省エネ効果がある。また、図 4-1 から、改

造に伴ってボイラー出口温度が低減していることから、熱交換効率が年々上昇しているこ

とが分かる。温度上昇の傾きも低減していることから、「連続操業日数の延長」、「ランシン

グ時間の低減」、「集塵ファンの負荷減少」等が波及効果として考えられる。 

本算定を、前項と同様に国内湿式亜鉛製錬所に適用すると、 

 41kL/年×470 千トン/年÷75 千トン/年≒260kL/年 

の省エネルギー効果となる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

（１）資源の安定供給 

  高砒素の精鉱による銅製錬の影響が懸念されたが、砒素を分離し安定した化合物として

貯蔵できる技術を国内銅製錬へ本技術を波及させることにより、我が国の資源安定供給に

つなげられることが期待される。この場合、貯蔵施設としての国内での立地条件等をさら

に検討し、効率的な貯蔵施設を設置することが必要である。 

 

（２）有利な買鉱条件の獲得 

  高砒素精鉱は、鉱山サイドに砒素のペナルティが与えられることが、一般的と考えられ
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る。国内の銅製錬において、本技術により高砒素精鉱を幅広く処理することが可能となれ

ば、買鉱条件にて有利な展開が可能と考えられる。 

 

（３）省エネルギー 

３－１－２の個別要素技術の項にて、エネルギー増大の抑制の計算を実施したが、本技

術によって削減されるエネルギーは国内銅製錬において、1.2ＰＪ/年である。 

 

テーマＡ及びＢによる省エネルギー効果を、電力量及びＣＯ2に換算すると以下となる。

事業効果(１) 

テーマ 削減効果 電力換算値 ＣＯ2換算値 

Ａ 休転ロス無し     13,800Mwh/年 13,800Mwh/年 7,590t/年 

蒸気量増加      260kL（重油）/年 1,116Mwh/年 614t/年 

微粉精鉱 100%  354,000Mwh/年 354,000 Mwh/年 194,700t/年 

              計 368,916 Mwh/年 202,904t/年 

Ｂ 煙灰の処理        1.2PJ/年 333,333Mwh/年 183,333t/年 

計  702,249Mwh/年    386,237t/年 

                        ＜換算値＞ 

              重油 1KL＝41.9GJ 

                            電力 1Mwh＝3.6GJ 

                            電力 1Mwh＝0.55 トン-CO2 

 

ここで、電力量とジュールの関係について、省エネルギー法で用いられている換算値を

適用すると、以下の事業効果となる。 

事業効果(２) 

テーマ 削減効果 電力換算値 ＣＯ2換算値 

Ａ 休転ロス無し     13,800Mwh/年 13,800Mwh/年 7,590t/年 

蒸気量増加      260kL（重油）/年 1,116Mwh/年 614t/年 

微粉精鉱 100%  354,000Mwh/年 354,000 Mwh/年 194,700t/年 

              計 368,916 Mwh/年 202,904t/年 

Ｂ 煙灰の処理        1.2PJ/年 122,950Mwh/年 67,623t/年 

計  491,866Mwh/年    270,527t/年 

                        ＜換算値＞ 

              重油 1KL＝41.9GJ 

                            電力 1Mwh＝9.76GJ(省エネルギー法による換算値) 

                            電力 1Mwh＝0.55 トン-CO2 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１ 研究開発計画 

【標準的評価項目】 

○研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対応の

妥当性） 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

本事業は表 5-1 に示すように平成２１年度～平成２４年度までの４か年で実施した。事

業は大きなテーマとして「Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬）」と「Ｂ．煙灰中の銅・

砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬）」の２つを実施した。 

 

表 5-1 研究開発計画 

実施項目／年度 H21 H22 H23 H24 

Ａ.微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製

錬） 
34百万円 89 200 189 

（1）焙焼炉流動不良とボイラーの現状

把握 
    

（2）乾式焙焼炉での造粒品の効果検証     

（3）乾式焙焼炉での均一混合によるＰ

ｂ、Ｃｕキャパアップ 
    

（4）湿式焙焼炉での造粒鉱供用技術の

確立 
    

（5）焙焼炉流動不良メカニズムの解明     

（6）ボイラーシミュレーション     

（7）ボイラー改造     

（8）ボイラーダスト付着メカニズムの

解明 
    

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と

砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬）
47百万円 98 106 83 

ア）結晶性スコロダイトの安定貯蔵方

法の検討 

    

（1）結晶性スコロダイトの長期貯蔵モ

ニタリング 
    

（2）結晶性スコロダイトの物性・溶出

メカニズムの研究 

    

（3）結晶性スコロダイトの大規模貯蔵

施設の概念設計 
    

イ）煙灰処理法の開発     
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（4）煙灰処理法の開発（基礎試験）     

（5）煙灰処理法の開発（実証試験）     

 

５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

【標準的評価項目】 

○研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっていたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整備

されていたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行われる

体制となっていたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施していた

か。 

 

本事業は、経済産業省の公募による選定手続きを経て、独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構が補助金を受けて実施した。事業運営は独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構があたり、本事業に関する技術や研究施設を有する企業、大学、研究

機関との委託研究及び共同研究を実施した。 

事業分担としては、資源機構が、全体事業戦略・企画、年度計画策定、研究経費の配

分、事業進捗状況管理、研究成果評価などのマネジメントを実施する。 

また、民間企業が保有する技術及び施設の活用を必要とする研究については、民間企

業への委託研究により、効率的に実施する（後半は実証研究に位置付け、民間負担１／

２を導入）。さらに当該技術開発を遂行するために、大学や独立行政法人が保有する知

見・理論、設備等を活用する必要性があるテーマについては、大学、研究機関等との共

同研究などを通じて実施する。 

上記技術開発を効率かつ効果的な運営を図るために、当該技術について技術的また社

会的知見を有する外部専門家からなる「低品位・難処理鉱石製錬技術開発委員会」を設

置し、事業計画、成果評価等について意見を聴取しつつ適切に事業を推進した。また本

事業のテーマは、亜鉛製錬及び銅製錬の実態に即した製錬技術に関する知見が必要なた

め、以下の部会を設置し技術的な検討をはかった。（図 5-1、表 5-2） 
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ＪＯＧＭＥＣ

経済産業省

低品位難処理鉱石製錬技術開発委員会

委員長：東京大学 前田正史 教授

三井金属鉱業（株）

産業技術総合研究所

宮崎大学

補助金

委託研究

共同研究

「微粉精鉱の焙焼技術開発」

「煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素 の

安定貯蔵方法の検討」

DOWAメタルマイン（株）委託研究

共同研究

＜亜鉛製錬＞
＜銅製錬＞

亜鉛部会 銅部会

東京大学

愛媛大学

委託研究

 

 

図 5-1 体制図 

 

表 5-2-1 低品位難処理鉱石製錬技術開発委員会 

 氏  名 所    属 

委員長 前田 正史 国立大学法人東京大学生産技術研究所 教授 

委員 大藏 隆彦 国立大学法人東京大学生産技術研究所 特任教授 

委員 中村 崇 国立大学法人東北大学多元物質科学研究所 教授 

委員 星 幸弘 日本鉱業協会 理事 

 

表 5-2-2 亜鉛部会 

 氏名 所    属 

部会長 大藏 隆彦 国立大学法人東京大学生産技術研究所 特任教授 

委員 鈴木 浩二 秋田製錬（株）常務取締役 製造１部長 

委員 高須 登美男 九州工業大学大学院工学研究院 准教授 

委員 拝生 憲治 日本鉱業協会 技術部 部長代理 

委員 森田 英治 東邦亜鉛（株）技術開発本部 技術部 課長 

委員 山口 勉功 国立大学法人岩手大学工学部マテリアル工学科 教授 

 

 



128 

表 5-2-3 銅部会 

 氏名 所    属 

部会長 中村 崇 国立大学法人東北大学多元物質科学研究所 教授 

委員 清谷 謙二 三菱マテリアル（株）銅事業カンパニー製錬部 部長補佐

委員 近藤 康裕 住友金属鉱山（株）金属事業本部事業室 技術担当課長 

委員 中澤 廣 国立大学法人岩手大学 工学部 教授 

委員 中村 建作 JX 日鉱日石金属（株）金属事業本部 総括室 主任技師 

委員 拝生 憲治 日本鉱業協会 技術部 部長代理 

 

５－３ 資金配分 

○資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

「Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬）」については、総額 883 百万円の約 58%にあ

たる 512 百万円を充て基礎研究及び実証研究を 4年間実施した。 

「Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬）」は総額

の約 38%にあたる 334 百万円をあて、基礎研究及び実証研究を 4年間実施した。 

 両テーマについて、資金の過不足は無く、配分も適当であった。 

 

表 5-3 資金年度配分 （補助金ベース） 

（単位：百万円） 

 21 

年度 

22 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

合 計 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜

鉛製錬） 
34 89 200 189 512

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技

術開発と砒素の安定貯蔵方法の

検討（銅製錬） 

47 98 106 83 334

技術検討調査費等 10 12 8 7 37

合    計 91 199 314 279 883

 

 

５－４ 費用対効果 

【標準的評価項目】 

○費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 
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Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

供給が増加すると予測される微粉精鉱に対し、最大のネックとなっていた焙焼工程の問

題が、本事業にて払拭されたと考えられる。今回の開発元となった製錬所に適用した技術

は、国内の他の湿式亜鉛製錬所にも開発された基本的な考え方を適用できると考えられる。

他の国内湿式亜鉛製錬所に適用した場合の投資額は以下の様に試算される。 

  

表 5-4 他の湿式亜鉛製錬所への投資額試算 

国内 

湿式亜鉛製錬所 

亜鉛生産量 

（千トン/年） 

今回の投資額

（百万円） 

他製錬所への

投資額試算 

（百万円） 

備 考 

開発元 150 911   

製錬所Ａ 200  1,082 亜鉛生産量に基づき 

0.6 乗則を用いた 製錬所Ｂ 120  797 

計 470 911 1,879 計：2,790 百万円 

 

 上記投資額 2,790 百万円により削減される電力量は、４－２（波及効果）より、

368,916Mwh/年である。 

電力単価は、地域及び昼夜間帯で異なるが、平均単価として7円/Kwh程度と考えられる。 

微粉鉱を国内の湿式亜鉛製錬所に 100%供用した場合、参考値として 

        368,916Mwh/年×7円/Kwh≒26 億円/年 

の効果金額が算定される。（電力単価 7 円/Kwh は、製錬所における昼夜間電力単価の想定

プール単価） 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

供給が増加すると予測される高砒素精鉱に対し、砒素を分離し安定的に貯蔵する技術が

確立された。この技術は、国内の他の銅製錬所にも波及できると考えられる。 

他の国内銅製錬所に適用した場合の投資額は以下の様に試算される。 

 

本事業での関連した設備とその投資額 

・砒素分離試験設備：3.55 億円（砒素処理能力：3.6 トン/年） 

・スコロダイト製造設備（開発元に既存）：8億円（砒素処理能力：12 トン/年） 

・スコロダイト貯蔵施設：7.5 億円（砒素貯蔵能力：14 トン/年） 

国内銅製錬で発生する砒素量は、概ね 6,300 トン/年である。これに見合う砒素分離設備と

スコロダイト製造設備を試算（0.6 乗則）すると以下となる。 

・砒素分離設備：312 億円 

・スコロダイト製造設備：343 億円 

・スコロダイト貯蔵施設：293 億円 

総額で 948 億円の投資が必要となる。 

 投資額 948 億円により削減される電力量は、４－２（波及効果/事業効果(１)）より、
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333,333Mwh/年である。高砒素精鉱を国内の銅製錬所に 100%供用した場合、参考値として、 

       333,333Mwh /年×7円/Kwh≒23 億円/年 

の効果金額が算定される。 

以上、テーマＡ及びＢの費用対効果をまとめると、下表の様になる。 

表 5-5 テーマＡ及びテーマＢの費用対効果 

備考

電力量 ＣＯ2量
（参考）金額

（電力単価：7円/KWh)
国内へ波及する場合の

投資額

（億円） (Mwh/年) (ｔ/年) (億円/年) （億円）

テーマＡ 9.11 368,916 202,904 26 19

テーマＢ 21.55 333,333 183,333 23 948

計 30.66 702,249 386,237 49 967

国内製錬所へ波及した場合の効果
本研究の費用

 

 本技術を対象となる亜鉛・銅製錬所に波及させた場合、エネルギーコストを抑制しつつ

障壁の高い原料を供用し各製錬を継続することが可能となり、資源の安定供給及び今後の

電力事情への対応に貢献できるものと考えられる。 

 

５－５ 変化への対応 

【標準的評価項目】 

○変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応の妥

当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

  

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

本研究開発は、鉱石事情の変化として近年増加している難処理鉱石である微粉鉱に焦点

をあて取り組んでおり、乾式焙焼炉においては造粒設備を導入することで微粉鉱比率 100%

供用を達成した。湿式焙焼炉においても、開発期間中は現状設備で微粉鉱比率を 90%まで

上昇させることに成功し、事業終了後に 100%を達成できている。このことにより、微粉鉱

がもたらすエネルギーの増加を防止する対応が、充分にとれるものと考えられる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 本研究開発は、鉱石事情の変化として近年増加している低品位鉱石である高砒素銅精鉱

に焦点をあて取り組んでおり、銅製錬にて砒素を分離回収し、安定した化合物で長期保管

できる指針を与えることができた。このことにより、高砒素精鉱がもたらすエネルギーの

増加を抑制する対応が、充分にとれるものと考えられる。 
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第３章 評価
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 今後ますます増加していく微粉鉱を用いた流動焙焼炉の操業を安定化する技

術を開発することは､原料調達における他国に対する競争力となることから原

料調達の上で非常に重要である。また、昨今の電力事情を考慮すると、電力の

高効率利用を図る本事業の目的は十分に政策的意義を有している。 

 なお、開発企業以外にオール日本として企業間の協力を進める必要がある。

また、使用した実機は小さな改善､付帯設備等に生きるが、これらの成果を組み

込んだ新設流動焙焼炉の設置について、踏み込む勇断が民間で可能か、技術移

転も可能であるかについては国の理解と協力を期待したい。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 日本の銅製錬所全体の問題として、環境インパクトの大きい砒素を含有する

銅鉱石の製錬技術として砒素の分離と安定貯蔵化は、我が国銅製錬業の存続・

発展の視点から政策的意義は大きいものがある。また、本課題は、製錬対象鉱

石の拡大に大きく寄与し、環境保全の立場はもちろん我が国の鉱物資源確保の

上からも国の関与すべき妥当な施策である。 

 なお、開発企業以外にオール日本として企業間の協力を進める必要がある。 

また、事業を進める上で処理・安定貯蔵などを含め地方自治体や環境省との連

携が必要と思われる。 

 

【肯定的意見】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・日本の亜鉛製錬所全体の問題である微粉製鉱の焙焼技術開発としてボイラー

トラブルの防止など事業の意義、日本の亜鉛供給を継続する意味でも国の関与

は重要である。 

・我が国の資源安定供給を図るためには、国内の既存インフラの活用が重要ポ

イントのひとつであり、昨今の電力事情を考慮すると、電力の高効率利用を図

る本事業の目的は十分に政策的意義を有している。 

・現在の天然資源を取り巻く環境を思えば、非常に重要である。 

・湿式亜鉛製錬において最初の工程である焙焼技術は重要である。今後ますま

す増加していく微粉鉱を用いた流動焙焼炉の操業を安定化する技術を開発する

ことは､供用鉱石の拡大につながり原料調達の上で非常に重要である。国の関与
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すべき明確で妥当な施策である。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・日本の銅製錬所全体の問題である砒素含有銅鉱石の製錬技術として砒素の分

離と安定貯蔵化の事業の意義は重要で、日本の銅供給を継続する意味および有

害な砒素を安全に貯蔵する観点からも国の関与は重要である。 

・銅製錬工程の中で、環境インパクトが大きい砒素の取扱いは大きな課題であ

り、我が国銅製錬業の存続・発展の視点から政策的意義は大きいものがある。 

・大規模貯蔵施設の概念設計は、民間企業のみでは不可能であり、国の関与が

必須である。 

・今後の我が国銅製錬所を維持するために非常に重要だと言える。 

・乾式銅製錬では随伴する不純物を煙灰として系外に出し、かつその中から目

的金属を主系統に戻すことが重要である。今後鉱石の低品位化が進むと有害元

素を含む煙灰がさらに多く発生し、より安価で安定した処理方法の開発は避け

て通れない。本課題は、製錬対象鉱石の拡大に大きく寄与し、環境保全の立場

はもちろん我が国の鉱物資源確保の上からも国の関与すべき妥当な施策である。 

 

＜２テーマ共通＞ 

・非鉄金属製錬原料のほぼ全量を海外から鉱石（精鉱）として輸入している我

が国としては、低品位鉱石や難処理鉱石を効率的に処理できる技術を保有する

ことが、原料調達における他国に対する競争力となることから、鉱物資源の安

定供給確保の重要な政策として位置づけられている。なお、低品位鉱石・難処

理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発は、技術施策体系として、

平成２１年にとりまとめられた「エネルギーイノベーションプログラム基本計

画」において、「鉱物資源の安定供給」に資する技術開発と政策的に位置づけら

れている。 

 

【問題点・改善すべき点】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・担当会社以外にオール日本として企業間の協力を進める必要がある。 

・使用した実機は小さな改善､付帯設備等に生きるが、これらの成果を組み込ん

だ新設流動焙焼炉の設置について、踏み込む勇断が民間で可能か、技術移転も

可能であるかについては国の理解と協力を期待したい。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・担当会社以外にオール日本として企業間の協力を進める必要がある。 
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・事業を進める上で処理・安定貯蔵などを含め地方自治体や環境省との連携が

必要と思われる。 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 蓄積された流動焙焼炉操業技術の現場経験が生かされた根拠に基づく具体的

な技術開発目標・個別要素目標が設定されており妥当である。また、ボイラー

トラブルの低減として操業停止による電力エネルギー増大を防止することは妥

当である。 

 なお、実施者は同業他社で操業されている２種類の実機を所有しており、検

討項目・目標について設定が妥当と思われるが、共通項として同業２者の意見

を交換することもあっても良いのでは思われる。また、ボイラートラブルは低

減ではなく、トラブルがなくなることが好ましいので、定量的目標設定がなさ

れればよかった。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 煙灰中の銅と砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増や

すことになり重要で、目標も銅トン単位の５０％エネルギー原単位抑制、スコ

ロダイトからの砒素溶出基準満たすことなど定量的に示されている。また、実

績を有する黒鉱の煙灰処理プロセスの経験を引き継いだ十分な設定目標と根拠

が示され、目標達成度を判断するための具体的に細かい個別要素技術の目標が

設定されており妥当である。 

 なお、スコロダイトの貯蔵に対し、溶出に関する条件の明確化が必要である。

また、実施者が永年にわたり蓄積されたほぼ独自技術のため、問題や改善すべ

き点は思いつかないが、情報公開について配慮が必要になるかもしれない。  

 

【肯定的意見】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・ボイラートラブルの低減として操業停止による電力エネルギー増大を防止す

ることは妥当である。 

・事業化を重視した、現実的で定性的な指標が設定されている。 

・概ね適切である。 

・これまで蓄積された流動焙焼炉操業技術の現場経験が生かされた根拠に基づ

く具体的な技術開発目標・個別要素目標が設定されている。妥当である。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・煙灰中の銅と砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増や

すことになり重要で、目標も銅トン単位の５０％エネルギー原単位抑制、スコ

ロダイトからの砒素溶出基準満たすことなど定量的に示されている。 
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・個別要素技術ごとに妥当な数値目標が設定されている。 

・概ね適切である。 

・４件の全体目標に対して、実績を有する黒鉱の煙灰処理プロセスの経験を引

き継いだ十分な設定目標と根拠が示されている。さらに目標達成度を判断する

ための具体的に細かい個別要素技術の目標が設定されている。妥当である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・ボイラートラブルの低減はなくなることが好ましく、１年は操業に問題はな

かったが、定量的目標設定は難しい。 

・実施者は同業他社で操業されている２種類の実機を所有しており、検討項目・

目標について設定が妥当と思われるが、共通項として同業２者の意見を交換す

ることもあっても良いのでは思われる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・スコロダイトの貯蔵に対し、溶出に関する条件の明確化が必要である。 

・実施者が永年にわたり蓄積されたほぼ独自技術のため、問題や改善すべき点

は思いつかない。強いて挙げれば情報公開について配慮が必要になるかもしれ

ない。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 日本で操業されている乾式、湿式２種類の実機流動焙焼炉を用いて、焙焼炉、

ボイラー装置の改良および付帯設備の設置等を実操業時に組み込みながら安定

操業条件を見出し、２件の技術開発目標についてほぼ満足できる成果が得られ

ている。 

 なお、論文発表、特許の記載がなく、今後の発表を期待したい。また、稼働

中の実機における付属装置の改善・操業条件の確立に十分な成果を挙げている

が、科学的根拠に加えて、学会、国際会議等での公表が望まれる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 研究開発の成果である「直接法」とそれを改良した「短縮法（脱電法）」に関

して、基礎実験及び実証実験を実施し、数値目標を達している。また、特許が

１１編、発表が６件と社会に公表して良好な成果を得た。 

 なお、成果は学協会での公表に加え多くの特許出願、審査請求等あるが､これ

らの国内同業他社への何らかの形でスムースな情報提供等を期待したい。 

 

【肯定的意見】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・微粉鉱の造粒およびボイラー形状の改善により良好な成果が得られた。 

・事前造粒とボイラートラブル低減対策により、微粉鉱供用比率１００％体制

の研究開発目標を達成した。 

・目標に対し適切な成果を得た。 

・日本で操業されている乾式、湿式２種類の実機流動焙焼炉を用いて、焙焼炉、

ボイラー装置の改良および付帯設備の設置等を実操業時に組み込みながら安定

操業条件を見出している。２件の技術開発目標についてほぼ満足できる成果が

得られている。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・銅と砒素を効率よく分離する方法および砒素のスコロダイト化の目標は妥当

であり、特許が１１編、発表が６件と社会に公表して良好な成果を得た。 

・研究開発の成果である「直接法」とそれを改良した「短縮法（脱電法）」に関

して、基礎実験及び実証実験を実施し、数値目標を達している。 

・目標に対し適切な成果を得た。 

・４件の技術開発目標に対してほぼ満足する成果が出ている。中でもここで製

造した結晶性スコロダイトは、他の方法で製造したスコロダイトより溶出しな
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いというのは設定目標以上の成果である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・論文発表、特許の記載がなく、今後の発表を期待したい。 

・稼働中の実機における付属装置の改善・操業条件の確立に十分な成果を挙げ

ているが、科学的根拠に加えて、学会、国際会議等での公表が望まれる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・成果は学協会での公表に加え多くの特許出願、審査請求等あるが､これらの国

内同業他社への何らかの形でスムースな情報提供等を期待したい。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 国内亜鉛製錬所では乾式、湿式２種類の流動焙焼炉が操業されているが、こ

の２種類を有する実施者が、焙焼炉、ボイラーに対して装置の改良及び付帯設

備の設置等を実操業に組み込みながら､課題の安定操業条件を見出し実用化し

ており、資源の安定供給に役立っている。また、ＴＣ収益増加額を換算して省

電力効果として追加したことは、巧みな事業効果の評価方法である。 

 なお、国内製錬所で利用する際に、購入する精鉱は山元により不純物組成の

ばらつきがあり、それらについて若干の対処法が必要な場合もあると考えられ、

これら対処法があれば対象鉱石の拡大に繋がるかもしれない。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 黒鉱の煙灰処理の開発技術に対して歴史・経験に基づいての設定、目標に対

して成果が挙げられており、低品位精鉱中に含まれる砒素を低コストで結晶性

スコロダイトとして長期安定的に固定するとともに、大規模貯蔵施設が設置さ

れれば、国内銅製錬事業の事業化（事業の拡大）が見込まれる。 

 なお、開発の成果は大きいが、同業他社から煙灰を受け入れ、開発プロセス

で処理後に回収された銅浸出液は返却し、分離生成したスコロダイトを貯蔵施

設で保管することになると思うが、受け入れられるか否かの条件設定が波及の

課題となる。また、貯蔵施設についてはその立地等に問題があろうことは想像

でき、その詳細は本事業の範疇の外にあるものと考えるが、本事業の成果を社

会に還元する上では最重要課題である。更には、本事業と異なるが、砒素が混

入する非鉄スラグの扱いについても別途検討が必要と思われる。 

 

【肯定的意見】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・すでに実用化されており、資源の安定供給に役立っている。 

・乾式焙焼炉はもとより、湿式焙焼炉に対しても造粒鉱供用設備（乾式給鉱）

を考案・開発して、事業所の湿式焙焼炉に据え付けて実証試験を実施し所期の

目標を達成した。ＴＣ収益増加額を換算して省電力効果として追加したことは、

巧みな事業効果の評価方法である。 

・実際に導入可能な技術の開発となっており非常に良い成果を得た。 

・国内亜鉛製錬所では乾式、湿式２種類の流動焙焼炉が操業されているが、こ

の２種類を有する実施者が、焙焼炉、ボイラーに対して装置の改良及び付帯設

備の設置等を実操業に組み込みながら､課題の安定操業条件を見出している。ほ

ほ事業化していると見なせる。 
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Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・銅と砒素の分離および砒素の安定貯蔵について、検討段階であるが期待され

る。 

・低品位精鉱中に含まれる砒素を低コストで結晶性スコロダイトとして長期安

定的に固定するとともに、大規模貯蔵施設が設置されれば、国内銅製錬事業の

事業化（事業の拡大）が見込まれる。 

・技術開発としては非常に良い成果を得ている。 

・黒鉱の煙灰処理の開発技術に対して歴史・経験に基づいての設定、目標に対

して成果が挙げられており、事業化も期待できる。特に貯蔵場所について立地

条件良い候補場所に目処が立っているようであるので、今後に期待したい。 

 

【問題点・改善すべき点】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・国内製錬所で利用する際には、購入する山元により不純物組成のばらつきが

ないわけではなく、それらのについて若干の対処法が必要かもしれない。それ

により対象鉱石の拡大へ繋がるかもしれない。例えば（銅＋鉛）品位について、

安定操業の上限値を求めることなど。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・砒素の溶出のさらなる試験と貯蔵場所の選択が課題である。一方、本事業と

異なるが、砒素が混入する非鉄スラグの扱いについても別途検討が必要と思わ

れる。 

・貯蔵施設についてはその立地等に問題があろうことは想像できる。その詳細

は本事業の範疇の外にあるものと考えるが、本事業の成果を社会に還元する上

では最重要課題である。今後の検討を望みたい。 

・開発の成果は大きいが、同業他社から煙灰を受け入れ、開発プロセスで処理

後に回収された銅浸出液は返却し、分離生成したスコロダイトを貯蔵施設で保

管することになると思うが、受け入れられるか否かの条件設定が波及の課題と

なろう。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 実施者に蓄積された永年の操業技術に基づいた計画実施体制・運営は適切か

つ妥当である。また、研究開発期間終了後も、引き続いて実証実験を実施して、

事業化の目処を立てたことは高く評価できる。資金配分についても実機の改良､

付帯設備の設置等も含むので妥当である。 

 なお、Ｂ事業に対して予算額が１．５倍であり、シンプルな研究のわりには

費用を要したと考えられる。また、科学的･論理的に裏付けに似合う学側の学術

的貢献が少なからずあったと思われるが、報告書にあまり出ていない。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 技術開発の効果的な運営を図るために、技術開発委員会の下に銅部会を設置

し、技術的な検討を行い、事業計画、成果評価等について意見を聴取しつつ適

切に事業を推進したことは評価できる。また、研究開発計画は妥当で、実施体

制も産学を含み資金配分も妥当である。 

 なお、費用対効果について、評価資料を見てそのままの理解が難しいため、

判断には専門の第三者の評価が望まれる。 

 

【肯定的意見】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・研究開発計画は妥当で、実施体制も産学を含み妥当である。 

・民間企業が保有する技術及び施設の活用を必要とする研究開発については、

民間企業に委託研究を実施することにより、効率的に実施した。研究開発期間

終了後も、引き続いて実証実験を実施して、事業化の目処を立てたことは高く

評価できる。 

・国内で使用されている２種類の焙焼炉を設置しているのは実施者のみであり、

蓄積された永年の操業技術に基づいた計画実施体制・運営も適切かつ妥当であ

る。資金配分についても実機の改良､付帯設備の設置等も含むので妥当である。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・研究開発計画は妥当で、実施体制も産学を含み資金配分も妥当である。 

・技術開発の効果的な運営を図るために、技術開発委員会の下に銅部会を設置

し、技術的な検討を行い、事業計画、成果評価等について意見を聴取しつつ適

切に事業を推進したことは評価できる。 

・目的達成・進行する上で実施者と学側の学術的貢献が大きく認められ、組織

運営は十分機能したと思われる。今後の成果を普及し関与を求める取り組みに
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期待したい。 

 

【問題点・改善すべき点】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・Ｂに対して予算が１．５倍であり、シンプルな研究のわりには費用を要した

と考えられる。 

・科学的･論理的に裏付けに似合う学側の学術的貢献が少なからずあったと思わ

れるが、あまり出ていない。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・費用対効果について、評価資料を見てなるほどそうなのかと理解できない。

判断できるには専門の第三者の評価が望まれる。 
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６．総合評価 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

 注目を集めるレアメタルとは違い、生活基盤材料として重要である亜鉛は枯

渇資源とされている。とりわけ湿式亜鉛製錬所にとって、微粉鉱の処理する際

に焙焼炉操業条件を確立することは重要なテーマである。設定された目的に対

して十分な成果を得て、既に事業化の見通しも立っていると言え、今後の普及

展開に期待したい。 

 なお、造粒と廃熱ボイラーの方向を変化させて良い成果を得ているが、費用

に対して結果は単純なものであり、今後、低コストの費用での研究が望ましく、

成果の発表も望まれる。また、得られた成果について同業他社との情報交換や

技術移転がスムースに運ばれることを期待したい。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

 今後鉱石の低品位化が進むと､それを処理する際には有害元素を含む煙灰が

さらに多く発生し、より安価で安定した処理方法の開発が重要であり、特許が

１１編、発表が６件と社会に公表して良好な成果を得た。また、硫化砒素化を

経ずに、直接に結晶性スコロダイトを生成する「直接法」を技術開発するとと

もに、さらに処理フローの見直しを加えて「短縮法」や「脱電法」を開発した

ことは評価でき、技術開発としては十分な成果を得ている。 

 なお、スコロダイトの貯蔵に対し、溶出に関する条件の明確化が必要である。

また、貯蔵施設はその立地の選定等に最大の問題があるものと思われ、環境省

はもちろん地方自治体の理解と連携が必要である。今回得られた技術を社会的

に望ましい形で社会実装して頂きたい。 

 

【肯定的意見】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・日本の亜鉛製錬所全体の問題である微粉製鉱の焙焼技術開発としてボイラー

トラブルの防止など事業の意義、日本の亜鉛供給を継続する意味でも国の関与

は重要である。ボイラートラブルの低減として操業停止による電力エネルギー

増大を防止することは重要で、微粉鉱の造粒およびボイラー形状の改善により

良好な成果が得られた。 

・操業中のボイラー設備に対して、数値シミュレーションを実施して改修案を

検討して定期修理時に改修したり、造粒鉱供用設備を考案して設備を追加して、

微粉精鉱供用比率１００％を実現したことは評価できる。 

・設定された目的に対して十分な成果を得ている。既に事業化の見通しも立っ

ていると言え、今後の普及展開に期待したい。 
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・注目を集めるレアメタルとは違い、生活基盤材料として重要である亜鉛は枯

渇資源とされている。とりわけ湿式亜鉛製錬所にとって、微粉鉱の処理する際

に焙焼炉操業条件を確立することは重要なテーマである。経験に基づく装置の

改善に加えて付帯設備の設置について、操業実機を用いて操業条件を確立した

ことは、資源確保の上から大きな成果である。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・日本の銅製錬所全体の問題である砒素含有銅鉱石の製錬技術として砒素の分

離と安定貯蔵化の事業の意義は重要で、日本の銅供給を継続する意味および有

害な砒素を安全に貯蔵する観点からも国の関与は重要である。煙灰中の銅と砒

素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増やすことになり重要

で、目標も銅トン単位の５０％エネルギー原単位抑制、スコロダイトからの砒

素溶出基準満たすことなど定量的に示されている。銅と砒素を効率よく分離す

る方法および砒素のスコロダイト化の目標は妥当であり、特許が１１編、発表

が６件と社会に公表して良好な成果を得た。 

・硫化砒素化を経ずに、直接に結晶性スコロダイトを生成する「直接法」を技

術開発するとともに、さらに処理フローの見直しを加えて「短縮法」や「脱電

法」を開発したことは評価できる。 

・技術開発としては十分な成果を得ている。 

・今後鉱石の低品位化が進むと､それを処理する際には有害元素を含む煙灰がさ

らに多く発生し、より安価で安定した処理方法の開発が重要である。砒素を分

離し、結晶性スコロダイトとして固定化する技術、そのスコロダイトが環境設

定した条件で長期に渡り溶出しないことを確認できた。長期貯蔵について、場

所の選定条件も検討し、その目処もついている。得られた成果は、製錬対象鉱

石の拡大に大きく寄与し、環境保全の立場はもちろん我が国の鉱物資源確保の

上からも重要である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・ボイラートラブルの低減はなくなることが好ましく、1年は操業に問題はなか

ったが、定量的目標設定は難しい。また、造粒と廃熱ボイラーの方向を変化さ

せて良い成果を得ているが、費用に対して結果は単純なものであり、今後、低

コストの費用での研究が望ましい。また、成果の発表が望まれる。 

・得られた成果について同業他社との情報交換や技術移転がスムースに運ばれ

ることを期待したい。 
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Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・スコロダイトの貯蔵に対し、溶出に関する条件の明確化が必要である。 

・先にも述べたとおり、貯蔵施設はその立地の選定等に最大の問題があるもの

と思われる。是非今回得られた技術を社会的に望ましい形で社会実装して頂き

たい。 

・長期貯蔵に対して、場所選定条件、立地条件の検討については、砒素と言う

ナーバスな元素であるので、環境省はもちろん地方自治体の理解と連携が必要

である。 

 

 

 



146 
 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・ボイラートラブルの低減として操業停止による電力エネルギー増大を防止す

ることは重要であり、本事業では造粒と廃熱ボイラーの方向を変化させて良い

成果を得ているが、費用に対して結果は単純なものであり、今後、低コストの

費用での研究が望ましい。また、成果の発表が望まれる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・煙灰中の銅と砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増や

すことになり、目標も銅単位のエネルギー原単位抑制、スコロダイト製造から

の砒素溶出基準を満たすことなどが期待される。スコロダイト化した砒素の安

定貯蔵条件の検証および良好な場所選定を期待したい。 

・本事業と異なるが、砒素が混入する非鉄スラグの扱いについても別途検討が

必要と思われる。 

 

＜２テーマ共通＞ 

・非鉄金属製錬産業にとって、世界に伍して立ち向かうからには一社だけでの

対応は今後ますます難しくなるはずであり、産・官・学が連携したオールジャ

パン体制での取り組みが必要である。そのなかで製錬技術の伝承はもちろん、

当該分野における人材育成についても国の継続的支援・補助が必要であること

は言うまでもない。 

 

【各委員の提言】 

Ａ．微粉精鉱の焙焼技術開発（亜鉛製錬） 

・日本の亜鉛製錬所全体の問題である微粉製鉱の焙焼技術開発として、ボイラ

ートラブルの防止など事業の意義、日本の亜鉛供給を継続する意味でも国の関

与は重要で、オール日本の体制として重要である。微粉鉱の造粒およびボイラ

ー形状の改善により良好な成果が得られ、ボイラートラブルの低減として操業

停止による電力エネルギー増大を防止することは重要である。造粒と廃熱ボイ

ラーの方向を変化させて良い成果を得ているが、費用に対して結果は単純なも

のであり、今後、低コストの費用での研究が望ましい。また、成果の発表が望

まれる。 

 

Ｂ．煙灰中の銅・砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵方法の検討（銅製錬） 

・日本の銅製錬所全体の問題である砒素含有銅鉱石の製錬技術として砒素の分

離と安定貯蔵化の事業の意義は重要で、オール日本の体制として重要である。
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煙灰中の銅と砒素の分離技術開発と砒素の安定貯蔵は、銅の製錬容量を増やす

ことになり、目標も銅単位のエネルギー原単位抑制、スコロダイト製造からの

砒素溶出基準を満たすことなどが期待される。スコロダイト化した砒素の安定

貯蔵条件の検証および良好な場所選定を期待したい。本事業と異なるが、砒素

が混入する非鉄スラグの扱いについても別途検討が必要と思われる。 

 

 

＜２テーマ共通＞ 

・今後世界の鉱石マーケットでは、低品位・難処理鉱石の流通が増えることが

確実である。すると、エネルギー消費原単位の大幅な上昇が予測されることか

ら、今後ともこれらの鉱石の処理に必要な省エネルギー型の製錬プロセスの研

究開発を継続的に実施する必要がある。また、鉱石の低品位化とともに多量に

発生する砒素を安定的に処理する方法を研究開発して技術を確立することで、

国内における非鉄製錬事業の持続性を担保する必要がある。 

・我が国がものづくり立国を標榜するからには、非鉄金属等の材料の開発は重

要であり、ここで取り上げた亜鉛と銅は我々の生活を構築する上で､重要な位置

を占める生活基盤材料である。とりわけ生活基盤材料は消費量も多く、レアメ

タルに比べ資源が多いと見なされるが､枯渇資源として危惧されてきている。こ

れらの研究開発にターゲットをあてた今回の施策は高く評価できる。非鉄金属

製錬産業にとって、世界に伍して立ち向かうからには一社だけでの対応は今後

ますます難しくなるはずであり、産・官・学が連携したオールジャパン体制で

の取り組みが必要である。そのなかで製錬技術の伝承はもちろん、当該分野に

おける人材育成についても国の継続的支援・補助が必要であることは言うまで

もない。 
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第４章 評点法による評点結果 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発」に係

るプロジェクト評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評

点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 

           

 評点法による評点結果 

 （低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発 テーマ A）

   評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

  １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.60 2 2  3  3 3 

  ２．研究開発等の目標の妥当性 2.40 2 1  3  3 3 

  ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.60 2 2  3  3 3 

  ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.40 2 2  3  3 2 

  ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.20 1 2  3  3 2 

  ６．総合評価 2.40 2 2  3  3 2 
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 評点法による評点結果 

 （低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発 テーマ B）

   評点
Ａ 

委員

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員

Ｅ 

委員

  １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.60 2 2  3  3 3 

  ２．研究開発等の目標の妥当性 2.40 2 2  2  3 3 

  ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.40 2 2  2  3 3 

  ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00 2 2  2  2 2 

  ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.40 2 2  3  3 2 

  ６．総合評価 2.20 2 2  2  3 2 

 

 

 
 

      

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

           

 



-1- 
 

                                       参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省技術評価指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月３１日 
 

 

 

 

 

 

 



-2- 
 

 

目次  

経済産業省技術評価指針の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

Ⅰ．評価の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

１．評価目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

２．評価の基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

３．指針の適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ ・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

５．評価方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

６．評価結果の取扱い等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

７．評価システムの不断の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

８．評価体制の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

９．評価データベース等の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

10．評価における留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

(1) 事前評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

(2) 中間・終了時評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

(1) 事前評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

(2) 中間・終了時評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

(1) 事前評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

(2) 中間・終了時評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 ・・・・・・・・ １２ 

(1) 事前評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

(2) 中間・終了時評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

Ⅱ．３．追跡評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

 

 

 

 

 

 



-1- 
 

経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ



-5- 
 

とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること
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から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的尐額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 
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外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                      

 
 
（該当部分のみ抜粋） 
 
 
 
 
 

経済産業省技術評価指針に基づく 
標準的評価項目・評価基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２５年４月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 

 
 

 
 

参考資料２ 
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はじめに 

 

 研究開発評価に当たっては、公正性、信頼性さらには実効性の観点から、その対

象となる研究開発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目・評価基準を設

定して実施することが必要である。 

 本標準的評価項目・評価基準は、経済産業省における技術に関する施策及び技術

に関する事業の評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ガイドラインである経済産業省技術評価指針に基づき、評価方法、評価項目等に一

貫性を持たせるために、標準的なものとして、技術評価室が定めるものである。 

 なお、本標準的評価項目・評価基準は、あくまで原則的なものであり、必ずしも

全てそのとおりとしなければならないものではなく、適切な評価の実施のために評

価対象によって、適宜、変更することを妨げるものではない。                
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Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の必要性及びアウトカムについて（研究開発の定量的目標、社会的課題の

解決や国際競争力強化への対応） 

 

（１）事業の必要性はあるか（どのような社会的課題等があるのか）。 

（２）アウトカム（目指している社会の姿）の具体的内容及び検証可能なアウトカ

ム指標とその時期は適切に設定されているか。 

（３）アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える効果

の程度は優れているものか。 

（４）アウトカムに至るまでに達成すべきいくつかの中間段階の目標（技術的成果

等）の具体的内容とその時期は適切に設定されているか。 

 

２．アウトカムに至るまでの戦略について 

 

（１）アウトカムに至るまでの戦略に関して、以下の点について適切に計画されて

いるか。 

・アウトカムに至るまでのスケジュール 

・知財管理の取扱 

・実証や国際標準化 

・性能や安全性基準の策定 

・規制緩和等を含む実用化に向けた取組 

 

（２）成果のユーザーの段階的イメージ・仮説は妥当なものか。 

・技術開発成果の直接的受け手は誰か 

・社会的インパクトの実現までのカギとなるプレイヤーは誰か 

 

３．次年度以降に技術開発を実施する緊急性について 

 

（１）次年度以降に技術開発を実施する緊急性は合理的なものか。 

 

４．国が実施する必要性について 

 

（１）科学技術的価値の観点からみた卓越性、先導性を有している事業か。 

・我が国が強みを持ち、世界に勝てる技術分野か 
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・他の研究分野等への高い波及効果を含むものか 

 

５．当該事業のアウトカムと関連性のある省内外の事業について 

 

（１）当該事業のアウトカムと関連性のある省内外の事業との関係性は適切か 

・当該事業のアウトカムと関連性のある省内外の事業として何があるか 

・上記の関連性のある事業と重複がなく、また、適切に連携等が取れているか 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）

が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す   

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 
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 ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

 ・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・

国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向

コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22 年 6 月 19 日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 



5 
 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  

 


